
令和３年度 

行政評価（事務事業評価）結果 

１ 評価実施事業 

81事業（11部局43課） 

２ 評価結果 

⑴ 部局長評価  Ａ 事業継続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・69事業

Ｂ 改善を検討し，事業継続 ・・・・・・・・・・11事業

Ｃ 事業縮小・再構築の検討 ・・・・・・・・・・ 1事業 

Ｄ 事業廃止・凍結の検討 ・・・・・・・・・・・ 0事業

⑵ 所属長評価  Ａ 事業継続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・70事業

Ｂ 改善を検討し，事業継続 ・・・・・・・・・・10事業

Ｃ 事業縮小・再構築の検討 ・・・・・・・・・・ 0事業 

Ｄ 事業廃止・凍結の検討 ・・・・・・・・・・・ 1事業



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（部局順）

必要性 有効性 効率性 公平性

1 広聴広報課 個人情報保護推進事業 8 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

2 広聴広報課 情報公開推進事業 10 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3 総務課 △ 「高知市平和の日」記念事業 12 Ｂ Ｂ 14.0 4.0 3.0 3.0 4.0

4 総務課 姉妹・友好都市交流事業 14 Ｂ Ｂ 15.0 4.0 4.0 3.0 4.0

5 総務課 外国青年国際交流員招致事業 16 Ａ Ａ 18.0 5.0 5.0 3.0 5.0

6 人事課 一般研修（階層別研修） 18 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 3.0 5.0

7 人事課 特別研修 20 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 3.0 5.0

8 行政改革推進課 行政改革の推進 22 Ａ Ａ 18.0 5.0 3.0 5.0 5.0

防災対策部
(１)

9 地域防災推進課 △ 自主防災組織育成強化事業 24 Ａ Ａ 17.0 4.0 3.0 5.0 5.0

10 地域コミュニティ推進課 □ まちづくり支援事業 26 Ｃ Ｄ 10.0 4.0 1.0 1.0 4.0

11 地域コミュニティ推進課 ◇ 地域コミュニティ再構築事業 28 Ｂ Ｂ 15.0 4.0 4.0 3.0 4.0

12 地域コミュニティ推進課 くらしの安全と安心を守る活動支援事業 30 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

13 スポーツ振興課 スポーツ賞推進事業 32 Ａ Ａ 18.0 5.0 3.0 5.0 5.0

14 スポーツ振興課 体育施設改修事業 34 Ａ Ａ 18.0 5.0 3.0 5.0 5.0

15 斎場 火葬炉点検整備 36 Ａ Ａ 17.0 5.0 5.0 3.0 4.0

16 地籍調査課 地籍調査事業 38 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

17 健康福祉総務課 福祉避難所整備事業 40 Ａ Ａ 17.0 5.0 4.0 4.0 4.0

18 地域保健課 ○ 急患センター運営事業 42 Ａ Ａ 18.0 3.0 5.0 5.0 5.0

19 地域保健課 小児救急医療支援事業 44 Ａ Ａ 16.0 3.0 4.0 5.0 4.0

20 地域保健課 保健所機能の充実強化 46 Ａ Ａ 17.0 5.0 3.0 4.0 5.0

21 生活食品課 食品安全推進事業 48 Ａ Ａ 18.0 5.0 3.0 5.0 5.0

22 障がい福祉課 ◇ 自立支援医療（更生医療）給付事業 50 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

23 障がい福祉課 ◇ 日常生活用具給付事業 52 Ｂ Ｂ 15.0 4.0 4.0 4.0 3.0

24 障がい福祉課 ◇ 補装具給付事業 54 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

25 障がい福祉課 ◇ 重度心身障害児・者医療費助成事業 56 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

26 障がい福祉課 ◇ 在宅重度障害者移動支援事業 58 Ｂ Ｂ 14.0 4.0 4.0 3.0 3.0

27 高齢者支援課 高齢者の生きがいづくり促進事業 60 Ｂ Ｂ 13.0 3.0 3.0 3.0 4.0

28 高齢者支援課 高知市老人クラブ連合会補助金 62 Ｂ Ｂ 15.0 4.0 3.0 3.0 5.0

29 高齢者支援課 住宅改造助成事業 64 Ｂ Ｂ 14.0 3.0 3.0 3.0 5.0

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

課　　　名

総務部
(８)

評　　価　　結　　果

部局長
評価

所属長
評価 総合点

事　務　事　業　名　称 頁部　局　名 №

市民協働部
(７)

健康福祉部
(13)

1



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（部局順）

必要性 有効性 効率性 公平性

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

課　　　名
評　　価　　結　　果

部局長
評価

所属長
評価 総合点

事　務　事　業　名　称 頁部　局　名 №

30 子育て給付課 児童手当 66 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

31 子育て給付課 児童扶養手当 68 Ａ Ａ 18.0 4.0 5.0 4.0 5.0

32 子ども育成課 親子通園施設ひまわり園 70 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

33 子ども育成課 病児保育事業 72 Ａ Ａ 17.0 4.0 5.0 4.0 4.0

34 子ども育成課 放課後子ども教室推進事業 74 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

35 母子保健課 助産施設措置事業 76 Ａ Ａ 18.0 4.0 4.0 5.0 5.0

36 母子保健課
利用者支援事業（母子保健コーディネー
ター）

78 Ａ Ａ 17.0 5.0 4.0 3.0 5.0

37 保育幼稚園課 体調不良児対応型病児保育事業補助 80 Ａ Ａ 19.0 4.0 5.0 5.0 5.0

38 子ども家庭支援センター ○ 養育支援訪問事業 82 Ａ Ａ 16.0 4.0 5.0 3.0 4.0

39 新エネルギー・環境政策課 保存樹木・保存樹林等の保護 84 Ａ Ａ 17.0 4.0 3.0 5.0 5.0

40 新エネルギー・環境政策課 省エネルギー機器導入事業補助 86 Ａ Ａ 18.0 5.0 4.0 4.0 5.0

41 環境保全課 アスベスト発生対策事業 88 Ａ Ａ 17.0 4.0 5.0 3.0 5.0

42 廃棄物対策課 不法投棄等の防止対策の推進 90 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

43 環境業務課 ごみ収集車購入事業 92 Ａ Ａ 17.0 4.0 5.0 4.0 4.0

44 清掃工場 ゼロエミッション事業 94 Ａ Ａ 16.0 5.0 4.0 3.0 4.0

45 清掃工場 ○ 清掃工場整備事業 96 Ａ Ａ 17.0 5.0 4.0 3.0 5.0

46 東部環境センター 堆肥化推進事業 98 Ａ Ａ 16.0 5.0 5.0 3.0 3.0

47 産業政策課 技能功労者表彰事業 100 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

48 産業政策課 高年齢者就業機会確保事業 102 Ａ Ａ 17.0 4.0 5.0 4.0 4.0

49 産業政策課 労働ニュースの発行 104 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 5.0 4.0

50 商工振興課 △ れんけいこうち伝統産業推進事業 106 Ａ Ａ 17.0 4.0 3.0 5.0 5.0

51 商工振興課 中心市街地活性化基本計画推進事業 108 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

52 農林水産課 防潮林管理事業 110 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

53 農林水産課 保安林環境保全事業 112 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

54 農林水産課 学校給食用食材生産支援事業 114 Ｂ Ｂ 15.0 4.0 3.0 3.0 5.0

55 鏡地域振興課 市有林造林事業 116 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

56 鏡地域振興課 森林総合整備事業補助 118 Ａ Ａ 18.0 5.0 4.0 5.0 4.0

57 鏡地域振興課 協働の森づくり事業 120 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

58 鏡地域振興課 かがみ暮らし体験滞在施設管理 122 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0

59 土佐山地域振興課 夢産地とさやま開発公社公益目的事業補助 124 Ｂ Ｂ 14.0 5.0 3.0 3.0 3.0

60 春野地域振興課 △ 農業用タンク津波対策事業補助 126 Ａ Ａ 16.0 4.0 3.0 4.0 5.0

61 耕地課 機場整備（排水機場施設の更新等） 128 Ａ Ａ 18.0 5.0 5.0 3.0 5.0

62 耕地課 機場維持管理(排水機場) 130 Ａ Ａ 19.0 5.0 5.0 4.0 5.0

63 耕地課 防災土地改良浚渫事業 132 Ａ Ａ 17.0 4.0 5.0 4.0 4.0

農林水産部
(12)

こども未来部
(９)

環境部
(８)

商工観光部
(５)

2



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（部局順）

必要性 有効性 効率性 公平性

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

課　　　名
評　　価　　結　　果

部局長
評価

所属長
評価 総合点

事　務　事　業　名　称 頁部　局　名 №

64 公共建築課 市設建築物のバリアフリーの推進 134 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

65 公共建築課 市設建築物における県内産木材の利用促進 136 Ｂ Ａ 18.0 5.0 4.0 4.0 5.0

66 道路管理課 道路台帳整備事業 138 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

67 道路整備課 市単道路改良事業 140 Ａ Ａ 18.0 5.0 4.0 4.0 5.0

68 道路整備課 市単道路舗装事業 142 Ａ Ａ 18.0 5.0 4.0 4.0 5.0

69 道路整備課 二項道路整備事業 144 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

70 道路整備課 狭あい道路整備等促進事業 146 Ａ Ａ 16.0 4.0 3.0 4.0 5.0

71 道路整備課 通学路整備事業 148 Ａ Ａ 18.0 5.0 4.0 4.0 5.0

72 道路整備課 道路構造物保全対策事業 150 Ａ Ａ 17.0 4.0 4.0 4.0 5.0

73 河川水路課 ○ 河川水路浚渫事業 152 Ａ Ａ 19.0 5.0 4.0 5.0 5.0

74 河川水路課 排水機新設改良事業 154 Ａ Ａ 19.0 5.0 4.0 5.0 5.0

75 浄水課 基幹浄水場の適切かつ効率的な運転管理 156 Ａ Ａ 18.0 5.0 5.0 3.0 5.0

76 下水道施設管理課 ○ 長寿命化整備事業（汚水） 158 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

77 学校環境整備課 ○ 学級設備整備事業 160 Ａ Ａ 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

78 青少年・事務管理課 工石山青少年の家事業 162 Ａ Ａ 16.0 4.0 4.0 3.0 5.0

79 教育研究所 中核市研修（市立学校教職員研修） 164 Ａ Ａ 19.0 5.0 5.0 4.0 5.0

80 少年補導センター 児童生徒等自立支援教室 166 Ａ Ａ 18.0 5.0 5.0 5.0 3.0

81 高知商業高等学校 ＩＣＴ教育推進事業 168 Ａ Ａ 19.0 5.0 5.0 5.0 4.0

教育委員会
(５)

都市建設部
(11)

上下水道局
(２)

3



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（総合計画施策体系順）

部局長 所属長

39
保存樹木・保存樹林等の保
護

環境部
新エネルギー・環境
政策課

Ａ Ａ

52 防潮林管理事業 農林水産部 農林水産課 Ａ Ａ

53 保安林環境保全事業 農林水産部 農林水産課 Ａ Ａ

55 市有林造林事業 農林水産部 鏡地域振興課 Ａ Ａ

56 森林総合整備事業補助 農林水産部 鏡地域振興課 Ａ Ａ

57 協働の森づくり事業 農林水産部 鏡地域振興課 Ａ Ａ

2
豊かな自然とのふれ
あい

78 工石山青少年の家事業 教育委員会 青少年・事務管理課 Ａ Ａ

41 アスベスト発生対策事業 環境部 環境保全課 Ａ Ａ

76 ○ 長寿命化整備事業（汚水） 上下水道局 下水道施設管理課 Ａ Ａ

44 ゼロエミッション事業 環境部 清掃工場 Ａ Ａ

46 堆肥化推進事業 環境部 東部環境センター Ａ Ａ

42
不法投棄等の防止対策の推
進

環境部 廃棄物対策課 Ａ Ａ

43 ごみ収集車購入事業 環境部 環境業務課 Ａ Ａ

45 ○ 清掃工場整備事業 環境部 清掃工場 Ａ Ａ

7
環境にやさしい地球
温暖化対策の推進

40
省エネルギー機器導入事業
補助

環境部
新エネルギー・環境
政策課

Ａ Ａ

4
平和と人権が尊重さ
れ，男女が共に輝け
るまち

8
平和理念の普及と人
権尊重の社会づくり

3 △
「高知市平和の日」記念事
業

総務部 総務課 Ｂ Ｂ

10 □ まちづくり支援事業 市民協働部
地域コミュニティ推
進課

Ｃ Ｄ

11 ◇
地域コミュニティ再構築事
業

市民協働部
地域コミュニティ推
進課

Ｂ Ｂ

12
くらしの安全と安心を守る
活動支援事業

市民協働部
地域コミュニティ推
進課

Ａ Ａ

9 △ 自主防災組織育成強化事業 防災対策部 地域防災推進課 Ａ Ａ

17 福祉避難所整備事業 健康福祉部 健康福祉総務課 Ａ Ａ

3

5

6
廃棄物の適正処理に
よる環境負荷の低減

10
地域の絆を強める地
域コミュニティの活
性化

地域防災力の向上
（命をつなぐ対策の
推進）

11

豊かな自然に親し
み，自然と共生する
まち

環境負荷を低減し，
新エネルギーを活用
した地球にやさしい
まち

多様な主体が連携
し，市民と行政が協
働するまち

1

共
生
の
環

課　　　名
評価結果

大綱 政策 施策 № 事務事業名称 部　局　名

1
豊かな自然を育む緑
と水辺の保全

3
地球にやさしい環境
汚染の防止

5
循環型社会の形成の
推進

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

1

4



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（総合計画施策体系順）

部局長 所属長
課　　　名

評価結果
大綱 政策 施策 № 事務事業名称 部　局　名

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

27
高齢者の生きがいづくり促
進事業

健康福祉部 高齢者支援課 Ｂ Ｂ

28
高知市老人クラブ連合会補
助金

健康福祉部 高齢者支援課 Ｂ Ｂ

15
高齢者の地域生活支
援

29 住宅改造助成事業 健康福祉部 高齢者支援課 Ｂ Ｂ

22 ◇
自立支援医療（更生医療）
給付事業

健康福祉部 障がい福祉課 Ａ Ａ

23 ◇ 日常生活用具給付事業 健康福祉部 障がい福祉課 Ｂ Ｂ

24 ◇ 補装具給付事業 健康福祉部 障がい福祉課 Ａ Ａ

25 ◇
重度心身障害児・者医療費
助成事業

健康福祉部 障がい福祉課 Ａ Ａ

32 親子通園施設ひまわり園 こども未来部 子ども育成課 Ａ Ａ

77 ○ 学級設備整備事業 教育委員会 学校環境整備課 Ａ Ａ

26 ◇
在宅重度障害者移動支援事
業

健康福祉部 障がい福祉課 Ｂ Ｂ

64
市設建築物のバリアフリー
の推進

都市建設部 公共建築課 Ａ Ａ

18 ○ 急患センター運営事業 健康福祉部 地域保健課 Ａ Ａ

19 小児救急医療支援事業 健康福祉部 地域保健課 Ａ Ａ

20 保健所機能の充実強化 健康福祉部 地域保健課 Ａ Ａ

15 火葬炉点検整備 市民協働部 斎場 Ａ Ａ

21 食品安全推進事業 健康福祉部 生活食品課 Ａ Ａ

6

7

20
地域医療体制と健康
危機管理体制の確立

21
衛生的な生活環境づ
くりと動物愛護の推
進

14
生きがいづくりと介
護予防の推進

16
障がいのある人への
支援

17
障がいのある人の社
会参加の促進

住み慣れた地域で，
自分らしく暮らせる
まち

健康で安心して暮ら
せるまち

2

安
心
の
環

5



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（総合計画施策体系順）

部局長 所属長
課　　　名

評価結果
大綱 政策 施策 № 事務事業名称 部　局　名

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

33 病児保育事業 こども未来部 子ども育成課 Ａ Ａ

34 放課後子ども教室推進事業 こども未来部 子ども育成課 Ａ Ａ

35 助産施設措置事業 こども未来部 母子保健課 Ａ Ａ

36
利用者支援事業（母子保健
コーディネーター）

こども未来部 母子保健課 Ａ Ａ

37
体調不良児対応型病児保育
事業補助

こども未来部 保育幼稚園課 Ａ Ａ

38 ○ 養育支援訪問事業 こども未来部
子ども家庭支援セン
ター

Ａ Ａ

30 児童手当 こども未来部 子育て給付課 Ａ Ａ

31 児童扶養手当 こども未来部 子育て給付課 Ａ Ａ

79
中核市研修（市立学校教職
員研修）

教育委員会 教育研究所 Ａ Ａ

80 児童生徒等自立支援教室 教育委員会 少年補導センター Ａ Ａ

28 高等学校教育の充実 81 ＩＣＴ教育推進事業 教育委員会 高知商業高等学校 Ａ Ａ

13 スポーツ賞推進事業 市民協働部 スポーツ振興課 Ａ Ａ

14 体育施設改修事業 市民協働部 スポーツ振興課 Ａ Ａ

54
学校給食用食材生産支援事
業

農林水産部 農林水産課 Ｂ Ｂ

59
夢産地とさやま開発公社公
益目的事業補助

農林水産部 土佐山地域振興課 Ｂ Ｂ

61
機場整備（排水機場施設の
更新等）

農林水産部 耕地課 Ａ Ａ

62 機場維持管理(排水機場) 農林水産部 耕地課 Ａ Ａ

63 防災土地改良浚渫事業 農林水産部 耕地課 Ａ Ａ

34
山・川・海の恵みを
活かした林業・漁業
の振興

65
市設建築物における県内産
木材の利用促進

都市建設部 公共建築課 Ｂ Ａ

47 技能功労者表彰事業 商工観光部 産業政策課 Ａ Ａ

50 △
れんけいこうち伝統産業推
進事業

商工観光部 商工振興課 Ａ Ａ

48 高年齢者就業機会確保事業 商工観光部 産業政策課 Ａ Ａ

49 労働ニュースの発行 商工観光部 産業政策課 Ａ Ａ

8

9

10

11

33
大地の恵みを活かし
た農業の振興

35
地場企業の強みを活
かした産業の振興

39
いきいきと働ける環
境づくり

心と体の健やかな成
長への支援

24

25
生きる力を育む学校
教育の充実

30
ライフステージに応
じた生涯スポーツの
推進

23
子ども・子育て支援
の充実

子どもの安心・成
長・自立を支えるま
ち

いきいきと学び楽し
み，活躍できるまち

地域の豊かな資源を
活かし，活力ある産
業が発展するまち

にぎわいが創出さ
れ，いきいきと働け
るまち

3

育
み
の
環

4

地
産
の
環

6



Ⅲ　令和３年度　事務事業評価結果一覧（総合計画施策体系順）

部局長 所属長
課　　　名

評価結果
大綱 政策 施策 № 事務事業名称 部　局　名

□印：９月議会常任委員会での報告事業で意見があり，高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

△印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のあった事業

○印：９月議会常任委員会での報告事業で意見のなかった事業

◇印：高知市行政改革推進委員会で意見のあった事業

40
地域特性を活かし，
バランスの取れた都
市の形成

51
中心市街地活性化基本計画
推進事業

商工観光部 商工振興課 Ａ Ａ

66 道路台帳整備事業 都市建設部 道路管理課 Ａ Ａ

67 市単道路改良事業 都市建設部 道路整備課 Ａ Ａ

68 市単道路舗装事業 都市建設部 道路整備課 Ａ Ａ

69 二項道路整備事業 都市建設部 道路整備課 Ａ Ａ

70 狭あい道路整備等促進事業 都市建設部 道路整備課 Ａ Ａ

71 通学路整備事業 都市建設部 道路整備課 Ａ Ａ

72 道路構造物保全対策事業 都市建設部 道路整備課 Ａ Ａ

43
安全で安定した水道
水の供給

75
基幹浄水場の適切かつ効率
的な運転管理

上下水道局 浄水課 Ａ Ａ

60 △
農業用タンク津波対策事業
補助

農林水産部 春野地域振興課 Ａ Ａ

73 ○ 河川水路浚渫事業 都市建設部 河川水路課 Ａ Ａ

74 排水機新設改良事業 都市建設部 河川水路課 Ａ Ａ

48
復旧・復興体制の強
化

16 地籍調査事業 市民協働部 地籍調査課 Ａ Ａ

4 姉妹・友好都市交流事業 総務部 総務課 Ｂ Ｂ

5
外国青年国際交流員招致事
業

総務部 総務課 Ａ Ａ

52
新しい人の流れを生
み出す移住・定住の
促進

58
かがみ暮らし体験滞在施設
管理

農林水産部 鏡地域振興課 Ａ Ａ

1 個人情報保護推進事業 総務部 広聴広報課 Ａ Ａ

2 情報公開推進事業 総務部 広聴広報課 Ａ Ａ

6 一般研修（階層別研修） 総務部 人事課 Ａ Ａ

7 特別研修 総務部 人事課 Ａ Ａ

8 行政改革の推進 総務部 行政改革推進課 Ａ Ａ

53
市民から信頼される
行政改革・財政の健
全化

12

13

14

41
安全で円滑な交通体
系の整備

44 命を守る対策の推進

49
多様な交流・連携の
推進

6

自
立
の
環

便利で快適に暮らせ
るまち

災害に強く，安全に
暮らせるまち

多様な交流や，新た
な人の流れが生ま
れ，自立したまち

5

ま
ち
の
環

7



１　事業の位置付け

06

14

53

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

16.6，16.10

ＳＤＧｓローカル指標

市民から信頼される行政改革・財政の健全化

施
策
の
目
的

　行政組織の改善と人材育成や適切な広聴・広報の実施等に
より，効率的で信頼される行政運営を行うとともに，歳入確
保と歳出削減の取組を進め，計画的な財政運営により，持続
可能で健全な財政をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 58 59 81

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 18,952 19,179 26,159 24,262

(人) 2.30 2.10 2.90 2.90

 その他 (人) 1.00 1.70 3.00

②
概
算
人
件
費
等

4,980

 正規職員

正職員，会計年度任用職員で
業務に当たっている。

 正規職員 (千円) 16,790 15,540 21,170 20,590

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 18,913 19,179 26,150

2,123 3,639

2.00

28

3,640

 人役数 (人) 3.30 3.80 5.90 4.90

24,230

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 4 7 4

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 39 0 9

 県費 (千円)

32

 一般財源 (千円) 35 0 2

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ
保有個人情報の開示請求から15日以内
の開示決定，一部開示決定及び不開示
決定の実施率

目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
保有個人情報の開示請求から15日以内の開示決定，一部
開示決定及び不開示決定の実施率

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

保有個人情報の開示請求に係る処理日数（事務処理上の困難及びその他正当な理由が
ある場合を除く。）

ＳＤＧｓゴール 16

ＳＤＧｓターゲット

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

個人情報の適正な取扱いの確保並びに自己に関する情報の開示，訂正及び利用停止の請求権を保障することにより，個人の権利利益
を保護し，公正で民主的な市政の発展を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・個人情報の適正な取扱いの確保に向けた取組
・自己情報の開示等の請求への対応

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市民，審議会委員，高知市職員
事業開始年度 平成４年度

事業終了年度

高知市個人情報保護条例，同施行規則，高知市個人情報保護事務取扱要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 広聴広報課 所属長名 小新　貴士

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 個人情報保護推進事業
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明

8



５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　当事業は，高知市個人情報保護条例に基づき実施して
おり，その実施手法については，現状が望ましいものと
考える。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　当事業は，個人情報の適正な取扱いの確保並びに自己に関する情報の開示，訂正及び利用停止の請求権を保障す
ることにより，個人の権利利益を保護し，公正で民主的な市政の発展を図ることを目的としており，今後も事業が
必要とされていることから，継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，高知市個人情報保護条例に基づき実施して
おり，規定上，受益者及び受益者負担の偏りは生じてい
ない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　保有個人情報の開示請求から15日以内（事務処理上の
困難及びその他正当な理由がある場合を除く。）の開示
決定，一部開示決定及び不開示決定の実施については，
十分に達成している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　「個人情報保護推進事業」は，総合計画の施策「市民
から信頼される行政改革・財政の健全化」に位置付けら
れている。

　当事業の実施による効率的で信頼される行政運営は，
市民から常に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

9



１　事業の位置付け

06

14

53

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

16.6，16.10

ＳＤＧｓローカル指標

市民から信頼される行政改革・財政の健全化

施
策
の
目
的

　行政組織の改善と人材育成や適切な広聴・広報の実施等に
より，効率的で信頼される行政運営を行うとともに，歳入確
保と歳出削減の取組を進め，計画的な財政運営により，持続
可能で健全な財政をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 64 64 82

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 21,122 20,974 26,467 24,601

(人) 2.30 2.10 2.90 2.90

 その他 (人) 1.00 1.70 3.00

②
概
算
人
件
費
等

4,980

 正規職員

正職員，会計年度任用職員で
業務に当たっている。

 正規職員 (千円) 16,790 15,540 21,170 20,590

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 18,510 18,540 26,150

1,720 3,000

2.00

0

3,640

 人役数 (人) 3.30 3.80 5.90 4.90

24,230

事業費については，令和２年
度以降，会計年度任用職員の
給与費が除かれている。

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 400 517 317 371

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 2,612 2,434 317

 県費 (千円)

371

 一般財源 (千円) 2,212 1,917 0

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標 100％
評
価
指
標

Ａ
行政情報公開請求から15日以内の公開
決定，一部公開決定及び非公開決定の
実施率

目標 100％ 100％

Ｂ
市民閲覧用市政関連情報の最
新版への更新率

100％

Ｃ

100％ 100％

実績 100％ 100％ 100％

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
行政情報公開請求から15日以内の公開決定，一部公開決
定及び非公開決定の実施率

Ｂ 市民閲覧用市政関連情報の最新版への更新率

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

行政情報の公開請求に係る処理日数（事務処理上の困難及びその他正当な理由がある
場合を除く。）

市民閲覧用市政関連情報の更新の実施

ＳＤＧｓゴール 16

ＳＤＧｓターゲット

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

市民の知る権利を具体的に保障することにより，住民参加による開かれた市政を実現し，公正で民主的な市政の発展を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・市が保有する行政情報の公開
・情報提供施策の推進

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市民，審査会委員
事業開始年度 昭和62年度

事業終了年度

高知市行政情報公開条例，同施行規則，高知市行政情報公開事務取扱要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 広聴広報課 所属長名 小新　貴士

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 情報公開推進事業
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　当事業は，高知市行政情報公開条例に基づき実施して
おり，その実施手法については，現状が望ましいものと
考える。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　当事業は，市民の知る権利を具体的に保障することにより，住民参加による開かれた市政を実現し，公正で民主
的な市政の発展を図ることを目的としており，今後も事業が必要とされていることから，継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，高知市行政情報公開条例に基づき実施して
おり，規定上，受益者及び受益者負担の偏りは生じてい
ない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　行政情報公開請求から15日以内（事務処理上の困難及
びその他正当な理由がある場合を除く。）の公開決定，
一部公開決定及び非開示決定の実施については，十分に
達成している。
　また，市民閲覧用市政関連情報の更新についても，十
分に達成している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　「情報公開推進事業」は，総合計画の施策「市民から
信頼される行政改革・財政の健全化」に位置付けられて
いる。

　当事業の実施による効率的で信頼される行政運営は，
市民から常に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

04

08

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

-

ＳＤＧｓローカル指標

平和理念の普及と人権尊重の社会づくり

施
策
の
目
的

　平和を守り人権が尊重される社会の実現のため，人々の
日本国憲法に対する理解を深めるとともに，教育や啓発の
充実を図り，差別や偏見のない地域社会の確立をめざしま
す。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 24 27 21

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 8,019 8,934 6,802 8,220

(人) 0.74 0.87 0.91 1.02

 その他 (人) 0.30 0.30 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

課長・補佐：0.1*2人
係員：0.5+0.07+0.25

 正規職員 (千円) 5,402 6,438 6,643 7,242

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,176 8,227 6,643

1,774 1,789

0.00

978

0

 人役数 (人) 1.04 1.17 0.91 1.02

7,242

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 843 707 159

 県費 (千円)

978

 一般財源 (千円) 843 707 159

年１回開催 年１回開催

Ｄ
目標

実績

来場者数の維持
目標 延べ1,500人以上 延べ1,500人以上 延べ1,500人以上 延べ1,500人以上

実績 延べ1,522人 延べ1,631人 延べ閲覧者数2,824人

※評価指標Ｃについて
令和２年度はコロナ対策に
より，開催場所を自由民権
記念館から本庁舎に変更
し，Ｗｅｂ展示を同時開
催。延べ閲覧者数には，Ｗ
ｅｂ閲覧回数2,585回を延べ
人数として含む。

実績 年１回開催 年１回開催 年１回開催

目標 年１回開催
評
価
指
標

Ａ
「高知市平和の日」記念事業
を実施する

目標 年１回開催 年１回開催

Ｂ 高知市平和祈念式の開催
年１回開催

Ｃ

年１回開催 年１回開催

実績 年１回開催 年１回開催 年１回開催

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事業成果を評価する指標

Ａ 「高知市平和の日」記念事業を実施する

Ｂ 高知市平和祈念式の開催

Ｃ 来場者数の維持

Ｄ

指標設定の考え方

年１回，８月６日～15日に関連事業を含めて実施するもの。

年１回，７月４日に開催するもの。

延べ来場者数1,500人を目指すもの。

ＳＤＧｓゴール 16

ＳＤＧｓターゲット

-

意図
どのような状態
にしていくのか

戦争の悲惨さや平和の尊さを市民に正しく伝え，市民一人ひとりに平和を守ることの大切さを考える機会とするとともに，平和
思想の普及啓発に努める。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・市民参加による実行委員会方式で企画・運営する，企画資料展及び高知空襲展，平和祈念講演，平和作品展，平和フィールド
ワーク等の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 全市民
事業開始年度 平成元年度

事業終了年度

「高知市平和の日」制定についての決議（平成元年３月27日）

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 平和と人権が尊重され，男女が共に輝けるまち

施策

所管部署 総務課 所属長名 内川　勇介

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 「高知市平和の日」記念事業
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会
　鏡・土佐山合併後，両地域で採水した鏡川の水を「平和祈念の碑」へ献水しているが，これは良い取組であり今後も続けていただきたい。
　記念事業への中・高校生の参加，テーマ・企画等への子どもたちの意見の反映，ＳＮＳ等を活用した事業内容の発信等，若い世代へ平和思想を継承
していく方法を検討していただきたい。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

事業実施に当たり，参加人数に限りがあるものや，テー
マに興味のある市民しか参加しないため，新たな分野で
活躍する層や年代への掘り起こしが必要であり，そのた
めに実行委員の多様化や事業実施手法について検討する
必要がある。

非核宣言自治体協議会の事業を活用するなど，類似事業
との統合・連携が図れている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

14.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

戦争の悲惨さや平和の尊さを市民に正しく伝え，平和思想を継承していくためには，本事業を継続し，若い世代
へと語り継いでいくことが大切である。そのために実施する手法として若い世代にも興味・関心を持ってもら
い，会場へと足を運んでもらえるような魅力ある取組を検討していく必要がある。

○  B 改善を検討し，事業継続

事業の実施に関しては，高知市広報，公式ホームペー
ジ，町内会・小中学校全校生徒へのチラシ配布等，広く
周知を行っており，極めて公平性は高いと考える。

事業の財源は一般財源のみであるが，活用できる平和関
連団体の事業等も利用しながら実施している。また，事
業の内容によっては受益者負担を検討する余地はある。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

C

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

年１回の開催・実施は，令和２年度のコロナによる影響
を受けつつも，おおむね達成し，内容についても事業の
開催趣旨に合ったものを実施検討できていると考える。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

事業を実施することで，平和理念の普及と人権尊重の社
会づくりへと直結するものであり，参加した市民による
満足度も高い。

実行委員会との協働で実施することから，市民ニーズを
反映できていると考える。また，事業の継続を求める声
も多い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

平和思想の普及啓発に当たっては，数値で測ることが難しく，「高知市平和の日」記念事業の開催時に実施する来場者アンケート等による満足度や意見
を参考に，今後の事業実施へと生かすようにしている。
事業に参加した方からの満足度は高いが，事業の周知に対して，参加へとつながる割合が低いことが課題と考える。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次 平均
点数 評価内容の説明
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１　事業の位置付け

06

14

49

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

17.17

ＳＤＧｓローカル指標

多様な交流・連携の推進

施
策
の
目
的

　行政相互間や大学，企業等との連携・協力により効果的な
施策を展開することで，地域経済の活性化や豊かな地域社会
の実現をめざします。
　これまで継続してきた姉妹・友好都市交流に加えて，外国
人住民へのさまざまな支援や，地域における多文化共生の推
進をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 71 104 72

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 23,273 33,922 23,383 18,785

(人) 0.65 0.85 0.53 0.34

 その他 (人) 1.90 2.00 1.60

②
概
算
人
件
費
等

19,438

 正規職員

 正規職員 (千円) 4,745 6,290 3,869 2,414

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 23,039 31,811 23,307

18,294 25,521

0.70

7,446

8,925

 人役数 (人) 2.55 2.85 2.13 1.04

11,339

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 234 2,111 76

 県費 (千円)

7,446

 一般財源 (千円) 234 2,111 76

1回 1回

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 1回 1回 1回

目標 -
評
価
指
標

Ａ 委員会総会の開催
目標 1回 1回

Ｂ 周年事業の実施
1周年事業

Ｃ

1周年事業 1周年事業

実績 - 1周年事業 1周年事業

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 委員会総会の開催

Ｂ 周年事業の実施

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年１回，総会を開催し，姉妹・友好都市との交流事業について計画・報告を行うも
の。
Ｒ３年度，Ｒ４年度にそれぞれ周年事業（北見35周年・スラバヤ25周年）を１つ実施
する。※Ｒ５年度は該当都市なし。

ＳＤＧｓゴール 17

ＳＤＧｓターゲット

-

意図
どのような状態
にしていくのか

姉妹・友好都市交流を通して，異文化への理解を促進する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・姉妹・友好都市との友好関係を支える各姉妹･友好都市委員会の活動に対する支援

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 全市民
事業開始年度 昭和40年度

事業終了年度

高知市姉妹・友好都市交流事業費補助金交付要綱

盟約書（協定書）等

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 総務課 所属長名 内川　勇介

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 姉妹・友好都市交流事業
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

姉妹・友好都市委員会の会員数の減少や高齢化が見られ
るため，会員活動に関する取組を強化する必要がある。

周年事業だけでなく，恒常的な交流や経済効果へとつな
がる交流を構築していく必要がある。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

15.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

姉妹・友好都市交流には，相手都市との連携が必要であり，関係性も大きく影響するものであるため，両都市間で
の調整を図りながら，より多くの方に姉妹・友好都市交流に関わってもらえるよう努める必要がある。そのために
も，姉妹・友好都市委員会の会員の増加や活発な活動に向けて支援をしていきたい。

○  B 改善を検討し，事業継続

姉妹・友好都市委員会では会報誌を発行し，会員への情
報発信を行っている。また，交流の場への案内を行うな
ど，受益者負担は適正と考える。

補助金については，姉妹・友好都市委員会の活動に係る
事業経費の半額は会費収入から充て，残りの事業経費に
対して予算額内での交付を行うこととしている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

成果指標は達成しているが，さらに多くの市民への広が
りを持たせるよう取組を進めていきたい。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

姉妹・友好都市交流事業を実施することによって，多様
な交流・連携の推進へとつながる機会を創出できると考
える。

周年事業に比重が偏る傾向があるため，周年事業以外に
も恒常的に友好を深めていく取組が必要である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大につき，地域間を往来しての交流ができなくなったが，オンラインでの交流を実施するなど，新たな交流へと発展
させることができた。今後は，コロナ対策を講じつつ，さらに交流人口を拡大させる取組を展開し，ポストコロナに向け幅広い交流へとつなげていくこと
が課題である。
また，国際交流は，両市間の関係だけでなく，両国間の関係性に影響を受けやすく，それまで構築してきた友好関係が突然，国家間の関係悪化により途絶
えてしまったり，国勢によって急速な動きをみせたりするため，計画どおりに進めることが難しい面もある。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

06

14

49

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

17.17

ＳＤＧｓローカル指標

多様な交流・連携の推進

施
策
の
目
的

　行政相互間や大学，企業等との連携・協力により効果的な
施策を展開することで，地域経済の活性化や豊かな地域社会
の実現をめざします。
　これまで継続してきた姉妹・友好都市交流に加えて，外国
人住民へのさまざまな支援や，地域における多文化共生の推
進をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 110 95 102

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 36,175 31,078 32,945 46,865

(人) 0.52 0.22 0.22 0.30

 その他 (人) 1.50 1.30 1.40

②
概
算
人
件
費
等

17,009

 正規職員

 正規職員 (千円) 3,796 1,628 1,606 2,130

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 21,381 16,083 18,615

17,585 14,455

2.20

16,685

28,050

 人役数 (人) 2.02 1.52 1.62 2.50

30,180

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 14,794 14,995 14,330

 県費 (千円)

16,685

 一般財源 (千円) 14,794 14,995 14,330

20回以上 20回以上

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 65回 138回 34回

目標 25件以上
評
価
指
標

Ａ 異文化理解講座等の実施
目標 20回以上 20回以上

Ｂ 翻訳・通訳の実施
25件以上

Ｃ

25件以上 25件以上

実績 41件 93件 32件

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 異文化理解講座等の実施

Ｂ 翻訳・通訳の実施

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年間20回以上，異文化理解講座を行うもの（出前講座を含む）

年間25件以上，翻訳・通訳依頼に対応する。

ＳＤＧｓゴール 17

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

市民レベルでの国際化推進

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・姉妹・友好都市交流等に関する連絡調整・翻訳・通訳業務
・異文化理解講座等の実施
・行政情報の多言語対応への協力
・多文化共生推進への取組

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 全市民
事業開始年度 平成５年度

事業終了年度

高知市招致外国青年就業要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 総務課 所属長名 内川　勇介

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 外国青年国際交流員招致事業
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

出前講座をはじめ講師派遣においては，地域や学校，各
種団体等からの依頼に基づく業務が主となるため，派遣
用務と並行しながら自発的な取組も検討していきたい。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

以前までは外国人観光客誘致等に向けた取組が多かったが，コロナ禍ということもあり，生活者として地域に暮ら
す外国人住民に対する行政サービスを提供する機会が増えている。今後はさらに外国人労働者の増加が見込まれる
ため，より多文化共生の推進に向けた取組を展開する必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

翻訳・通訳等の範囲は行政に関わるものに限定し，営利
につながるものや個人的な依頼は受けていない。

派遣等に係る交通費等については，原則依頼元が負担す
ることとしている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

成果指標を達成するとともに，国際交流員の取組につい
て多くの方に知ってもらい，さらに活動内容や範囲も広
がっている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

国際交流員によって情報の多言語化対応や外国人住民に
対する理解を深める取組が実施でき，外国人住民へのさ
まざまな支援や多文化共生の推進につながると考える。

技能実習生や外国人労働者など，生活者としての外国人
は増加傾向にあり，多文化共生の推進に向け市民ニーズ
の急増が見込まれる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

新型コロナウイルスの感染拡大により，対面方式での講座開催等が難しくなり，ＳＮＳを活用して動画配信を行うなど，より広く情報を発信することがで
きるようになった。さらに，動画配信によって，国際交流員の存在や活動内容を広く知ってもらえたことで，活躍の機会の増加へとつながった。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

06

14

53

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

市民から信頼される行政改革・財政の健全化

施
策
の
目
的

　行政組織の改善と人材育成や適切な広聴・広報の実施等に
より，効率的で信頼される行政運営を行うとともに，歳入確
保と歳出削減の取組を進め，計画的な財政運営により，持続
可能で健全な財政をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 10 10 9

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 3,217 3,266 2,999 2,940

(人) 0.30 0.30 0.30 0.30

 その他 (人) 0.30 0.30 0.30

②
概
算
人
件
費
等

688

 正規職員

正職員２人，会計年度任用職
員２人で業務に当たっている

 正規職員 (千円) 2,190 2,220 2,190 2,130

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 2,878 2,908 2,878

688 688

0.30

122

688

 人役数 (人) 0.60 0.60 0.60 0.60

2,818

事業費予算・決算額

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 143 0 67 0

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 339 358 121

 県費 (千円)

122

 一般財源 (千円) 196 358 54

各１回 各１回

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 各１回 各１回 各１回

目標 各１回
評
価
指
標

Ａ

新規採用，採用２年目，採用５年目，採用
10年目，採用15年目，新任係長，新任課長
補佐，新任課長の階層別研修をこうち人づ
くり広域連合と連携して実施

目標 各１回 各１回

Ｂ
新規採用時，再任用時の階層
別研修の実施

各１回

Ｃ

各１回 各１回

実績 各１回 各１回 各１回

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
新規採用，採用２年目，採用５年目，採用10年目，採用15年目，新任係長，新任課長補
佐，新任課長の階層別研修をこうち人づくり広域連合と連携して実施

Ｂ 新規採用時，再任用時の階層別研修の実施

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

適切に実施するもの

適切に実施するもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

各階層に求められる役割を果たすために必要な基礎的，共通的な知識，技能，態度を習得させる。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・採用年次や役職等に応じた階層別研修の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市職員
事業開始年度 平成15年度

事業終了年度

人材育成基本方針・高知市職員研修規程

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 人事課 所属長名 和田　典子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 一般研修（階層別研修）
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　一般研修（階層別研修）の大部分は，こうち人づくり
広域連合が研修の実施主体であるが，本市固有の課題等
にも対応するため，本市独自で研修も実施しており，広
域連合と連携して，効率的で効果的な研修体系を構築し
ている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　研修は，人材戦略の重要な柱の一つであり，「めざす職員像」の実現のために，職員の能力開発やキャリア形成
を支援する研修体系を構築し，各年度の研修計画を着実に実施していくことが重要である。
　今後も，各階層に求められる役割を果たすために必要な基礎的，共通的な知識，技能，態度を習得させることを
目的に，こうち人づくり広域連合と密に連携をとりながら「階層別研修」を実施していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　市職員の研修に係る事業であり，事業実施の公平性や
受益者負担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　評価指標Ａ，Ｂともに，目標を達成しており，今後
も，引き続き成果指標の達成に向けて，着実に事業を実
施していく。
　研修が義務的学習の場や，一過性の刺激提供の場とな
らないよう，研修計画と実施成果を検証し，改善してい
くことで，今後も魅力的な研修を継続して提供し，職員
の能力開発や意欲的な自己成長を支援していく必要があ
る。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　高知市総合計画を下支えするための人材戦略として，
「高知市人材育成基本方針」を定めており，総合計画の
実現に向けて，職場・人事管理・研修の総合的な人材育
成に取り組んでいる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

06

14

53

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

市民から信頼される行政改革・財政の健全化

施
策
の
目
的

　行政組織の改善と人材育成や適切な広聴・広報の実施等に
より，効率的で信頼される行政運営を行うとともに，歳入確
保と歳出削減の取組を進め，計画的な財政運営により，持続
可能で健全な財政をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 18 19 18

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 5,812 6,139 5,766 6,091

(人) 0.60 0.60 0.60 0.60

 その他 (人) 0.60 0.60 0.60

②
概
算
人
件
費
等

1,375

 正規職員

正職員２人，会計年度任用職
員２人で業務に当たっている

 正規職員 (千円) 4,380 4,440 4,380 4,260

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 5,755 5,815 5,755

1,375 1,375

0.60

456

1,375

 人役数 (人) 1.20 1.20 1.20 1.20

5,635

事業費予算・決算額

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 24 0 6 0

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 57 324 11

 県費 (千円)

456

 一般財源 (千円) 33 324 5

20件 20件

Ｄ
目標

実績

職場人権研修の推進員を対象
とした研修の実施

目標 １回 １回 １回 １回

実績 １回 １回 １回

実績 20件 20件 20件

目標 12件
評
価
指
標

Ａ
職員の能力向上・開発のための研
修を，こうち人づくり広域連合と
連携して実施する回数

目標 20件 20件

Ｂ
高知市独自の課題のための研
修の実施

12件

Ｃ

12件 12件

実績 12件 12件 12件

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
職員の能力向上・開発のための研修を，こうち人づくり
広域連合と連携して実施する回数

Ｂ 高知市独自の課題のための研修の実施

Ｃ 職場人権研修の推進員を対象とした研修の実施

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

適切に実施するもの

適切に実施するもの

年１回適切に実施するもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

本市独自の課題への対応や実務能力，マネジメント能力の向上を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・能力向上・開発のための研修実施
・高知市独自の課題のための研修実施
・管理監督職の能力向上のための研修実施
・人権研修推進員研修の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市職員
事業開始年度

事業終了年度

人材育成基本方針・高知市職員研修規程

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 人事課 所属長名 和田　典子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 特別研修
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　時代の変化や多様化する行政ニーズに対応した能力向
上を目的に，行政の各分野で必要とされる，法律や実務
の基礎的又は専門的知識等の習得をする研修など，数多
くの研修メニューを広域連合と実施している。
　今後も，本市独自の課題や多様化する行政ニーズに対
応する研修を実施するとともに，職員のキャリア形成支
援のため，ニーズにあった研修科目を検討するなど広域
連合と連携を密に取りながら，様々な特別研修を積極的
に実施していく。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　研修は，人材戦略の重要な柱の一つであり，「目指す職員像」の実現のために，職員の能力開発やキャリア形成
を支援する研修体系を構築し，各年度の研修計画を着実に実施していくことが重要である。
　今後も，引き続き時代の変化等に対応し，職員と組織がともに成長できる研修内容となるよう検討を加えなが
ら，その充実に努めていく。

 B 改善を検討し，事業継続

　市職員の研修に係る事業であり，事業実施の公平性や
受益者負担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　評価指標Ａ，Ｂ，Ｃともに，目標を達成しており，今
後も，引き続き成果指標の達成に向けて，着実に事業を
実施していく。
　研修が義務的学習の場や，一過性の刺激提供の場とな
らないよう，研修計画と実施成果を検証し，改善してい
くことで，今後も魅力的な研修を継続して提供し，職員
の能力開発や意欲的な自己成長を支援していく必要があ
る。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　高知市総合計画を下支えするための人材戦略として，
「高知市人材育成基本方針」を定めており，総合計画の
実現に向けて，職場・人事管理・研修の総合的な人材育
成に取り組んでいる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

06

14

53

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

谷脇　由人

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 行政改革の推進
所管部局 総務部 部局長名 橋本　和明

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 行政改革推進課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

より効率的で信頼される行政運営を実現する

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・行政改革実施計画に掲げる重点目標，重点的な取組及び取組項目の推進
・行政評価推進方針に基づく行政評価の適切な実施
・適正な定数管理の下での簡素で効率的な組織体制づくりの推進

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市の各課及び高知市に関係する団体
事業開始年度 －

事業終了年度

高知市行政改革大綱，行政改革第３次実施計画，高知市職員定数管理計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 高知市職員定数管理計画に基づく適切な定数管理

Ｂ
行政改革実施計画に登載されている取組の年度指標達成
率

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

高知市職員定数管理計画に基づく適切な職員定数の配置を実施するもの

指標の８割以上を達成した取組数÷年度指標設定取組数

ＳＤＧｓゴール 11，17

ＳＤＧｓターゲット

実績 2,819人 2,803人 2,820人

目標 100％
評
価
指
標

Ａ
高知市職員定数管理計画に基
づく適切な定数管理

目標 2,854人 2,854人

Ｂ
行政改革実施計画に登載され
ている取組の年度指標達成率

100％

Ｃ

100％ 100％

実績 82.2％ 94.8％ 81.5％

2,854人
高知市職員定数管理計画に基づく
職員定数の計画値

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 219 1,121 146

 県費 (千円)

288

0

 一般財源 (千円) 219 1,121 146

行政改革推進課の事務費の額
としている。
令和元年度は2011高知市総
合計画後期基本計画策定支援
に係る講師招へい費用を含
む。

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円) 0

288

2,000

 人役数 (人) 6.00 5.00 5.00 6.00

37,500

令和２年度は正職員４人，会
計年度任用職員１人で業務に
当たった。

 正規職員 (千円) 36,500 29,600 29,200 35,500

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 38,000 31,100 31,200

1,500 1,500

1.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 38,219 32,221 31,346 37,788

(人) 5.00 4.00 4.00 5.00

 その他 (人) 1.00 1.00 1.00

②
概
算
人
件
費
等

2,000

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 116 99 97

市民から信頼される行政改革・財政の健全化

施
策
の
目
的

　行政組織の改善と人材育成や適切な広聴・広報の実施等に
より，効率的で信頼される行政運営を行うとともに，歳入確
保と歳出削減の取組を進め，計画的な財政運営により，持続
可能で健全な財政をめざします。

法定受託事務

11.3，17.14，17.17

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　行政改革実施計画の推進に係る個々の取組は各所属が行うものであり，事業の成果は各所属の取組を総合した結果であることから，当課の取組が成果に
直結するものではない。
　行政改革の推進に当たっては，市民満足度として数値で表現しにくいものであるため，多様な職種の市民から選出された行政改革推進委員や市議会に取
組や進捗状況を適宜報告し，いただいた意見を踏まえて施策を推進していく。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　「行政改革の推進」は，総合計画の施策「市民から信
頼される行政改革・財政の健全化」に位置付けられてい
る。

　当事業の実施による効率的で信頼される行政運営は，
市民から常に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　行政改革実施計画に登載されている取組の年度指標達
成率おおむね順調である。
　また，職員定数については，計画に基づき，条例定数
の範囲内での定数配分を実施している。

　行政改革の取組状況については，毎年度，高知市行政
改革推進委員会及び市議会に報告し，御意見を踏まえて
内容の見直し等を行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　時代の変化とニーズに即した質の高い行政サービスを提供するためには，行政活動の効率化と市民からの信頼を
高めることが不可欠であり，今後も行政改革を推進していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，主に内部事務管理に係る事業であり，受益
者及び受益者負担の偏りは生じていない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　行政改革の各取組は，行政改革第３次実施計画（計画
期間：令和元～２年度）に基づき実施しており，実施手
法等については現状が望ましいものと考える。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

05

11

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

松岡　宏輔

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 自主防災組織育成強化事業
所管部局 防災対策部 部局長名 有澤　聡

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

災害対策基本法

高知県地域防災対策総合補助金交付要綱

政策 多様な主体が連携し，市民と行政が協働するまち

施策

所管部署 地域防災推進課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

育成及び活動活性化を図り，災害に強いまちづくりを行う

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・自主防災組織による，資機材購入，防災訓練・学習会の実施，防災マップの作成等に係る費用に対する補助
・自主防災組織連合会による，資機材購入，防災訓練・学習会，会議の実施，防災マップの作成等に係る費用に対する補助
・高知市自主防災組織連絡協議会への運営支援
・自主防災連合会等と連携した震災時初動対応の普及啓発

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 自主防災組織
事業開始年度 平成10年度

事業終了年度

高知市自主防災組織等育成強化事業費補助金交付要綱

高知市地域防災計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 自主防災組織団体の補助金利用率

Ｂ 活動している自主防災組織数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

全団体が補助金活用することはないため，100％でなく，毎年継続して一定数の団体が
活用することを目指すもの

毎年度30団体の増を目指すもの

ＳＤＧｓゴール 11　17

ＳＤＧｓターゲット

令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により実績
が低下している。

「活動している自主防災組織
数」の令和３年度の目標値に
ついて，令和元年度の実績を
もとに30団体増加を目指し，
400団体としている。

実績 26.4％ 24.9％ 12.0％

目標 420団体
評
価
指
標

Ａ
自主防災組織団体の補助金利
用率

目標 35％ 35％

Ｂ 活動している自主防災組織数
450団体

Ｃ

450団体 400団体

実績 346団体 371団体 311団体

35％ 35％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 20,645 22,698 11,784

 県費 (千円) 10,322 11,347 5,892 14,000

28,000

 一般財源 (千円) 10,323 11,351 5,892

令和３年度は予算額

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

14,000

300

 人役数 (人) 2.50 2.50 2.50 2.50

16,630

正職員（担当）４人，会計年
度任用職員１人で業務に当
たっている。

 正規職員 (千円) 16,790 17,020 16,790 16,330

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 17,090 17,320 17,090

300 300

0.20

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 37,735 40,018 28,874 44,630

(人) 2.30 2.30 2.30 2.30

 その他 (人) 0.20 0.20 0.20

②
概
算
人
件
費
等

300

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 115 123 89

地域防災力の向上（命をつなぐ対策の推進）

施
策
の
目
的

　大規模災害からの避難者が，緊急避難場所から速やかに避
難所に移れ，復旧までの間，安全・安心な生活が送れるよう
に取り組むとともに，自主防災組織等への活動支援などを通
じて，自助・共助による防災活動を推進します。

法定受託事務

11.5　11.c　17.17

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　補助金利用率及び活動している自主防災組織数について，令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，参加者を募って活動を実施することが
困難であったため，いずれも実績数が低下している。しかしながら，多くの自主防災組織が，役員会等において現状で可能な活動や感染症収束後の取組を
検討するなど可能な限りの活動を行った。

　また，令和元年度高知市民意識調査では，居住区域における自主防災組織の有無の認知率があまり高くないという結果が得られている。市民満足度の向
上のためには，市民が現在の活動状況を認知した上で，活動内容についての関心を高めることが必要であるため，自主防災組織の活動についての市民への
周知が課題となっている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　当事業は2011高知市総合計画後期基本計画の施策11に
位置付けられている。施策の目的には「自主防災組織等
への活動支援などを通じて，自助・共助による防災活動
を推進します。」とあり，当事業は目標達成に結び付
く。

　災害に備えた自助・共助の強化には自主防災組織の存
在が不可欠であり，自主防災組織の活動活性化は常に必
要であるが，自主防災組織自体の認知率が低く，市民か
らの需要としては横ばいである。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

C

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　事業の成果指標の達成状況は，新型コロナウイルス感
染症の影響により活動を自粛する自主防災組織が増加し
たこともあり，あまり順調ではない。

　支援内容については，自主防災組織連絡協議会等を通
じて得られる自主防災組織の意見を踏まえながら，見直
しを行っている。
　また，支援の一環として，「自主防災組織　防災活動
の手引き」を作成し，全自主防災組織へ配付した。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続 　大規模災害等に対応するためには自助の意識や共助の取組が重要であり，自助・共助を強化するためには自主防
災組織の活動活性化が不可欠である。
　今後も，自主防災組織の活動率向上を目指し，各自主防災組織や連合組織と連携した防災訓練や講習会を行うと
ともに，関係機関と連携し，未結成地域の自主防災組織結成に向けた取組を継続する。また，ホームページやあか
るいまち等の広報により，自主防災組織の認知率の向上を図る。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は市内全域の自主防災組織を対象としており，
受益者の偏りは生じていない。

　補助金の対象経費についても各自主防災組織の意見を
踏まえて見直し・検討を行っており，妥当である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会
　自主防災組織の高齢化が進んでおり，担い手不足による後継者の確保の課題等があることから，今後も活動への支援を継続すること。
　現在，自主防災組織とともに取り組んでいる，感染症に対応した避難所運営マニュアルの改訂を進めること。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　自主防災組織の活動活性化のためには，財政支援及び
各組織の活動に係る情報共有が必須であることから，実
施手法については現状が望ましいものと考える。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

05

10

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

17.17

ＳＤＧｓローカル指標

地域の絆を強める地域コミュニティの活性化

施
策
の
目
的

　地域住民の支え合いの仕組みづくりを進めるとともに，
地域や社会で活躍できる人材の育成などを通じて，地域コ
ミュニティを核としたまちづくりをめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 88 90 89

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 28,869 29,350 28,842 24,360

(人) 3.90 3.90 3.90 3.40

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

課長  0.05人役
課長補佐　0.05人役
係長　0.3人役
担当　3.5人役(令和３年度
のみ3.0人役)

 正規職員 (千円) 28,470 28,860 28,470 24,140

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 28,470 28,860 28,470

220

 人役数 (人) 3.90 3.90 3.90 3.40

24,140

市民会議事務費

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 399 490 372

 県費 (千円)

220

 一般財源 (千円) 399 490 372

5,900人 5,100人

Ｄ
目標

実績

目標

実績

令和２年度はコロナ禍によ
る地域イベントの中止等の
影響で大幅に減少

実績 4,742人 4,379人 1,501人

目標
評
価
指
標

Ａ
市民会議の定例会及び活動へ
の参加人数

目標 5,900人 5,900人

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 市民会議の定例会及び活動への参加人数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

平成28年度～令和元年度平均（5,075人）程度を維持するもの

ＳＤＧｓゴール 17

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

各地区のまちづくりが，それぞれのコミュニティ計画に基づき市民と行政の協働によって進められている。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

コミュニティ計画を実践するために市民が主体となって組織した，コミュニティ計画推進市民会議のまちづくり活動に対する
支援

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民，各地区のコミュニティ計画推進市民会議
事業開始年度 平成８年度

事業終了年度

高知市市民と行政のパートナーシップによるまちづくり条例

コミュニティ計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な主体が連携し，市民と行政が協働するまち

施策

所管部署 地域コミュニティ推進課 所属長名 中山　誠司

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 まちづくり支援事業
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

○ D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会
　再構築事業を進めていくに当たり，市民会議の目的と役割について検討していく必要がある。新たなコミュニティを形成すると
いう方向性も示されているので，１％の財源を有効に活用し取り組んでほしい。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B
事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当
か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

市民会議の成立ち・現状に鑑みれば，その活動を維持
するための事務局機能の維持は必要である。

地域コミュニティの再構築事業により地域内連携協議
会による新たなコミュニティ計画の策定を進めること
で，本事業の発展的な見直しが可能であると考える。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

○  C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　地域内連携協議会への発展的解消に当たっては，地域の方の御意見を積極的に取り入れながら，コミュニティ計画推進市民会議
への支援も継続して行ってほしい。

総
合
点

10.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続
これまで本市の地域コミュニティによるまちづくり活動の基盤となっていたのは市民会議の活動である。そ
の観点から，市民会議は，地域コミュニティの再構築事業で進めている地域内連携協議会の設立において，
その核になる存在であると考える。したがって，本事業については，「市民会議は，その役割を地域内連携
協議会にシフトさせ発展的に解消していく」という基本的な方向性の下での見直しを適宜進めていきたい。

 B 改善を検討し，事業継続

市民会議の存在やその活動については地域によって差
があるが，その差は，地域住民の取組によるものであ
り，公平性に問題はない。

また，事業経費についても，市が事務局を担う上での
最小限の必要経費と人件費であり，おおむね適正であ
る。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りが
なく公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

C
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能
性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

C

1.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

市民会議の活動への参加者は固定化・減少傾向にあ
る。

市民会議の活動の活性化には，活動の根拠となるコ
ミュニティ計画の見直し等が必要である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
1.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

C
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

C

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

市民と行政の協働の観点からも，地域コミュニティを
核とするまちづくりを進めるためにその活動を支援す
ることは必要である。

市民会議の活動は，全体的には減退傾向にあり，活動
を継続する上では事務局機能が必要である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長
マニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）
の傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

・市民会議によるコミュニティ計画の実施により，市民と行政の協働によるまちづくりの基盤ができた。
・一方で，計画登載の大半の事業が終了し，活動の固定化，参加者の減少等により活動が停滞・休止してしまった地域もある。
・また，コミュニティ計画がなく市民会議が組織されていない地域もある。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

05

10

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

中山　誠司

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 地域コミュニティ再構築事業
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な主体が連携し，市民と行政が協働するまち

施策

所管部署 地域コミュニティ推進課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

地域内で活動する各種団体等が互いにその情報を共有し，連携して地域課題の解決を図りながら個性を活かしたまちづくりを
行っている状態

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・地域内連携協議会の設立・運営・新たなコミュニティ計画策定に向けた活動への支援の実施及び全体交流会の開催
・地域活動の担い手の確保・育成につなげていくために，地域活動実践ゼミナールを開催

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に おおむね小学校区を範囲とする地域
事業開始年度 平成22年度

事業終了年度

高知市市民と行政のパートナーシップによるまちづくり条例，高知市地域内連携協議会認定要綱，
高知市地域内連携協議会運営費補助金交付要綱，高知市地域内連携協議会活動費補助金交付要綱

コミュニティ計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

Ａ 地域内連携協議会の認定数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

令和10年度に41地域での設立を目指すもの

ＳＤＧｓゴール 17

ＳＤＧｓターゲット

数値はいずれも累積値

実績 23組織 27組織 28組織

目標
評
価
指
標

Ａ 地域内連携協議会の認定数
目標 25組織 27組織

Ｂ

Ｃ

実績

28組織 30組織

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 6,955 8,478 5,103

 県費 (千円)

10,440

 一般財源 (千円) 6,955 8,478 5,103

認定団体に対する運営費及
び事業費補助

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

10,440

 人役数 (人) 3.90 3.90 3.90 3.40

24,140

課長  0.05人役
課長補佐　0.05人役
係長　0.3人役
担当　3.5人役(令和３年度
のみ3.0人役）

 正規職員 (千円) 28,470 28,860 28,470 24,140

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 28,470 28,860 28,470

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 35,425 37,338 33,573 34,580

(人) 3.90 3.90 3.90 3.40

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 108 115 104

地域の絆を強める地域コミュニティの活性化

施
策
の
目
的

　地域住民の支え合いの仕組みづくりを進めるとともに，
地域や社会で活躍できる人材の育成などを通じて，地域コ
ミュニティを核としたまちづくりをめざします。

法定受託事務

17.17

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

・新たなコミュニティ計画の策定・推進等によって新しい活動が生まれ，担い手の育成や団体間の連携の広がりも見られる。
・地域内連携協議会が発展（親交期から自立期へ）していくために，地域への行政の支援の在り方（地域活動応援隊を含む）を検討する必要があ
る。
・地域内連携協議会の組織構成や活動範囲等については，地域ごとの特性に応じた対応が必要である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

地域コミュニティを核とするまちづくりを進めるため
には，地域コミュニティの活動を持続可能なものとす
ることが必要である。

地域内連携協議会の必要性に理解を示してくれる地域
がある一方，現時点では単体の団体で事業が行えてい
る，担い手不足や活動範囲の縮小を地域課題と捉えて
いない，団体毎の活動範囲が異なるため地域分けが明
確にできないなどの理由から，設立に消極的な地域も
ある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長
マニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）
の傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

地域内連携協議会の認定数についてはおおむね目標を
達成している。
一方で，今後の未設立地域での取組においては，各地
域の状況に応じて，地域課題を解決するための地域の
自治連合組織等を地域内連携協議会と同様の組織とし
て，認定・支援していくことも検討する必要がある。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能
性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　地域内連携協議会の活動においては，若者，学生，地域外の方などの第三者の視点も入れながら取り組んでもらいたい。また，
地域活動実践ゼミナールも第三者の視点を得る機会と捉え，地域内の高等教育機関の有識者に依頼するといった取組をされるとよ
い。

総
合
点

15.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続 令和２年度末時点で，41小学校区のうち29小学校区（28地域）で地域内連携協議会が設立された。
地域内連携協議会を主体とした新たなコミュニティ計画の策定及び当該計画に基づく活動を推進する地域も
出てきている。
地域での主体的な住民自治活動の継続・発展には，地域で活動する各種団体の連携，協働が不可欠であり，
引き続き地域内連携協議会の設立，活動に対し支援等を行っていく。

○  B 改善を検討し，事業継続

協議会の設立・活動状況については地域によって差が
あるが，その差は，地域住民の取組によるものであ
り，公平性に問題はない。

認定団体に対する運営費及び事業費の補助金額につい
ては適当であると考えるが，新たなコミュニティ計画
の策定及び計画の推進といった活動に関しては，財政
的支援の増額を検討する必要があると考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りが
なく公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B
事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当
か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

未設立・未認定の地域に対する協議会設立の働きかけ
においては，地域ごとにその実情に応じて支援手法が
異なるため，職員が直接的に対応することが望まし
い。
また，設立後の運営支援においては，地域の自主性・
自律性を尊重する観点から，一定の財政的支援に，必
要に応じた人的支援（地域活動応援隊等）で対応する
手法が適当であると考えている。
ただし，今後，設立団体が増加するに伴い，人的支援
における職員の負担増への対策が必要となる。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

05

10

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

地域の絆を強める地域コミュニティの活性化

施
策
の
目
的

　地域住民の支え合いの仕組みづくりを進めるとともに，
地域や社会で活躍できる人材の育成などを通じて，地域コ
ミュニティを核としたまちづくりをめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 217 213 203

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 71,032 69,190 65,678 67,405

(人) 1.85 1.85 1.85 1.85

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

課長・課長補佐　0.05人役
係長　0.3人役
担当　1.5人役

 正規職員 (千円) 13,505 13,690 13,505 13,135

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 13,505 13,690 13,505

54,270

 人役数 (人) 1.85 1.85 1.85 1.85

13,135

予算
新規設置　　　　164灯
ＬＥＤ交換　　2,000灯
電気料　　 約21,000灯

環境美化活動保険

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 57,527 55,500 52,173

 県費 (千円)

54,270

 一般財源 (千円) 57,527 55,500 52,173

164灯 164灯

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 139灯 135灯 149灯

目標
評
価
指
標

Ａ 補助金による街路灯設置灯数
目標 164灯 164灯

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 補助金による街路灯設置灯数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

新規設置164灯を維持

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

地域住民による自治活動，交通安全，防犯及び非行防止活動によって安全で安心して暮らすことができる地域づくりが進めら
れる。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・町内会等が設置・管理する公衆街路灯の設置費及び電気料の一部を補助
・市や町内会等が主催する環境美化活動に参加する市民を対象とした，美化活動中に発生した事故に対応するための傷害・賠
償保険への加入

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民，町内会，自治会，自治公民館等
事業開始年度 平成４年度

事業終了年度

高知市安全で安心なまちづくり条例
高知市公衆街路灯設置費補助金交付要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 多様な主体が連携し，市民と行政が協働するまち

施策

所管部署 地域コミュニティ推進課 所属長名 中山　誠司

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 くらしの安全と安心を守る活動支援事業
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B
事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当
か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

住民ニーズに対する地域住民の自主的かつ主体的な取
組に支援を行っており実施手法は適当である。
ＬＥＤ化を推進することで地域の負担軽減及び電気料
の軽減による市の電気料補助金の軽減も図られてい
る。

地域住民の自主的かつ主体的な取組（公衆街路灯の維
持管理等）に対する支援を目的とした事業であり，類
似事業も他になく，他の事業との統合の可能性はな
い。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

公衆街路灯のＬＥＤ化や新規設置に対するニーズは多い。
安全で安心なまちづくりに寄与し，地域住民の経済的負担の軽減や，地球温暖化防止に配慮したまちづくり
を推進し，取組に対する市民の自主的活動等を後押ししていくためにも事業は継続していく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

補助金は，町内会等が維持管理する公衆街路灯を対象
に補助基準額を一律で交付している。また，設置場所
についても，各町内会の総会等で決定されていること
から，公平性は高いと考えている。
保険の適用については，基準が設けられており公平性
が担保されている。

公衆街路灯については，自治活動の推進を図るため町
内会等が設置者となっているが，防犯並びに交通安全
の面から市民全体に享受されるものである。設置，維
持に係る費用について，一律の補助を行っているが，
町内会等も一定の負担があり妥当と考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りが
なく公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能
性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

目標値にはおおむね達している。

防犯や安全に対する市民の意識は高く，地域のニーズ
を把握しながら，引き続き事業を進めていくことで．
防犯意識の向上や住民自治の促進にもつながっていく
ものと考える。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

本事業は，安全・安心なまちづくりを促進するととも
に，市民による自治活動の推進にもつながる。
電灯のＬＥＤ化は，省エネルギー，地球温暖化対策面
での効果も期待される。
自主的な環境美化活動に多くの市民が安心して参加で
きることが，まちづくり活動の活性化に役立つ。

維持管理費用が蛍光灯と比べ安価になることからＬＥ
Ｄ化に対するニーズは高いが，設置等には地元負担も
必要なことから，計画を立てて整備を進められている
ケースが多い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長
マニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）
の傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

・街路灯の設置の可否や設置場所等の決定，工事の発注，設置後の管理を町内会等の地域自治組織が行うことで住民による自治活動の促進にもつな
がる。
・保険に加入することで市民が環境美化活動に安心して参加できることができ，自主的な地域活動の促進の一助となる。
・ＬＥＤ電灯への更新を促進することは，地球温暖化防止対策にも資するものである。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

09

30

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

－

ＳＤＧｓローカル指標

ライフステージに応じた生涯スポーツの推進

施
策
の
目
的

　さまざまな世代がライフスタイルに応じて気軽にスポーツ
を楽しめるように，「する」スポーツ，「みる」スポーツ，
「ささえる」スポーツを推進し，気軽に利用できる場所や，
スポーツを楽しむきっかけとなる情報の充実に取り組みま
す。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 5 5 5

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 1,624 1,611 1,525 1,915

(人) 0.20 0.20 0.20 0.20

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

[職員人役計算(R2ﾍﾞｰｽ)]
・正職員（1人役/月×1人×
2か月/年+0.2人役/月×1人
×2か月/年=0.2人役）

 正規職員 (千円) 1,460 1,480 1,460 1,420

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 1,460 1,480 1,460

495

 人役数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.20

1,420

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 164 131 65

 県費 (千円)

495

 一般財源 (千円) 164 131 65

80人 80人

Ｄ
目標

実績

目標

実績

令和２年度はインターハイが
中止になる等，新型コロナウ
イルス感染予防対策のため
様々な大会が開催されず，個
人や団体が出場する機会その
ものに恵まれなかったことか
ら受賞者数は減少した。

実績 52人 54人 10人

目標
評
価
指
標

Ａ 優秀賞受賞者数
目標 80人 80人

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 優秀賞受賞者数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

表彰により，競技力の向上とスポーツの普及・促進を図る

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

高知市民の競技スポーツへの意欲や競技力を向上させ，スポーツの普及・促進を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・競技結果に顕著な功績のあった個人・団体を讃え表彰

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市に所在する競技スポーツで優秀な成績を収めた個人，クラブ及び団体
事業開始年度 平成８年度

事業終了年度

高知市スポーツ賞表彰規則

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

スポーツ基本法

政策 いきいきと学び楽しみ，活躍できるまち

施策

所管部署 スポーツ振興課 所属長名 永野　哲也

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 スポーツ賞推進事業
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　受賞者に対しては，賞状に加えて受賞内容に応じて活
躍をたたえるべく，盾やトロフィーの贈呈を行ってい
る。

　競技スポーツで優秀な成績を収めた個人等を本市が表
彰する事業は他になく，表彰に最低限必要な盾やトロ
フィーの贈呈であり，統合やコスト削減の可能性は低
い。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　競技結果に顕著な功績のあった個人及び団体を表彰することによって市民のスポーツへの関心を高め，スポーツ
振興，競技力の向上につながっている。

 B 改善を検討し，事業継続

　選考委員会を設け，同一基準の下で公平公正な審査を
経て受賞者を決定している。

　事業経費は，競技結果に顕著な功績のあった個人・団
体を讃え表彰するためのの必要経費であり，おおむね適
正である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　本市独自に賞を設けることで，技術面や精神面の育成
に励むきっかけとなっている。なお，令和２年度はイン
ターハイが中止になる等，新型コロナウイルス感染予防
対策のため様々な大会が開催されず，個人や団体が出場
する機会そのものに恵まれなかった。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は競技力の向上によるスポーツ振興を目的とし
ており，本市総合計画に掲げる「スポーツ活動の推進」
の趣旨に合致している。

　競技団体等から表彰対象者の推薦が多く，ニーズは高
い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　個人及び団体の日頃の努力や功績をたたえるため毎年表彰式を開催していたが，新型コロナウイルス感染予防対策により令和元年度に引き続き令和２年
度も表彰式を開催することができなかった。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

09

30

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

永野　哲也

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 体育施設改修事業
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

スポーツ基本法

政策 いきいきと学び楽しみ，活躍できるまち

施策

所管部署 スポーツ振興課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

市民が身近にスポーツ活動へ親しむとともに，競技力の向上及びプロスポーツ・アマチュアスポーツのキャンプ誘致等に寄与できる
環境を整える。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・体育施設の計画的な改修
・居住区の学校体育施設を地域スポーツの拠点として開放し，市民スポーツ普及振興のため，円滑に利用できるよう施設を維持，管
理。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市が設置・管理するスポーツ施設
事業開始年度 －

事業終了年度

高知市運動場条例・同条例施行規則，高知市東部総合運動場管理条例・同条例
施行規則　他

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 体育施設整備件数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

総合計画実施計画に登載した事業のうち，重要度の高い整備事業の進捗

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

予算の効率的な執行に努めた
ことにより，目標件数以上の
整備を行うことができた。

実績 ４件 ４件 ８件

目標
評
価
指
標

Ａ 体育施設整備件数
目標 ４件 ４件

Ｂ

Ｃ

実績

４件 ３件

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 165,013 495,018 97,961

 県費 (千円)

472,931

 一般財源 (千円) 165,013 495,018 97,961

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

472,931

 人役数 (人) 1.00 1.00 1.00 1.00

7,100

[職員人役計算(R2ﾍﾞｰｽ)]
・正職員（1人役/月×1人×
12か月/年）

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 7,400 7,300

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 172,313 502,418 105,261 480,031

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 525 1,543 325

ライフステージに応じた生涯スポーツの推進

施
策
の
目
的

　さまざまな世代がライフスタイルに応じて気軽にスポーツ
を楽しめるように，「する」スポーツ，「みる」スポーツ，
「ささえる」スポーツを推進し，気軽に利用できる場所や，
スポーツを楽しむきっかけとなる情報の充実に取り組みま
す。

法定受託事務

－

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　令和２年度，学校体育施設開放事業においては神田小学校屋外トイレ下水道切替工事を行い，汲取りトイレの水洗化・洋式化に取り組んだ。総合運動場
においては陸上競技場照明制御盤改修工事を行い，これまで不安定であった照明制御の遠隔操作を確実なものとした。東部総合運動場においてはくろしお
アリーナの床転換装置更新業務・水泳用競技システム更新業務・吸収式冷温水機２号機整備業務・自動火災報知設備改修工事・バックストロークレッジ購
入を行い，令和４年夏に同アリーナで開催予定のインターハイや水泳の日の受入れに向けて老朽化していた施設や設備の更新・改修を進めた。城ノ平運動
公園においては照明用タイマー改修工事を行い，既存タイマーの動作不良によってたびたび生じていた照明不点灯を解消した。今後も引き続き予算確保に
努め，老朽化や破損している施設や設備の改修を実施していく必要がある。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　本事業は，総合計画で掲げた「スポーツを通じて活性
化するまちづくりを目指す」ため，重点的に取組むとし
た「スポーツ施設の充実」の趣旨に合致している。

　市民の利用ニーズも高いため，施設・設備については
適切な維持・管理と計画的な整備が求められる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　限られた予算額の中で業務の進行管理を適切に行い，
定められた業務を達成することができた。
　今後も引き続き必要な予算額の確保に努めると共に，
業務の進行管理を行って事業成果の向上を図っていく。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続 　総合運動場や東部総合運動場等は，指定管理者によって日常点検や簡易な修繕が行われるとともに，長寿命化計
画・個別施設計画に基づいて計画的に改修を進めている。また，学校体育施設開放事業や土佐山西川複合集会所・
春野スポーツ施設の直営施設は，スポーツ振興課職員が現地調査を行って施設や設備の不具合・破損箇所を把握
し，計画的に改修を進めている。今後も予算の範囲内で改修を行い，施設の利用向上と利用者の安全確保を図って
いく。

 B 改善を検討し，事業継続

　業務の発注は競争入札や競争見積により行っており，
業者の選定は契約課に届出・登録のあった競争入札参加
資格者名簿の中から行っている。
　業務の実施に当たっては，交付金や起債等，有利な財
源がないか研究しており，対象となる業務であればこれ
を活用して一般財源の低減を図っている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　指定管理者である高知市スポーツ振興事業団グループ
からの工事要望や，スポーツ振興課職員の現地調査等に
基づいてスポーツ振興課内で優先順位を決定した上で概
算事業費の見積りを依頼し，これらを公共施設マネジメ
ントの観点から再度検討・評価をして予算要求に反映し
ている。
　また，小額な工事・修繕や工種が似通っているもの等
についてはまとめて発注したり，発注時期が業者の繁忙
期にならないよう進行管理を行う等してコスト削減に努
めている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

07

21

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

衛生的な生活環境づくりと動物愛護の推進

施
策
の
目
的

　食の安全や衛生的な生活環境を確保することで，市民が安
心して快適な生活を送ることができるようにするとともに，
動物の愛護・適正飼育を推進することで，人と動物が共生で
きる社会をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 43 34 69

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 14,263 10,918 22,442 23,578

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

斎場施設等整備業務担当者

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 7,400 7,300

16,478

 人役数 (人) 1.00 1.00 1.00 1.00

7,100

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円) 8,556 0

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 6,963 3,518 15,142

 県費 (千円)

16,478

 一般財源 (千円) 6,963 3,518 6,586

年２回維持 年２回維持

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 年２回実施 年２回実施 年２回実施

目標 年１回維持
評
価
指
標

Ａ
火葬炉の故障の未然防止に向
けた点検実施回数

目標 年２回維持 年２回維持

Ｂ
火葬炉の延命に向けた年次計
画による整備工事の実施回数

年１回維持

Ｃ

年１回維持 年１回維持

実績 年１回実施 年１回実施 年１回実施

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 火葬炉の故障の未然防止に向けた点検実施回数

Ｂ 火葬炉の延命に向けた年次計画による整備工事の実施回数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

火葬炉の故障の未然防止に向けた保守点検を実施する。

火葬炉の延命に向けた年次計画による整備工事を実施する。

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

―

意図
どのような状態
にしていくのか

老朽化，火葬件数の増加，大規模災害等に対応した火葬炉並びに施設及び設備の改修を行うとともに，継続した火葬炉の運転を確
保するため定期的なメンテナンスを実施する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・火葬炉の延命化と故障の未然防止に向けた，年次計画的な点検整備工事の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 火葬炉及び火葬設備
事業開始年度 平成28年度

事業終了年度

高知市斎場条例・高知市斎場条例施行規則

高知市斎場整備基本構想・高知市斎場整備事業基本計画書

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

墓地・埋葬等に関する法律・同法施行規則

政策 健康で安心して暮らせるまち

施策

所管部署 斎場 所属長名 西岡　勇人

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 火葬炉点検整備
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B
事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当
か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　特殊な設備であり，メーカーによる定期的な整備は欠
かせない。
　適切な運転と日常点検を徹底し，必要なメンテナンス
を遅滞なく実施することが，運転及び整備に係る費用の
コスト削減につながる。
　事業の性質から類似事業との統合・連携はできない。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

今後の需要増も見据え，火葬業務を安定的かつ確実に実施するためには，設備を適切に維持管理することが必要不
可欠である。

 B 改善を検討し，事業継続

　本斎場の利用割合は本市約84％，市外約16％で，本市
死亡者数の約95％が本斎場を利用している。

　市民と市外の利用料に差をつけることにより負担割合
はおおむね適正である。他斎場の利用料等を参考に今後
も，負担割合の適正化に努める。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りが
なく公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能
性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　火葬炉設備保守点検は計画どおり実施し，火葬炉の故
障の未然防止につなげている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　高知市総合計画に，増加する火葬ニーズ等に対応する
ため，高知市斎場整備事業基本計画に基づき，計画的に
斎場の施設等の体制整備に取り組むこととしている。
　火葬需要は，約20年後にピークを迎えると予測されて
おり，需要に応じるためにも，火葬炉を安定して運転で
きるよう，適切な保守管理，整備を継続して実施してい
くことが必要である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長
マニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）
の傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　平成30年度に火葬炉（大型化）更新工事を完了。
　令和元年度からは火葬炉の定期的な点検・整備を実施するとともに，運用の効率化を図るための改良等にも計画的に対応していくこととしている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

05

13

48

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

吉本　章二

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 地籍調査事業
所管部局 市民協働部 部局長名 谷脇　禎哉

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

国土調査法・国土調査法施行令・国土調査促進特別措置法

高知県地籍調査事業費補助金交付要綱

政策 災害に強く，安全に暮らせるまち

施策

所管部署 地籍調査事業 所属長名

‐

意図
どのような状態
にしていくのか

市内全域の土地の地籍（所有者，地番，地目，地積，境界）を明確化し，公共事業・土地取引の円滑化，災害復旧の迅速化，課税の
適正化等が図られる。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・地籍調査（一筆地調査，測量等）を実施し，地籍簿・地籍図を作成

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 国有林野，公有水面及び不動産登記法第14条地図として登記されているものを除く土地
事業開始年度 平成17年度

事業終了年度

第７次国土調査事業十箇年計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 対象地地籍調査実施面積累計（進捗率）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

高知市全域の土地で，登記所に不動産登記法第14条及び第19条第５項の地図が備え付けられている土地や国有林，公有
水面の土地を調査対象外とし，その他の土地について当事業の100％完了を目指すもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

実績 47.1％ 47.4％ 48.4％

目標
評
価
指
標

Ａ
対象地地籍調査実施面積累計
（進捗率）

目標 47.3％ 47.6％

Ｂ

Ｃ

実績

47.9％ 48.8％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 70,652 110,000 63,664

 県費 (千円) 17,663 27,500 15,916 29,266

117,064

 一般財源 (千円) 17,663 27,500 15,916

財
源
内
訳

 国費 (千円) 35,326 55,000 31,832 58,532

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

29,266

 人役数 (人) 8.00 8.00 9.00 9.00

49,700

正職員7名（うち課長・補佐2
人役）
会計年度任用職員2名（人件
費については事業費の中に含
まれる）

 正規職員 (千円) 51,100 51,800 51,100 49,700

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 51,100 51,800 51,100

2.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 121,752 161,800 114,764 166,764

(人) 7.00 7.00 7.00 7.00

 その他 (人) 1.00 1.00 2.00

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 371 497 355

復旧・復興体制の強化

施
策
の
目
的

　大規模災害の発生後でも，経済活動を機能不全に陥らせ
ず，生活・経済活動に必要最低限のライフラインを確保する
とともに，これらの早期復旧ができるように，基幹的なエネ
ルギー供給施設や交通ネットワーク機能の防災対策を推進
し，必要なエネルギー供給インフラ施設及び緊急輸送道路上
の橋梁等の耐震化に取り組みます。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

・法務局へ送付された成果（地籍図，地籍簿）は土地行政をはじめ各方面（土地取引の円滑化等）において利活用されている。
・地籍調査完了区域は，境界紛争等のトラブルなどが解消されるなど，数字に表れないが市民生活に多く寄与されている。
・平成26年度から調査地区を２地区に推進拡大しているが，まだまだ進捗率は低い。
・実施体制の拡充を図り，緊急性の高い沿岸部や長期浸水地域を早期に完了し，要望の多い中山間部の事業推進を図る。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　事業実施によって，土地の権利関係が明確になり，公
共事業が円滑に実施されるとともに，今後，高い確率で
発生するとされている南海トラフ大地震が起こった場合
にも，迅速な復興が可能となる。

　事業の成果は各方面において利活用されるため，早期
実施への要望は変わらず多い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　調査地区や面積について十箇年計画を基に決定，関係
機関とも協議しながら優先的な箇所から順次事業を進め
ている。

　地籍調査の成果は，他事業での境界確認や土地の売買
等に有効に活用できている。なお調査終了後は，認証承
認後速やかに登記に反映できるよう工程管理している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

最近の大震災の実態や経過，南海トラフ地震の被災想定などから事業の重要性が認識されている。
進捗率は依然低いものであり，事業を効率的に継続していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　高知市は,南海トラフ地震などからの迅速な災害復旧を
念頭に置き，緊急性の高い沿岸部や長期浸水地区から順
次，調査を実施している。

　当事業は，公共性が高く，受益者負担は，なじまな
い。また国・県の補助割合は，決まっており，市の負担
割合は妥当である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　既に，基本的な部分はアウトソ－シング（高知県公共
嘱託登記土地家屋調査士協会・測量会社）している。

　地籍調査の事業費には国・県の補助が有り，市の実質
負担は事業費の５％である。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

05

11

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

岸田　正法

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 福祉避難所整備事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

災害対策基本法，福祉避難所の確保・運営ガイドライン

高知県福祉避難所指定促進事業費補助金交付要綱

政策 多様な主体が連携し，市民と行政が協働するまち

施策

所管部署 健康福祉総務課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

災害時における福祉避難所として指定し，設置運営に関する協定を締結する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・福祉避難所の指定・備蓄
・福祉避難所運営マニュアルの改訂
・要配慮者対策マニュアルの作成
・一般避難所の要配慮者スペースの設置協議

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市内の事業者等
事業開始年度 平成22年度

事業終了年度

高知市福祉避難所指定促進事業費補助金交付要綱

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 福祉避難所の新規指定施設数

Ｂ 福祉避難所の収容人数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

収容人数の確保に繋げるもの

施設の新規規定に伴う収容人数の確保（直近３年の平均新規収容人数）

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

実績 ２施設 ２施設 ２施設

目標 3,949人
評
価
指
標

Ａ 福祉避難所の新規指定施設数
目標 ２施設 ２施設

Ｂ 福祉避難所の収容人数
3,979人

Ｃ

4,009人 4,702人

実績 4,153人 4,539人 4,562人

２施設 ２施設

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 5,905 4,087 593

 県費 (千円) 2,949 2,041 296 4,700

9,400

 一般財源 (千円) 2,956 2,046 297

高知県福祉避難所指定促進等事
業費補助金

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

4,700

 人役数 (人) 0.02 0.02 0.02 0.60

4,260

 正規職員 (千円) 146 148 146 4,260

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 146 148 146

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 6,051 4,235 739 13,660

(人) 0.02 0.02 0.02 0.60

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 18 13 2

地域防災力の向上（命をつなぐ対策の推進）

施
策
の
目
的

　大規模災害からの避難者が，緊急避難場所から速やかに避
難所に移れ，復旧までの間，安全・安心な生活が送れるよう
に取り組むとともに，自主防災組織等への活動支援などを通
じて，自助・共助による防災活動を推進します。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　福祉避難所の受入対象者は最大で約４万人，うち避難者は約２万人と想定している。
　収容人数が不足しているため指定拡大の取組みを継続するが，民間施設を中心とした指定では収容人数の大幅な増加は見込めないこと等から，一般の避
難所での福祉避難スペース確保に向けた検討を進める。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　平成19年の能登半島地震で全国で初めて福祉避難所が
設置されたが，その後の東日本大震災や熊本地震におい
ても，福祉避難所の不足や運営に関する課題が挙げられ
ている。
　本市でも南海トラフ地震への備えの意識が高まってい
るほか，近年は大雨による災害が全国で発生しており，
事業実施の必要性は高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　新規指定については，引き続き民間施設等への働きか
けを行う。
　福祉避難所の運営に関するガイドラインを策定し指定
済の施設へ周知しているが，成果向上のためには，施設
独自のマニュアルや訓練に対して効果的に支援していく
必要がある。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　福祉避難所は，災害時に一般の避難所では生活することが困難な「要配慮者」のために設置するものである。
　収容人数の拡大のため，新規指定に向けた取組みを継続するとともに，引き続き一般の避難所での福祉避難ス
ペース確保についても協議する必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　福祉避難所の受入対象者は要配慮者であり，一定の公
平性が保たれている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　災害対策基本法において，避難所の指定は市長村長が
行うこととされている。
　指定・協定締結に向けた協議において，必要に応じ県
や防災対策部と連携している。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

07

20

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

明坂　通子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 急患センター運営事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等 高知県平日夜間小児急患センター等運営事業費補助金交付要綱

政策 健康で安心して暮らせるまち

施策

所管部署 地域保健課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

小児救急医療について，一般診療体制が手薄になる夜間等の初期救急医療体制を確保する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・平日の夜間及び休日の小児に対する初期救急医療体制として，急患センターを委託運営
・高知県薬剤師会が運営する調剤薬局に対する運営補助金の交付

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 県民・市民
事業開始年度

休日夜間急患センター：昭和56年度
平日夜間小児急患センター：平成11年度

事業終了年度

急患センター条例，急患センター条例施行規則，高知市救急医療支援事業費補助金交付要綱

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 一年間の急患センター開所日及び薬局開局日の割合

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

一般診療体制が手薄になる夜間等の急患に対する初期救急医療体制を確保する。

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

実績 年365日 年366日 年365日

目標
評
価
指
標

Ａ
一年間の急患センター開所日
及び薬局開局日の割合

目標 年365日 年366日

Ｂ

Ｃ

実績

年365日 年365日

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 175,776 180,415 163,763

 県費 (千円) 6,702 7,000 7,000 7,000

182,501

0 0 0

 一般財源 (千円) 169,074 173,415 156,763

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 0 0 0 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0

175,501

 人役数 (人) 1.00 1.00 1.00 1.00

7,100

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 7,400 7,300

0.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 183,076 187,815 171,063 189,601

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人) 0.00 0.00 0.00

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 558 577 529

地域医療体制と健康危機管理体制の確立

施
策
の
目
的

　小児救急医療や中山間地域医療等の医療体制を確保すると
ともに，医療や医薬品等の安全性の確保，感染症等の健康危
機管理対策など，安全面の対策を行い，市民が安心して医療
サービスを受けられるよう取り組みます。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　医師や薬剤師，看護師等スタッフの確保が難しく，いかに円滑な人員確保を行っていくかが今後の課題である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

3.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　一般診療体制が手薄になる夜間等の初期救急医療体制
の整備は，総合計画にある市民が安心して子育てできる
環境づくりのための救急医療体制確保のために必要であ
る。

　令和２年度は新型コロナウイルス対応による感染症対
策の浸透等により受診者が減少したとはいえ，これまで
の年間受診者数の推移からも，夜間等の急患に対する初
期医療のニーズは常にある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

C
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　急患センターで年間計365日診療日を確保した。初期救
急医療を行える急患センターの運営は，高知市の救急医
療体制の確保に大きく貢献しており，事業内容は有効と
いえる。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　一般診療体制が手薄となる夜間等の初期救急医療体制の構築は，市民の健康と安心して子育てできる環境を守る
ために必要である。また，初期救急医療体制の確保は，二次・三次救急医療の円滑な運営にも貢献していることか
ら，引き続き事業を継続していく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　初期救急医療が必要な方が市内・市外を問わず等しく
受けられる事業であるため，極めて公平性は高い。

　受診者は医療費を支払っており公平性はある。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　急患センターは高知市医師会に運営委託し，高知県薬
剤師会に調剤薬局の運営補助金を交付しており，現状で
は急患センター及び調剤薬局の円滑な運営に最適な実施
手法と考える。

　この事業には他に類似した事業はなく，運営委託費に
ついては，医師会の市内における標準的な報酬等に基づ
き算定しており，充実した初期救急医療体制確保のため
には事業日数や人件費等の削減を行うことも難しいため
現状が望ましい。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

07

20

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

明坂　通子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 小児救急医療支援事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等 高知県小児救急医療支援事業費補助金交付要綱

政策 健康で安心して暮らせるまち

施策

所管部署 地域保健課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

市民が安心して子育てができる環境を整える

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

夜間における小児に対する二次救急医療体制として，輪番で診療を実施する公的５病院に対する補助金の交付

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 県民・市民
事業開始年度 平成11年度

事業終了年度

高知市救急医療支援事業費補助金交付要綱

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 一年間の診療実施日の割合

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

一般診療体制が手薄になる夜間等における小児の二次救急医療体制を確保する。

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

令和２年度実績は，８月30日
（日）は都合がつかず当番な
し。９月５日（土）は日中は
日赤，夜間は大学病院が当番
となっている。

実績 年365日 年366日 年364日

目標
評
価
指
標

Ａ 一年間の診療実施日の割合
目標 年365日 年366日

Ｂ

Ｃ

実績

年365日 年365日

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 18,203 18,376 18,177

 県費 (千円) 12,134 12,232 12,117 12,170

18,256

0 0 0

 一般財源 (千円) 6,069 6,144 6,060

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 0 0 0 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0

6,086

0

 人役数 (人) 1.00 1.00 1.00 1.00

7,100

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 7,400 7,300

0 0

0.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 25,503 25,776 25,477 25,356

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人) 0.00 0.00 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 78 79 79

地域医療体制と健康危機管理体制の確立

施
策
の
目
的

　小児救急医療や中山間地域医療等の医療体制を確保すると
ともに，医療や医薬品等の安全性の確保，感染症等の健康危
機管理対策など，安全面の対策を行い，市民が安心して医療
サービスを受けられるよう取り組みます。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　二次医療圏＝中央保健医療圏（高知市外13市町村で構成）の救急医療体制は市町村の一次救急をバックアップする役割を担っている。経費割合は，高知
市３分の１，高知県３分の２となっており，高知市外での経費負担はされていない。
　高知県において社会資源が集中している高知市の役割として，本事業は周辺市町村の医療体制の強化に寄与している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

3.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　小児救急医療体制は人的または組織的に疲弊している
ため，バックアップ医療機関となる二次救急医療体制の
整備が必要である。

　また，小児医療体制の充実は市民から常に要請される
ものである。

　令和２年度は，新型コロナウイルス感染症等の影響で
前年の約53%の患者数となっている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

C
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　年間365日，二次救急医療を行える小児急患病院を輪番
制で配置できているため，事業内容は有効といえる。
（令和２年度は８月に１日配置できない日があった。）

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　小児救急医療体制は，人的また組織的に疲弊しており，そのバックアップ医療機関となる二次救急医療体制の整
備が必要となる。二次救急医療機関においても小児救急医療体制は人的に不足しており，行政として小児輪番体制
を構築し，支援していく必要性は高い。

 B 改善を検討し，事業継続

　小児医療が必要な方は市内・市外を問わず等しく受け
られる事業であるため，極めて公平性は高い。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　実施手法としては，一次救急医療体制と二次救急医療
体制の円滑な連携等の観点から，小児科医会の協力を得
ながら運営している現状が最適と考える。

　この事業には他に類似した事業はなく，充実した二次
救急医療体制確保のためには事業日数や人件費等の削減
を行うことも難しいため現状が望ましい。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

07

20

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

地域医療体制と健康危機管理体制の確立

施
策
の
目
的

　小児救急医療や中山間地域医療等の医療体制を確保すると
ともに，医療や医薬品等の安全性の確保，感染症等の健康危
機管理対策など，安全面の対策を行い，市民が安心して医療
サービスを受けられるよう取り組みます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 3 3 2

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 1,099 982 730 990

(人) 0.10 0.10 0.10 0.10

 その他 (人) 0.00 0.00 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

 正規職員 (千円) 730 740 730 710

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 730 740 730

0 0

0.00

280

0

 人役数 (人) 0.10 0.10 0.10 0.10

710

　令和２年度は新型コロナウ
イルス感染症対応のため，国
立保健医療科学院等での研修
参加が次年度以降に延期

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 0 0 0 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 369 242 0

 県費 (千円) 0 0 0 0

280

0 0 0

 一般財源 (千円) 369 242 0

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

　令和２年度受講予定の国立
保健医療科学院の研修が，新
型コロナウイルス感染症対応
のため延期。
　過去の受講者による「健康
危機管理基礎研修」を開催予
定であったが，新型コロナウ
イルス感染症対応のため中止
となり実施できなかった。

実績 80％ 80％ 50％

目標
評
価
指
標

Ａ 希望する研修への参加率
目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 希望する研修への参加率

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

保健所職員及び専門職の技術レベルと資質の向上を図ることにより，保健所機能の強
化を図る。

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

専門職の技術力を中心とした資質の向上，人材育成が促進され，健康増進から健康危機管理に至るあらゆる場面において保健所機能
を果たせる。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・保健医療科学院等への中・長期派遣研修
・専門家を招聘しての集合研修の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市保健所職員及び専門職
事業開始年度 平成10年度

事業終了年度

第二期高知市健康づくり計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

地域保健法第３条

政策 健康で安心して暮らせるまち

施策

所管部署 地域保健課 所属長名 明坂　通子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 保健所機能の充実強化
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　平成30年度から開催している「健康危機管理基礎研
修」の事後アンケートでは，９割以上が高知市保健医療
調整本部の初動体制について概ね理解できたと答えてお
り事業実施手法としては適切だといえる。今後，研修を
体系化することで，更に効果的・効率的な展開が期待で
きる。

　外部研修(災害時健康危機管理支援チーム養成研修)受
講者が，研修の企画・講師を担当することで，効率的な
事業展開となっている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業の実施は総合計画の「健康危機管理体制の体制」につながるものである。また，新型コロナウイルス感染
症対策も健康危機管理対応の原則は同じであり，きたる南海トラフ地震にも備えながら，今後も取組みを拡充し継
続していく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　本事業の成果は，健康危機発生時には全市民への対応
に直結するものである。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　令和2年度は，新型コロナウイルス感染症のため，ＤＨ
ＥＡＴ研修受講や伝達講習会の実施はできなかったが，
保健所職員新任者研修に災害時の危機管理体制に関する
内容を組み込んだり，災害時用通信機器取扱訓練（年８
回）を実施した。加えて，新型コロナウイルス感染症対
応のために保健所職員を対象とした研修会を複数回開催
したが，これも健康危機管理研修の一つである。ほとん
どの研修は担当業務と調整して参加できるよう複数回開
催している。
　また，健康危機管理基礎研修の企画・実施・評価のプ
ロセスを「災害時公衆衛生活動マニュアル」の検証の機
会としており，有効活用できている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業の実施は総合計画の「健康危機管理体制の確
立」につながるものである。
　市民ニーズの傾向については，平成29年度に実施した
「高知市健康づくりアンケート」において，保健所に期
待することのトップに「災害時の保健医療体制づくり」
(N=1,616 41％)があげられており，市民のニーズは高
い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　評価指標については，次期見直しの時点で第二期健康づくり計画の重点施策「災害時の公衆衛生活動体制づくり」との連動を検討する。
　大規模な健康危機発生時には，すべての職員が対応に当たる必要があり，保健所職員全員が災害時公衆衛生活動マニュアルを熟知し，即応できる平時の人材育成の取組が重要となる。平成29
年度に保健所職員を対象にしたアンケートでは「災害時公衆衛生活動マニュアルに基づく職務を理解している」と答えた職員は30.5％であった。
　そういった状況を踏まえ，令和元年度からＤＨＥＡＴ研修(基礎編・高度編)を受講したメンバーによる健康危機管理基礎研修を開始した。対象は保健所職員全員で，研修目的は，「大規模災
害時に保健所職員がやるべきことを理解し動けるようになる」とし，座学よりもデモンストレーションや演習を中心としたプログラムで構成している。参加率は平成30年度は92.1％，令和元年
度は87.7％であった。令和２年度は新型コロナウイルス感染症対応のため中止となった。
　今後の課題は，健康危機管理研修の体系化である。具体的には「健康危機管理基礎研修」をベースに，情報分析力・対策企画立案力の形成を目的とした研修の企画が必要である。また，保健
所新任職員研修や，地域保健課で毎月実施している医療救護病院との情報伝達訓練等，現行の研修とも連動させながら，効果的・効率的な研修のあり方を検討する必要がある。令和２年度に災
害医療担当係長が地域保健課内に配置されたことで，災害医療と人材育成の取組みが一体的に検討できるようになった。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

02

07

21

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

岡林　良樹

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 食品安全推進事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

食品衛生法，食品安全基本法

高知県食品衛生法施行条例

政策 健康で安心して暮らせるまち

施策

所管部署 生活食品課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

食品等に起因する衛生上の危害の発生を防止し，食品等の安全性を確保することにより，市民の健康の保護を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

食品関係施設の監視指導及び食品検査の実施
食品衛生講習会等を通じた食品衛生知識の普及啓発及び食品の安全性に関する情報提供，リスクコミュニケーションの推進
研修などへの参加による職員の監視指導能力の向上

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市民及び食品等事業者
事業開始年度 平成10年度

事業終了年度

高知市食品衛生監視指導計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 食中毒の患者数（人以下）

Ｂ 食品衛生講習会等の受講者数（人以上）

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

市内で発生した食中毒の患者数を直近値から増加させない。

受講者の増をめざす。

ＳＤＧｓゴール ２，３，６，11．17

ＳＤＧｓターゲット

食中毒発生状況
　Ｈ30　10件　174人
　Ｒ元　10件　 61人
　Ｒ２　２件　 ５人

実績 174 61 5

目標 5,500
評
価
指
標

Ａ 食中毒の患者数（人以下）
目標 60 50

Ｂ
食品衛生講習会等の受講者数
（人以上）

5,500

Ｃ

5,500 5,600

実績 4,274 5,504 3,854

50 60

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4,509 4,622 1,788

 県費 (千円)

2,983

 一般財源 (千円) 4,509 4,622 1,788

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

2,983

4,878

 人役数 (人) 6.60 6.60 6.60 7.10

44,638
正規職員　各0.5人役
　Ｈ30～Ｒ２　11人
　Ｒ３　　　　12人
課長・課長補佐
　２人×各0.05人役
会計年度任用職員
　３人×0.5人役

 正規職員 (千円) 37,230 37,740 37,230 39,760

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 40,297 41,124 41,148

3,067 3,384

1.50

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 44,806 45,746 42,936 47,621

(人) 5.10 5.10 5.10 5.60

 その他 (人) 1.50 1.50 1.50

②
概
算
人
件
費
等

3,918

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 137 141 133

衛生的な生活環境づくりと動物愛護の推進

施
策
の
目
的

　食の安全や衛生的な生活環境を確保することで，市民が安
心して快適な生活を送ることができるようにするとともに，
動物の愛護・適正飼育を推進することで，人と動物が共生で
きる社会をめざします。

法定受託事務

2.1，3.d，6.1，17.17 

ＳＤＧｓローカル指標 －
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　評価指標「食中毒の患者数」を達成するためには，大規模な食中毒の発生を防止するため，大量調理施設への監視指導等が重要となる。
　新型コロナウイルス感染症の発生により，事業者等からの講師の派遣依頼が減少したほか，食品衛生講習会等の受講者数を制限する等の対応をとらざる
を得ない状況にあり，評価指標「食品衛生講習会等の受講者数」を達成することは困難な状況にある。
　鶏肉の生食を規制する法令はなく，飲食店に加熱不十分な鶏肉の提供中止の指導に苦慮している。
　令和３年６月からＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたことから，食品等事業者への指導を徹底する必要がある。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　総合計画　安心の環「衛生的な生活環境づくりと動物
愛護の推進」に該当する。

　食の安全に対する市民のニーズや価値観が多様化して
いる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　平成30年度には，100名を超える食中毒の患者が発生
し，評価指標を大幅に上回ったが，以降は減少に転じて
いる。令和２年度は，目標を大幅に下回った。

　新型コロナウイルス感染症の発生により，事業者等か
らの講師の派遣依頼が減少したほか，本課主催の講習会
等の受講者数を制限したため，食品衛生講習会等の受講
者数が減少した。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　食品等の安全性を確保することは，市民生活に必要不可欠であることから，今後も令和３年６月から制度化され
たＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を中心とした監視指導の充実を図っていく必要がある。特に，大量調理施設への監
視指導等を実施し，大規模な食中毒等の発生の防止に努める必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　食品関係施設の監視指導及び食品検査の実施をはじ
め，食品衛生講習会等を通じた食品衛生知識の普及啓発
及び食品の安全性に関する情報提供等を行うことは，す
べての市民の健康の保護に繋がる。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　食品衛生法に規定されている食品衛生監視員による業
務であり，現状が最適である。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

06

16

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

上田　和久

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 自立支援医療（更生医療）給付事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

○

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

高知県障害者医療費負担金事務処理要領

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 障がい福祉課 所属長名

―

意図
どのような状態
にしていくのか

障がいの軽減や回復が見込まれる手術等を行う場合にかかる医療費について一部助成を行い，障がい者の医療費負担の軽減を図るこ
とを目標とする

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

指定自立支援医療機関において障がいの軽減や回復が見込まれる治療を行う障がい者（18歳以上）に対し，その医療費自己負担分の
一部を助成

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に
身体障害者手帳を所持しており，手帳に記載されている障がい部位に対して障がいの軽減
や回復が見込まれる手術等を行った者

事業開始年度 昭和25年度

事業終了年度

高知市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

高知市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 適正な支給事務の執行

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画に基づく

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

実績 適正に執行した 適正に執行した 適正に執行した

目標
評
価
指
標

Ａ 適正な支給事務の執行
目標 適正に執行する 適正に執行する

Ｂ

Ｃ

実績

適正に執行する 適正に執行する

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 1,301,470 1,345,228 1,244,962

 県費 (千円) 327,128 318,644 309,105 301,250

1,207,356

 一般財源 (千円) 320,087 389,297 317,646

国　　1/2
県　　1/4
市　　1/4

財
源
内
訳

 国費 (千円) 654,255 637,287 618,211 602,500

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

303,606

750

 人役数 (人) 2.00 2.00 2.00 2.00

11,400

正職員　1.5人役
会計年度任用職員　0.5人役

 正規職員 (千円) 10,950 11,100 10,950 10,650

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 11,700 11,850 11,700

750 750

0.50

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 1,313,170 1,357,078 1,256,662 1,218,756

(人) 1.50 1.50 1.50 1.50

 その他 (人) 0.50 0.50 0.50

②
概
算
人
件
費
等

750

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 4,003 4,169 3,886

障がいのある人への支援

施
策
の
目
的

　障がいのある人やその家族が，必要なときに必要な支援を
受けながら，その人らしく地域の中で暮らすことができる社
会をめざします。

法定受託事務

－

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　障がいの軽減や回復が見込まれる治療等を行う場合にかかる医療費の自己負担分の一部助成を行い，障がい者の医療費負担の軽減を図ることによって，
自立生活の安定に寄与している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　法廷受託事務で事業は継続していく必要があり，更生
医療費は近年は横ばい状態にある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　給付決定については，県の判定機関に判定を依頼して
おり，適正な執行がされている。
　審査支払事務についても，平成25年に導入したシステ
ムを利用し適正に執行されている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　「障害」の「害」という文字の表記について，漢字と平仮名が混在しているため，整理をすること。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく公費負担医療制度であり，今
後についても国の制度に沿って，適正に事業を継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　国の制度として実施されており，必要に応じて見直し
が行われている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　更生医療の請求・支払事務は国保連合会及び支払基金
を通じて各医療機関分を取りまとめて行うなど，一定の
事務の効率化は図られている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

06

16

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

上田　和久

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 日常生活用具給付事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律，地域生活支援事業実施要綱

高知県地域生活支援事業費補助金交付要綱等

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 障がい福祉課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

重度の障がい者等が健康で文化的な生活を送ること

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

障がい者の日常生活の便宜を図るため，必要な用具を給付

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 身体障害者手帳を所持し，各品目の障がい程度に合致する者
事業開始年度 平成10年度

事業終了年度

高知市日常生活用具給付事業実施要項

高知市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 適正な支給事務の執行

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画に基づく

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

実績 適正に執行した 適正に執行した 適正に執行した

目標
評
価
指
標

Ａ 適正な支給事務の執行
目標 適正に執行する 適正に執行する

Ｂ

Ｃ

実績

適正に執行する 適正に執行する

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 90,932 95,622 94,401

 県費 (千円) 16,295 15,375 15,782 23,610

114,192

19,750

 一般財源 (千円) 42,494 49,950 47,405

地域生活支援事業補助金
　国　1/2（ただし予算範囲内）
　県　1/4（ただし予算範囲内）
　市　1/4
※令和２年度については，新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を一部財源とする（暗所視支
援眼鏡）。令和３年度に19,750千円
全額繰越事業としているため，この
分の財源については，19,750千円国
費としている。

財
源
内
訳

 国費 (千円) 32,143 30,297 31,214 66,971

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

23,611

750

 人役数 (人) 1.50 1.50 1.50 1.50

7,850

正職員　１人役
会計年度任用職員　0.5人役

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 8,050 8,150 8,050

750 750

0.50

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 98,982 103,772 102,451 122,042

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人) 0.50 0.50 0.50

②
概
算
人
件
費
等

750

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 302 319 317

障がいのある人への支援

施
策
の
目
的

　障がいのある人やその家族が，必要なときに必要な支援を
受けながら，その人らしく地域の中で暮らすことができる社
会をめざします。

法定受託事務

－

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　重度の障がい児・者又は難病等の方の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付することにより，日常生活の便宜を図り，障がい者の自立生活の
安定に寄与している。
　令和２年度事業については，新型コロナウイルス感染症対策としても有効利用ができることから，網膜色素変形症等による夜盲症や視野狭窄で日常生活
に支障のある方を支援するために，日常生活用具の品目として暗所視支援眼鏡を追加した。
　また，品目としては，視覚障害者用拡大読書器や入浴補助用具などのニーズが多い現状である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　本業務は，障がいのある人が住み慣れた地域で安心し
て健やかな生活を送るための事業であり，本市総合計画
後期基本計画総合実施計画に掲げる施策「障がいのある
人への支援」の趣旨に合致している。

　また，本事業への市民ニーズは常に存在し，要望もあ
り，事業は継続していく必要がある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　本事業は，高知市日常生活用具給付事業実施要綱に基
づき実施しており，評価指標である適正な支給事務の執
行が十分に達成している。

　また，事業内容については，社会・財政状況や市民の
ニーズに応じて見直しを行っており，内容はおおむね妥
当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　「障害」の「害」という文字の表記について，漢字と平仮名が混在しているため，整理をすること。

総
合
点

15.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

　本事業は，障がいのある人や家族が必要なときに必要な支援を受けながら，住み慣れた地域でその人らしく暮ら
すことができるために不可欠な事業であり，今後についても社会・経済状況及び市民のニーズに応じ，給付品目や
基準額等の見直しを行いながら，適正に事業を継続する。

○  B 改善を検討し，事業継続

　高知市日常生活用具給付事業実施要綱に基づき実施し
ており，受益者の公平性は保たれており，所得に応じた
受益者負担は適当である。

　現状では，高知県地域生活支援事業費補助金総額の割
当としては，市の負担割合額が超過傾向にある。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

3.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　市民からの給付申請により，高知市日常生活用具給付
事業実施要綱に基づき審査の上，用具を給付していく手
法が望ましい。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

06

16

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

上田　和久

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 補装具給付事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

○

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律，同法施行令及び施行規則

高知県障害者自立支援給付費負担金事務処理交要領

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 障がい福祉課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

身体障がい者の失われた身体機能を補うことにより，身体障がい者の日常生活や社会生活（職業生活）の便宜を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

身体障がい者の失われた身体機能を補い，その日常生活や社会生活（職業生活）の便宜を図るため，用具（補装具）を支給

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 補装具を必要としている身体障害者手帳所持者
事業開始年度 昭和25年度

事業終了年度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具業者の登録等に関する規則

高知県障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

Ａ 適正な交付決定事務の執行

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画に基づく

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

実績 適正に執行した 適正に執行した 適正に執行した

目標
評
価
指
標

Ａ 適正な交付決定事務の執行
目標 適正に執行する 適正に執行する

Ｂ

Ｃ

実績

適正に執行する 適正に執行する

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 83,199 82,869 91,451

 県費 (千円) 21,190 20,353 23,620 21,183

84,366

 一般財源 (千円) 19,981 22,019 21,082

国　　1/2
県　　1/4
市　　1/4

財
源
内
訳

 国費 (千円) 42,028 40,497 46,749 42,000

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

21,183

750

 人役数 (人) 1.50 1.50 1.50 1.50

7,850

正職員　１人役
会計年度職員　0.5人役

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 8,050 8,150 8,050

750 750

0.50

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 91,249 91,019 99,501 92,216

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人) 0.50 0.50 0.50

②
概
算
人
件
費
等

750

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 278 280 308

障がいのある人への支援

施
策
の
目
的

　障がいのある人やその家族が，必要なときに必要な支援を
受けながら，その人らしく地域の中で暮らすことができる社
会をめざします。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　身体障がい児・者又は難病等の方の身体上の障がいを補い，日常生活や職業生活の能率向上を図ることを目的として，補装具の支給をしており，障がい
児・者の自立生活の安定に寄与している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　本事業は，障がいのある人が，住み慣れた地域で自分
らしく安心して健やかな生活を送るために必要な事業で
あり，本市総合計画後期基本計画総合計画に掲げる「障
がいのある人への支援」の趣旨に合致している。

　また，本事業への市民ニーズは常に存在しており，事
業は継続していく必要がある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　本事業は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援する法律及び国の指導指針等に基づき実施してお
り，評価指標でである適正な交付決定事務の執行につい
てはおおむね達成している。

　また，補装具の支給が障がい者の自立生活の安定に有
効に機能しており，事業内容は妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　「障害」の「害」という文字の表記について，漢字と平仮名が混在しているため，整理をすること。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び国の指針等に基づく制度であり，
今後についても国の制度に沿って，適正に事業を継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律及び国の指針等に基づき実施しており，公平性
は保たれている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　交付決定については，県の判定機関に判定依頼，また
は技術的助言を依頼しており，適正な事務の執行ができ
ている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

06

16

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

障がいのある人への支援

施
策
の
目
的

　障がいのある人やその家族が，必要なときに必要な支援を
受けながら，その人らしく地域の中で暮らすことができる社
会をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 2,995 2,959 2,756

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 982,470 963,132 891,357 889,828

(人) 1.50 1.50 1.50 1.50

 その他 (人) 0.50 0.50 0.50

②
概
算
人
件
費
等

750

 正規職員

正職員　1.5人役
会計年度職員　0.5人役

 正規職員 (千円) 10,950 11,100 10,950 10,650

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 11,700 11,850 11,700

750 750

0.50

476,108

750

 人役数 (人) 2.00 2.00 2.00 2.00

11,400

財源
　県　1/2
　市　1/2

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 970,770 951,282 879,657

 県費 (千円) 404,028 383,471 326,279 402,320

878,428

 一般財源 (千円) 566,742 567,811 553,378

適正に執行する 適正に執行する

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 適正に執行した 適正に執行した 適正に執行した

目標
評
価
指
標

Ａ 適正な助成事務の執行
目標 適正に執行する 適正に執行する

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 適正な助成事務の執行

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の基づく

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

重度心身障がい児・者に対し，保険給付に伴う自己負担分を助成することにより，障がい児・者の保健の向上及び福祉の増進を図
る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

社会保険等に加入し，対象となる障がい程度の重度心身障がい児・者に対し，保険診療の医療費自己負担分を助成

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に
重度心身障がい児・者（①身体障がい者１・２級の方　②療育手帳Ａの方　③18歳未満で身体障害
者手帳３・４級と療育手帳Ｂ１合併障がいの方）※平成15年10月１日から65歳以上で新たに受給資
格を取得した方については，市民税非課税世帯の者のみ助成対象。

事業開始年度 昭和49年度

事業終了年度

高知市福祉医療費助成条例，高知市福祉医療費助成条例施行規則

高知市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等
高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
高知県重度心身障害児・者医療費助成事業実施要項

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 障がい福祉課 所属長名 上田　和久

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 重度心身障害児・者医療費助成事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　認定及び受給者証発行事務については，行政が実施し
ていく必要がある。被用者保険分の助成医療費の請求・
支払に関しては，令和２年10月診療分から社会保険診療
報酬支払基金に委託先を変更し，併用レセプト化するこ
とで，高額療養費の支給申請事務の軽減を図ることがで
きた。

　しかしながら，受領証の医療機関等での非提示や県外
の医療機関等では使用することができないことから，被
保険者からの代理受領の同意事務は多少残っている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　「障害」の「害」という文字の表記について，漢字と平仮名が混在しているため，事業名も含めて整理をすること。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業は障がい者にとって不可欠なものであり，事業継続が必要である。
　被用者保険分の社会保険診療報酬支払基金への移行も円滑に行うことができ，更なる事務改善に努める。

 B 改善を検討し，事業継続

　本事業は要綱に基づく事業であり，対象者の要件，自
己負担については県要綱で定められたものである。事業
の性格から，支援の必要が高い重度心身障がい者を対象
としていることは妥当と考えられる。また，年金収入等
に頼る方が多い重度心身障がい者の経済状況を考慮する
と自己負担分の助成についても妥当と考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　本事業は，障がい者の健康の保持や福祉の増進，経済
的な自立の面でも有効に機能していると考える。

　また，助成方法も現物給付方式を基本とすることで，
医療費の一部自己負担や助成申請等の手続きが不要とな
り，助成対象となっている重度心身障がい者にとって利
用しやすい事業内容となっている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　障がい者が安心して暮らすためには，医療の保障は必
要不可欠である。医療費の自己負担分を軽減することに
より，医療を安心して受けられるようにする本事務の必
要性は高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　就労等が困難なため、低所得など経済的に厳しい状況の方が多い重度心身障がい者の医療費の負担軽減を図ることで，次の①②に寄与している。
　①経済的理由により適切な医療が受けられないことがないよう，障がい者が必要な医療を安心して受けられることにより，疾病の重症化の予防及び健康
の保持や福祉の増進。
　②長期治療が必要な疾病や入院等が必要な場合は医療費が高額になるため，本人や家族にとっては経済的に負担が重くなるため，負担を軽減することに
より，障害者の自立生活の安定。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

02

06

17

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

－

ＳＤＧｓローカル指標

障がいのある人の社会参加の促進

施
策
の
目
的

　障がいのある人が，地域の中で社会参加しながら自立して
暮らすことができる社会をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 89 88 84

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 29,275 28,734 27,032 27,641

(人) 0.30 0.30 0.30 0.30

 その他 (人) 0.50 0.50 0.50

②
概
算
人
件
費
等

750

 正規職員

正職員　　0.3人役
会計年度任用職員　0.5人役

 正規職員 (千円) 2,190 2,220 2,190 2,130

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 2,940 2,970 2,940

750 750

0.50

23,761

750

 人役数 (人) 0.80 0.80 0.80 0.80

2,880

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円) 1,000 1,000 1,000 1,000

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 26,335 25,764 24,092

 県費 (千円)

24,761

 一般財源 (千円) 25,335 24,764 23,092

適正に執行する 適正に執行する

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 適正に執行した 適正に執行した 適正に執行した

目標
評
価
指
標

Ａ 適正な事務の執行
目標 適正に執行する 適正に執行する

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 適正な事務の執行

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

高知市在宅重度障害者移動支援事業実施要綱に基づく支援の実施

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

在宅の重度障がい者が，通院，会合及び訪問等にタクシーを利用する場合又は自動車燃料を給油する場合に，その料金の一部を助成
することにより，社会参加を促進し活動範囲を広め，重度障がい者の福祉の増進を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

移動が困難な障がい者に対し，通院・会合・訪問等にタクシーや自家用車を利用する場合の費用の一部をチケットにより助成

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に

高知市内に居住し，身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方のうち次にいずれかに該当する方　（１）下肢又は体幹
機障がいの１級及び２級の方　（２）体幹又は下肢に４級以上の障がいがあり，上肢の障がいと合わせて１級又は２級の障
がいとなる方　（３）視覚障がい１級の方　（４）呼吸器機能障がい１級のうち，常時酸素ボンベの携帯が必要な方
（５）療育手帳Ａ１の方

事業開始年度 昭和52年度

事業終了年度

高知市在宅重度障害者移動支援事業実施要綱

鏡村福祉タクシー事業実施要綱（平成23年４月１日より一部適用対象外）

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 障がい福祉課 所属長名 上田　和久

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 在宅重度障害者移動支援事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

3.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　平成13年４月から郵送による受付・発送を開始し，重
度障がい児・者の利便性の向上を図ったが，例年４月に
は窓口での交付が集中している。

　また，合併時の経過を踏まえ制度の相違のある鏡地区
については，交付手法等検討の余地がある。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　「障害」の「害」という文字の表記について，漢字と平仮名が混在しているため，事業名も含めて整理をすること。

総
合
点

14.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

　本事業は，障がいのある人の社会参加の促進のため不可欠なものであり，事業継続が必要であるが，社会・経済
状況の応じて適正に改善し，実施していく。

○  B 改善を検討し，事業継続

　高知市在宅重度障害者移動支援事業実施要綱及び鏡村
福祉タクシー事業実施要綱に基づき実施されており，事
業の受益者の公平性はおおむね保たれている。

　事業実施の財源は，鏡地区には過疎債が充当されてお
り，おおむね妥当である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

C

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　本事業は，高知市在宅重度障害者移動支援事業実施要
綱に基づき実施しており，評価指標である適正な事務の
執行は十分に達成している。

　また，事業内容については，社会・経済状況により見
直しをしており，障がい者の社会参加促進に有効な事業
であり，内容はおおむね妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は，障がいのある人が，住み慣れた地域で安心
して自分らしく暮らせる支え合いのあるまちの実現をめ
ざすために必要な事業であり，本市総合計画後期基本計
画に掲げる施策「障がいのある人の社会参加に促進」の
趣旨に合致している。

　また，本事業への市民のニースは常に存在しており，
事業は継続していく必要がある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　障がい者の社会参加促進のため，平成12年度から従来の福祉タクシー事業とガソリン費助成事業の２つの事業を併せて本市独自の事業としてチケット事
業に改め実施し，平成13年度からは郵送による受付・発送を開始し，重度障がい児・者の利便性を図っている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

02

06

14

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

石塚　栄一

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 高齢者の生きがいづくり促進事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

老人福祉法

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 高齢者支援課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

教養講座及びレクリエーションその他に自主的かつ積極的に参加することにより，心身の健康の保持に資する

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

老人福祉施設講座及び高齢者講座を開催する

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市に居住する60歳以上の者
事業開始年度 平成10年度

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 老人福祉施設講座の受講者数

Ｂ 各健康福祉センター高齢者講座の受講者数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

延べ参加者数を増やし，一人でも多く外出の機会を創出する

延べ参加者数を増やし，一人でも多く外出の機会を創出する

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

延べ受講者数については，高
齢者講座は横ばい，老人福祉
施設講座は減少。地域受講生
の高齢化による。

　令和２年度はコロナウイル
ス感染症予防のため，休講や
定員減となり，開催数・受講
者数は大幅減となった。

実績 8,462人 7,074人 3,765人

目標 16,788人
評
価
指
標

Ａ 老人福祉施設講座の受講者数
目標 15,424人 9,404人

Ｂ
各健康福祉センター高齢者講
座の受講者数

16,788人

Ｃ

16,788人 5,723人

実績 8,049人 7,754人 3,943人

11,115人 9,535人

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 18,001 18,506 12,969

 県費 (千円)

15,411

 一般財源 (千円) 18,001 18,506 12,969

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

15,411

0

 人役数 (人) 0.30 0.30 0.30 0.30

2,130

 正規職員 (千円) 2,190 2,220 2,190 2,130

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 2,190 2,220 2,190

0 0

0.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 20,191 20,726 15,159 17,541

(人) 0.30 0.30 0.30 0.30

 その他 (人) 0.00 0.00 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 62 64 47

生きがいづくりと介護予防の推進

施
策
の
目
的

　高齢者が，住み慣れた地域で元気にいきいきと暮らすこと
ができるように，生きがいづくりや多様な社会参加を促進す
るとともに，地域における主体的な介護予防活動を推進しま
す。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

（老人福祉施設講座）
　直営講座であるため，毎月の講師料の支払いや業務依頼した館や受講生とのやり取りに手間を要する。
　H30年度に開催人数の下限を設け事業効果や内容等の検討を行ったが，H30年度以降も講師及び受講生の高齢化に伴い廃止申出のある講座が年間１～２講座
ある。
　事業の効果や内容については，引き続き調査と検証が必要である。

（高齢者講座）
　初心者向け講座として開催し，業務を老人クラブ連合会に委託している。
　単年度利用であるため，受講生の確保に苦慮する講座もあり，講座内容の刷新や初心者向けである必要性の検証等も必要である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

B

3.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

（老人福祉施設講座）
　地域住民が受講生であるためニーズは固定している。地
域の高齢化に伴う受講生の減少はあるが，地域における高
齢者の学びと集いの場となっている。

（高齢者講座）
　受講対象となるのは市内居住の初心者で，受講期間は単
年度であるため受講者は毎年入れ替わる。委託事業者によ
り講座差し替えや受講者確保のための努力は行われてお
り，受講者数は一定に保たれている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

（老人福祉施設講座）
　地域の高齢化により，受講者数は減少傾向にある。
　講座開始時からの講師が多く高齢化が進んでおり，不活
性な状態に陥っている講座もある。H30年度以降，受講者
数の下限を設け有効性について検討を行っている。

（高齢者講座）
　定員に達しない場合は講座の入れ替えを行っており，入
れ替える講座の内容については都度検討されている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

13.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続 （老人福祉施設講座）
　地域における直営講座のニーズや生きがいづくりの場のあり方について調査し，業務形態については事務負担の軽
減について検討を行う。
（高齢者講座）
　次代の高齢者の生きがいづくりについて調査し，初心者向け無料講座の必要性や新たなニーズに基づいた講座づく
りを検討する。

○  B 改善を検討し，事業継続

（老人福祉施設講座）
　小街単位程度の地域住民の参加がほとんどである。
　老人福祉センター等の貸室料，講師料共に受講者の負担
なし。

（高齢者講座）
　単年度募集の初心者向け講座であるため，受講機会は均
等である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

（老人福祉施設講座）
　直営講座であるため事務が繁雑である。

（高齢者講座）
　適切に運営されている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

06

14

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

石塚　栄一

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 高知市老人クラブ連合会補助金
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

老人福祉法，（国）老人クラブ活動事業実施要綱在宅福祉事業費補助金交付要綱

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 高齢者支援課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

老人福祉法に基づき，心身の健康の保持に資するための健康保持事業を実施し，老人福祉の増進を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業を行い，補助金を交付する

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 単位老人クラブ，高知市老人クラブ連合会
事業開始年度 昭和38年度

事業終了年度

高知市老人クラブ等運営事業費補助金交付要綱

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 地域老人クラブ数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

地域の交流団体の維持向上

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

実績 149クラブ 144クラブ 133クラブ

目標
評
価
指
標

Ａ 地域老人クラブ数
目標 165クラブ 155クラブ

Ｂ

Ｃ

実績

180クラブ 135クラブ

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 17,024 16,826 15,763

 県費 (千円)

16,205

 一般財源 (千円) 11,350 11,218 10,510

財
源
内
訳

 国費 (千円) 5,674 5,608 5,253 5,400

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

10,805

 人役数 (人) 0.01 0.01 0.01 0.01

71

 正規職員 (千円) 73 74 73 71

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 73 74 73

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 17,097 16,900 15,836 16,276

(人) 0.01 0.01 0.01 0.01

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 52 52 49

生きがいづくりと介護予防の推進

施
策
の
目
的

　高齢者が，住み慣れた地域で元気にいきいきと暮らすこと
ができるように，生きがいづくりや多様な社会参加を促進す
るとともに，地域における主体的な介護予防活動を推進しま
す。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　単位老人クラブ数は微減傾向にあるが，会員の減少によるものであり減少は最小限にとどまっている。
　新規会員の加入，活動の活性化を課題とする。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　高齢化による会員数の減少と新規加入者の減少によ
り，活動の不活性化を招く恐れが生じている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　クラブ数は微減傾向にあるが，会員の高齢化を理由と
するものであり，減少は最小限にとどまっている。

　会員数の減少や高齢化により，活動内容の充実や継続
が困難となるケースが生じている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

C
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

15.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

　他事業と重複する内容については調査し，少数となった単位老人クラブの活動については，老人クラブ連合会と
活動のあり方を検討する。

○  B 改善を検討し，事業継続

　対象者は全老人クラブ会員であり単位老人クラブ事の
申請に基づき，適正に補助金の交付を行っている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　現状が望ましい。

　地域交流デイサービス事業内容と，生きがいづくり活
動等の内容に重複がみられる。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

02

06

15

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

高齢者の地域生活支援

施
策
の
目
的

　高齢者が自立した生活を営むことができるように，関係機
関の連携により医療，介護，予防，住まい，地域における生
活支援などが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの
構築をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 61 59 60

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 20,176 19,047 19,316 20,174

(人) 2.00 2.00 2.00 2.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 14,600 14,800 14,600 14,200

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 14,600 14,800 14,600

5,974

 人役数 (人) 2.00 2.00 2.00 2.00

14,200

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 5,576 4,247 4,716

 県費 (千円)

5,974

 一般財源 (千円) 5,576 4,247 4,716

50件 33

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 27件 22件 23件

目標
評
価
指
標

Ａ
住宅改造助成事業費実施利用
件数

目標 46件 33件

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 住宅改造助成事業費実施利用件数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

事業の実施件数の把握

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

住み慣れた住宅で安心して健やかな生活を送ることができる

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

手すり設置等の住宅改造費用を助成

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 介護保険の要支援・要介護認定を受けた高齢者
事業開始年度 平成12年

事業終了年度

高知市住宅改造助成事業実施要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 高齢者支援課 所属長名 石塚　栄一

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 住宅改造助成事業
所管部局 健康福祉部 部局長名 大野　正貴
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　申請書類の不備が多くみられ，実施決定までの時間を
要し，施工業者への説明・周知方法等課題は多い。

　他課事業との併用は不可としており，統合可能な類似
事業はない。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

14.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

　助成の決定に当たっては，精査する項目が多く事務負担も大きいが，高齢者の方が在宅生活を継続するためには
必要不可欠な事業であるため，可能な範囲で事務改善を図りながら継続する。

○  B 改善を検討し，事業継続

　一人一住宅に一回のみ利用が可能であるため，受益機
会は公平である。

　申請内容については充分に審査を行っており，助成額
は適正である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

C

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　実績数，一件当たりの助成額は横ばい。
（H30年度20.7万円/人→R２年度20.5万円/人）

　申請内容に対する助言や工事完了後のモニタリングを
通じ，成果向上を目指している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　高齢者の在宅支援事業として実績数は横ばい。

　一件当たりの助成額も横ばい。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

B

3.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　住宅改造に当たっては，１件にかかる時間と市民満足度を数値で表しづらいものであるため，完了検査時のモニタリングなどを通じ，市民の意見を踏ま
え改善していく必要がある。
　工事規模が大掛かりな案件が増え，対象となる経費の算定が複雑で，専門的知識を要する。住宅改造は個人の資産形成に公費を使うことにもなりかねな
いため，身体的な理由による必要性を確認していくことが重要となっている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

24

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

久松　昌弘

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 児童手当
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆

○

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

児童手当法　児童手当施行令　児童手当施行規則

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 子育て給付課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

児童養育家庭等の生活の安定に寄与するとともに，次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

中学校終了前の児童を監護する保護者（高知市に居住）に対し，月額10,000円（３歳未満の児童及び第３子以降で３歳以上の小学校
終了前の児童については，15,000円)を支給する。ただし，所得制限の適用を受ける者に対しては，月額5,000円を支給する。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 中学校終了前の児童を監護する保護者（高知市に居住）。ただし公務員を除く。
事業開始年度 昭和46年

事業終了年度

高知市児童手当事務取扱規則

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 適切な認定の実施

Ｂ 適切な支給の実施

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

児童数を把握することにより，予算管理の適正な実施。

給付事務の適正な実施。

ＳＤＧｓゴール 1

ＳＤＧｓターゲット

実績 100％ 100％ 100％

目標 100％
評
価
指
標

Ａ 適切な認定の実施
目標 100％ 100％

Ｂ 適切な支給の実施
100％

Ｃ

100％ 100％

実績 100％ 100％ 100％

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4,869,167 4,738,518 4,609,546

 県費 (千円) 738,144 719,716 702,082 696,073

4,568,189

0 0 0

 一般財源 (千円) 751,465 730,916 709,193

事務費及び扶助費

財
源
内
訳

 国費 (千円) 3,379,558 3,287,886 3,198,271 3,168,978

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円) 0

703,138

5,144

 人役数 (人) 4.25 4.25 4.25 4.25

19,344

正職員２名
会計年度職員
（12か月）２名
（３か月）１名

 正規職員 (千円) 14,600 14,800 14,600 14,200

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 18,742 18,232 19,674

4,142 3,432

2.25

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 4,887,909 4,756,750 4,629,220 4,587,533

(人) 2.00 2.00 2.00 2.00

 その他 (人) 2.25 2.25 2.25

②
概
算
人
件
費
等

5,074

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 14,899 14,612 14,314

心と体の健やかな成長への支援

施
策
の
目
的

　食育を推進し，適切な生活習慣の習得を支援するととも
に，子どもたちの健全な成長を周りの大人が見守り支えるこ
とで，子どもたちが生涯にわたって健やかな心と体を培い，
夢と希望を持って成長することができる環境を整えます。

法定受託事務

1.3

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

給付事務は，市民からの申請によるものであるため，申請もれがないよう出生，転入等の届出の際に周知し，適正な事務処理を行っている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

この事業は，国の法定受託事務として実施する事業であ
る。
市民意識調査からも子育て支援に対するニーズは高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

児童がいる家庭の生活の安定と児童の健全育成に寄与し
ている。
児童手当法に基づき，認定事務を行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援するため，制度の周知と
ともに適正な事務が行われている。

 B 改善を検討し，事業継続

国・県の負担を受け，市が行う事業であり，児童を養育
するものを対象としている。
家庭における生活の安定に寄与する目的で支給する手当
のため，受益者に負担を求める制度ではない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

転入や出生等により児童手当の申請漏れが生じないよう
に関係部署と連携を図っており，現況届についても，市
広報に掲載するとともに個人あてに通知をし，速やかに
処理を行っている。また，受給者の利便性向上のため，
マイナポータルを利用した子育てワンストップサービス
にも対応しており，各種手続きについて，電子申請が可
能としている。
手当の額は児童手当法で定められている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

03

08

24

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

1.3

ＳＤＧｓローカル指標

心と体の健やかな成長への支援

施
策
の
目
的

　食育を推進し，適切な生活習慣の習得を支援するととも
に，子どもたちの健全な成長を周りの大人が見守り支えるこ
とで，子どもたちが生涯にわたって健やかな心と体を培い，
夢と希望を持って成長することができる環境を整えます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 6,168 7,450 5,722

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 2,023,646 2,425,368 1,850,582 1,902,295

(人) 5.00 3.00 3.70 4.00

 その他 (人) 2.75 3.50 2.75

②
概
算
人
件
費
等

6,328

 正規職員

係長　　 1 人役
正職員　 3 人役
臨時職員 2.75人役
　12ケ月 ２名
  ９ケ月 １名

 正規職員 (千円) 36,500 22,200 27,010 28,400

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 56,245 26,059 33,338

5,468 3,859

2.75

1,248,707

6,734

 人役数 (人) 7.75 6.50 6.45 6.75

35,134

財
源
内
訳

 国費 (千円) 650,118 789,797 602,888 618,454

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 1,967,401 2,399,309 1,817,244

 県費 (千円)

1,867,161

 一般財源 (千円) 1,317,283 1,609,512 1,214,356

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標 100％
評
価
指
標

Ａ 適切な認定の実施
目標 100％ 100％

Ｂ 適切な受給の実施
100％

Ｃ

100％ 100％

実績 100％ 100％ 100％

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 適切な認定の実施

Ｂ 適切な受給の実施

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

児童数を把握することにより，予算管理の適正な実施。

給付事務の適正な実施。

ＳＤＧｓゴール 1

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに，児童の福祉の増進を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

離婚等により，父又は母と生計を同じくしていない児童等を監護，養育している者に児童扶養手当を支給

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 離婚等により，父又は母と生計を同じくしていない児童等を監護，養育している者
事業開始年度 昭和36年

事業終了年度

○

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

児童扶養手当法　児童扶養手当法施行令　児童扶養手当法施行規則

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 子育て給付課 所属長名 久松　昌弘

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 児童扶養手当
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　転入や出生等により児童扶養手当の申請漏れが生じな
いように関係部署と連携を図っており，現況届について
も，市広報紙に掲載するとともに受給者宛てに通知を
し，速やかに処理を行っている。
　手当の額は，児童扶養手当法で定められている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　ひとり親家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援するため，制度の周知とともに適
正な事務が行われ，適切な給付が行われている。

 B 改善を検討し，事業継続

　国の法律に基づき，市が行う事業であり，ひとり親家
庭等の児童を養育する者を対象としている。
　家庭における生活の安定に寄与する目的で支給する手
当のため，受益者に負担を求める制度ではない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　ひとり親家庭等の児童がいる家庭の生活の安定と児童
の健全育成に寄与している。
　児童扶養手当法に基づき，認定事務を行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　この事業は，国の法定受託事務として実施する事業で
ある。
　総合計画及び実施計画において，「子ども子育て支援
の充実」が施策としてあり，また市民意識調査では子育
て支援に対するニーズは高い。少子化により，受給世帯
数は，年々減少している。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　給付事務は，市民からの申請によるものであるため，申請漏れがないよう出生，転入等の届出の際に周知し，適正な事務処理を行っている。また，給付
に係る審査にあたっては，申請書と住民票や税情報等に相違がないか等の確認や，申請者に面会回数や面会方法等の聞き取り等の実施しており，本年度
は，家庭訪問等の調査等を重点的に行うことにより，適正な給付事務処理を行っている。
　また，手当の支給時期の改正や，年金併給制度の改正，税制改正に伴う支給計算方法の改正等，毎年度大幅な制度改正が行われており，これに伴うシス
テム改修，システムに合わせた事務の見直し等を行っており，年々事務が複雑化，煩雑化しているほか，申請者約4,000人弱に対し，正規職員が３名と１人
が約1,000人の世帯を担当しており，正規職員の増員が必要である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

02

06

16

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

4.1， 4.2

ＳＤＧｓローカル指標

障がいのある人への支援

施
策
の
目
的

　障がいのある人やその家族が，必要なときに必要な支援を
受けながら，その人らしく地域の中で暮らすことができる社
会をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 75 73 72

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 24,465 23,922 23,153 23,632

(人) 3.00 3.00 3.00 3.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 21,900 22,200 21,900 21,300

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 21,900 22,200 21,900

2,332

 人役数 (人) 3.00 3.00 3.00 3.00

21,300

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 2,565 1,722 1,253

 県費 (千円)

2,332

 一般財源 (千円) 2,565 1,722 1,253

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ 個別指導計画の作成率
目標 80％ 90％

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 個別指導計画の作成率

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

個別指導計画の作成により，子どもの発達の課題や手立てについて保護者との共通理
解を図る。

ＳＤＧｓゴール 4

ＳＤＧｓターゲット

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

子どもの日常生活における基本動作の習得や集団活動への適応を目指す。保護者の子育てに対する悩みや不安が軽減する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

親子で通園することで，子どもの日常生活における基本動作や集団活動への適応等に向けての支援を行うとともに，保護者の子育て
に対する悩みや不安に対する支援を行う。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 発育や発達に遅れや不安のある未就園の子どもと保護者
事業開始年度 平成元年度

事業終了年度

高知市ひまわり園条例

高知市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画，第2期高知市子ども・子育て支援事業計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

児童福祉法，発達障害者支援法

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 子ども育成課 所属長名 安松　久恵

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 親子通園施設ひまわり園
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　親子で通園することにより，子どもは日常生活におけ
る基本動作の習得や集団活動への適応力を高め，保護者
は子どもと関わりながら子どもの特性へを理解を深め手
だてを学ぶことができるため，手法は妥当である。

　費用についてはほとんどが職員人件費であり，コスト
削減等は困難である。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　発達に特性のある子どもと，その保護者に対して丁寧な支援を実施しており，早期療育に加え，保護者の不安解
消や保護者同士の交流などの効果が評価される。
　今後も，発達に特性のある子どもとその保護者への支援のために継続して取り組んでいく。

 B 改善を検討し，事業継続

　ひまわり園の利用は，子ども発達支援センターへ子ど
もの発達に関する相談があった際に，子どもの年齢や発
達の特性による課題等に対し，ひまわり園への親子通園
が有効と判断した場合に案内しており，公平性は保たれ
ている。

　通常の通園については，特に参加料を徴収していない
が，昼食は持参しており，妥当である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　子どもの発達の課題や手だてについて保護者と職員が
共通意識を持って取り組むために，先ず，個々の子ども
の特性に応じた個別支援計画を立てて支援に取り組んで
いる。
　
　本事業の活用によって就園された保護者の方からは，
ひまわり園に通園したことで集団生活に溶けこむことが
でき，困り感が軽減されたとの声をいただいており，事
業の効果があるものと考える。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は，第２期子ども・子育て支援事業計画に掲げ
る事業である。

　発達障害についての保護者の関心は高まっており，特
に就園前の幼児健診等で特性を指摘された児童の保護者
などには必要な受け皿の一つであり，市民ニーズは高
い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　子どもに対しては，遊びや生活を通して，社会性を養い，コミュニケーション力を育てるとともに，生活リズムを整えながら，食事，排泄，着脱などの
基礎を身に付けられるよう支援している。保護者に対しては，子どもの発育，発達の理解を深め，接し方や遊び方を学ぶとともに，学習の機会や保護者同
士の交流を大切にしている。
　個別指導計画により，保護者と職員が子どもの状態や指導の手立てについて共有し，共通認識をもって日々の活動に取り組むことができている。就園の
際には，個別移行支援シートにより発達の状況や指導の手立てについて就園先との共有を図っている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

23

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

安松　久恵

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 病児保育事業
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

子ども・子育て支援法第59条

高知県地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 子ども育成課 所属長名

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

病中又は病気の回復期のため保育所や小学校等での集団生活ができない児童を預かり，保護者の育児と就労の両立支援と児童の健全
な育成を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・病中又は病気の回復期にある子どもで，保護者の勤務の都合等のため家庭で保育できない場合に，医療機関等に併設する施設で一
時預かりを実施
・保育士及び看護師が保育に従事

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 病中又は病気の回復期にあり，集団保育が困難である小学校３年生までの児童
事業開始年度 平成８年度

事業終了年度

高知市病児保育事業実施要綱

第２期高知市子ども・子育て支援事業計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業実施施設数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

病児・病後児保育を実施を委託している施設数

ＳＤＧｓゴール 4

ＳＤＧｓターゲット

・５施設のうち子ども育成課
所管施設（病児対応）４，保
育幼稚園課所管施設（病後児
対応）１

実績 5施設 5施設 5施設

目標
評
価
指
標

Ａ 事業実施施設数
目標 4施設 5施設

Ｂ

Ｃ

実績

5施設 5施設

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 37,196 35,105 30,826

 県費 (千円) 12,398 11,701 10,274 12,095

36,293

0 0 0

 一般財源 (千円) 12,400 11,703 10,278

・子ども･子育て支援交付金
（国1/3， 県1/3）

財
源
内
訳

 国費 (千円) 12,398 11,701 10,274 12,101

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 0 0 0 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0

12,097

 人役数 (人) 0.15 0.15 0.15 0.15

1,065

 正規職員 (千円) 1,095 1,110 1,095 1,065

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 1,095 1,110 1,095

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 38,291 36,215 31,921 37,358

(人) 0.15 0.15 0.15 0.15

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 117 111 99

子ども・子育て支援の充実

施
策
の
目
的

　妊娠・出産期，乳幼児期，学童期それぞれの段階に応じ
て，関係者の理解を深め，連携を進め，子育て家庭が社会か
ら孤立しないよう相談体制・相談機能の充実を図るなど，地
域社会の温かい見守りの中，連続性・一貫性のある切れ目の
ない総合的な子育て支援を実施し，子どもが安心して健やか
に育つことができるまちづくりをめざします。

法定受託事務

4.1， 4.2

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

●市内では，前葉委託施設の他に市立保育所併設の病後児保育施設１施設を市直営で運営し，さらに訪問型病児保育１事業所に運営費の補助を行ってい
る。
●就労している保護者の就労保障の一環となっている。
●核家族化が進み，気軽に子どもを預かってもらえる人がいない保護者が増えている。特に，病気であれば預かってくれる人はなかなか見つからない。子
どもは急に発病することも多く，事前に準備することが困難なため，病気の児童を安全な空間で預かる体制を整えることにより，保護者が安心して育児と
就労の両立ができる環境を整えていく。
●令和２年度は新型コロナウイルス感染防止のため，各施設とも確定診断がある児童のみの預かりとするなど対策を講じてきたが，事業の利用者数は大幅
に減少となっている。今後は，保護者が安心して利用できるよう継続して新型コロナウイルス感染症対策を図っていく。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　法令に基づく事業であり，本市総合計画，第２期子ど
も･子育て支援事業計画に掲げる事業である。

　活動件数は年度により変動はあるが，本市は核家族・
共働きの割合が高く，市民ニーズは高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　平成29年度に宮前保育園に病後児保育事業が開設され
たことで，目標数値は達成できた。

　なお，感染症等の流行は年度ごとに相違しており，感
染症の種類の違いによって定員に至ってなくても，同室
での保育ができないなどの理由により，結果利用をお断
りをせざるを得ないケースもある。
　なお令和元年度からは訪問型病児保育事業も開設し，
そういうケースを減らす手立ても行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　病児保育事業は，仕事が休めない保護者への支援であり，子育てのセーフティネットでもある。
　新型コロナウイルス感染症に伴う利用者の減少により，国は事業の安定化のために補助制度の見直しを行ったた
め，事業の運営状況に注視しながら，子育てのセーフティネットの維持を図る。

 B 改善を検討し，事業継続

　事業については，広報あかるいまちやホームページへ
の掲載，また，母子手帳交付時やあかちゃん訪問などで
配布する「こうちし子育てガイドぱむ」でも紹介してお
り，公平性は保たれている。

　施設での預かり保育，訪問での保育に係る経費につい
ては，受益者負担の観点からも適性であると考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　本事業の実施については医療法人や社会福祉法人に委
託しており（病後児保育は直営），訪問型についてはＮ
ＰＯ法人に補助金を支出している。
　補助基準額は子ども子育て支援交付金要綱に定められ
ており，要綱に基づいた委託料や補助金の決定をしてお
り，妥当である。

　事業経費については委託先や補助事業者と精査してい
る。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

03

08

23

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

4.1

ＳＤＧｓローカル指標

子ども・子育て支援の充実

施
策
の
目
的

　妊娠・出産期，乳幼児期，学童期それぞれの段階に応じ
て，関係者の理解を深め，連携を進め，子育て家庭が社会
から孤立しないよう相談体制・相談機能の充実を図るな
ど，地域社会の温かい見守りの中，連続性・一貫性のある
切れ目のない総合的な子育て支援を実施し，子どもが安心
して健やかに育つことができるまちづくりをめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 163 158 158

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 53,543 51,352 50,978 61,742

(人) 0.20 0.20 0.20 0.20

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 1,460 1,480 1,460 1,420

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 1,460 1,480 1,460

20,736

 人役数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.20

1,420

財
源
内
訳

 国費 (千円) 12,311 11,040 10,692 19,793

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 52,083 49,872 49,518

 県費 (千円) 19,805 16,560 16,038 19,793

60,322

 一般財源 (千円) 19,967 22,272 22,788

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ 市立小学校における実施率
目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 市立小学校における実施率

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

市立小学校・義務教育学校における子ども教室の実施率

ＳＤＧｓゴール 4

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け，子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる
環境づくりを推進する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して開設。校内の施設を利用して，地域住民の参画を得て，子どもたちと勉強やス
ポーツ・交流活動等を行う。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 放課後子ども教室入会児童とその保護者
事業開始年度 平成19年度

事業終了年度

高知市放課後子ども教室推進事業実施要綱

第２期高知市子ども･子育て支援事業計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

学校・家庭・地域連携事業費補助金交付要綱

-

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 子ども育成課 所属長名 安松　久恵

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 放課後子ども教室推進事業

所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　本事業は文部科学省の「学校・家庭・地域の協力推進
事業」の一つであり，国要綱等に基づく運営がなされて
いる。

　事業運営には，要綱に基づき国県補助を充て賄ってお
り，妥当である。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続 　少子化により小学校の児童生徒数は減少しているが，子ども教室参加希望児童数は増加しており，ニーズは非
常に高い。
　第２期高知市子ども・子育て支援事業計画に基づき，児童の安全・安心な居場所として今後も事業を継続して
行うとともに，国の「新・放課後子ども総合プラン」に定められた放課後児童クラブとの連携について，学校や
地域とも協議を進めていきたい。

 B 改善を検討し，事業継続

　子ども教室については全ての小学校・義務教育学校で
開設されており，公平性が担保されている。

　財源は国要綱に基づき，国県補助が充当され，一般財
源の縮小に努めている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　開設施設数については，全小学校・義務教育学校で開
設されており，目標は達成。
　
　地域指導員との交流が図られる中，子どもの安全安心
な居場所が確保されており，妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は文部科学省の「学校・家庭・地域の協力推進
事業」の一つであり，第２期子ども・子育て支援事業計
画に掲げる事業の一つである。

　放課後児童クラブのない小学校・義務教育学校におい
ては，子ども教室の年間開設日数が平均で200日を超え
ており，また，放課後児童クラブを実施している小学校
においては，主に学習支援を重点的に実施しており，い
ずれも参加児童も多くニーズが高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　実行委員会は学校関係者や保護者を始め，青少年活動や交通安全活動などをしている地域住民で構成されており，実際の活動にも，地域の方が多く関
わっている。地域社会での子どもの見守り，育成が行われ，地域と子どもをつなぐ役割を担っている。
　また，子ども教室実施校校長，保護者の参加による放課後児童等対策推進委員会では，より実態に沿ったニーズの把握に努めている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

23

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 70 76 64

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 22,848 24,870 20,572 26,137

(人) 0.10 0.10 0.10 0.10

 その他 (人) 0.10 0.10 0.10

②
概
算
人
件
費
等

221

 正規職員

 正規職員 (千円) 730 740 730 710

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 951 961 951

221 221

0.10

11,254

221

 人役数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.20

931

財
源
内
訳

 国費 (千円) 11,936 9,752 11,450 11,296

 その他 (千円) 2,275 2,573 3,231 2,656

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 21,897 23,909 19,621

 県費 (千円)

25,206

 一般財源 (千円) 7,686 11,584 4,940

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ
母子保健コーディネーター等
による面接率

目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

ＳＤＧｓターゲット 3.1　3.2

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

Ｄ

ＳＤＧｓゴール 3 ＳＤＧｓローカル指標

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標 指 標 設 定 の 考 え 方

Ａ 母子保健コーディネーター等による面接率
助産制度利用が必要と認められる者に，適切な入所措置を行うため，専門職による面
接を実施

Ｂ

Ｃ

意図
どのような状態
にしていくのか

経済的負担を軽減し安心して出産を迎えることにより母子保健の向上及び児童福祉の増進を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

助産施設における助産が必要な者を助産施設に入所委託を行い，助産費用を負担する。（一部自己負担あり）

対象 誰(何)を対象に
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない
妊産婦

事業開始年度 昭和27年から

事業終了年度

県条例・規則・要綱等

市条例・規則・要綱等 高知市助産施設における助産の実施に関する規則

その他（計画，覚書等）

谷村　守敏

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

施
策
の
目
的

　妊娠・出産期，乳幼児期，学童期それぞれの段階に応じ
て，関係者の理解を深め，連携を進め，子育て家庭が社会か
ら孤立しないよう相談体制・相談機能の充実を図るなど，地
域社会の温かい見守りの中，連続性・一貫性のある切れ目の
ない総合的な子育て支援を実施し，子どもが安心して健やか
に育つことができるまちづくりをめざします。

政策

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 助産施設措置事業
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆

子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策 子ども・子育て支援の充実

法定受託事務

法律・政令・省令 児童福祉法第22条

所管部署 母子保健課 所属長名
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

今後も適切に入所を措置するとともに，安全な出産ができるよう指導・支援していく。
 B 改善を検討し，事業継続

入所対象者は，法令等で規定されており，公平性は保た
れている。

　受益者負担は，法令等で規定されており，適正であ
る。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

  本事業は，高知県内の４か所の公的医療機関（市内３
か所，市外１か所）に委託し実施している。

　入院助産に要する費用は，法令で規定されている。

事業実施手法の妥当性

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　入院助産が必要と認められる妊産婦に対しては，適切
に入所を措置するとともに，母子保健コーディネーター
等の面接により保健指導等が必要と判断される場合は，
安全な出産ができるよう保健師による指導・支援を実施
している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

4.0

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　法令に基づく事業であるとともに，本市総合計画に掲
げる事業である。

　入所者数は年度により変動はあるが，母子の保健の向
上及び児童の福祉の増進を図るために必要な事業であ
る。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

助産制度利用者の中には，経済的理由等を背景に不安定な生活状況に置かれ，ハイリスク妊産婦となるケースがあり，産後も継続的な支援が必要な場合も
あるため，専門職による関わりが重要である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

23

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

3.1 3.2

ＳＤＧｓローカル指標

子ども・子育て支援の充実

施
策
の
目
的

　妊娠・出産期，乳幼児期，学童期それぞれの段階に応じ
て，関係者の理解を深め，連携を進め，子育て家庭が社会か
ら孤立しないよう相談体制・相談機能の充実を図るなど，地
域社会の温かい見守りの中，連続性・一貫性のある切れ目の
ない総合的な子育て支援を実施し，子どもが安心して健やか
に育つことができるまちづくりをめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 24 54 74

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 7,786 17,637 24,073 27,240

(人) 0.20 0.54 1.00

 その他 (人) 3.00 4.00 5.00

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

「人件費等」のうち「その
他」は，母子保健コーディ
ネーターの報酬であり，事業
費に含まれている。
30年度　6,769千円
元年度　8,369千円
2年度 13,235千円
3年度 19,200千円

 正規職員 (千円) 0 1,480 3,942 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 0 1,480 3,942

7.00

6,714

 人役数 (人) 3.00 4.20 5.54 8.00

7,100

R2会計年度任用制度開始によ
りコーディネーター人件費は
まとめて会計年度任用職員給
与費へ変更

財
源
内
訳

 国費 (千円) 2,595 5,385 6,710 6,713

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 7,786 16,157 20,131

 県費 (千円) 2,595 5,385 6,710 6,713

20,140

 一般財源 (千円) 2,596 5,387 6,711

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ
母子健康手帳交付時の面接に
よる相談等対応率

目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 母子健康手帳交付時の面接による相談等対応率

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

母子保健課で母子健康手帳の交付を受けた妊婦に対し，母子保健コーディネーター等
の専門職が面接により相談対応等を実施した割合

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

-

意図
どのような状態
にしていくのか

安心して妊娠・出産・子育てができるようにする。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

母子保健コーディネーター（保健師等）が，母子健康手帳交付時の妊婦との面接等により，妊産婦・乳幼児等の実情を把握し，妊
娠・出産・子育てに関する各種の相談対応，支援プランの策定，関係機関との連絡調整等を行うことにより，妊娠期から子育て期に
わたる切れ目ない支援を提供する。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 妊産婦，乳幼児とその保護者
事業開始年度 平成27年度

事業終了年度

高知市母子保健コーディネーターの就業等に関する要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

母子保健法・子ども・子育て支援法

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 母子保健課 所属長名 谷村　守敏

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 利用者支援事業（母子保健コーディネーター）
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　子育て世代包括支援センター（西部・東部・母子保健
課）に保健師資格を有する母子保健コーディネーター計7
名と保健師2名を配置し，業務に当たっている。

　母子保健コーディネーターには，会計年度任用職員を
充て，効率的な事業の実施に努めている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　市内３か所に子育て世代包括支援センターを設置，母子保健コーディネーターを配置し事業を実施しており，母
子健康手帳の交付を受ける全ての妊婦に対して，母子保健コーディネーターによる面接が行える体制を整備，これ
をきっかけに継続して妊産婦・乳幼児等の実情を把握し，妊娠・出産・子育てに関する各種の相談対応，支援プラ
ンの策定等，妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の提供を図る。

 B 改善を検討し，事業継続

　対象者は，法令で規定されており，公平性は保たれて
いる。

　また，法令上，受益者負担はなし。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　母子健康手帳交付を子育て世代包括支援センターに一
本化し全数面接に向けた体制を整える。

　母子健康手帳交付時における妊婦との面接により，妊
婦等の実情を把握することができ，早期の支援につなが
るケースが増えてきている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　法令に基づく事業であるとともに，本市総合計画，子
ども・子育て支援事業計画等に掲げる事業である。

　本事業は，妊産婦や乳幼児等に対して，妊娠期から子
育て期にわたる切れ目ない支援を提供していく上で，必
要な事業である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

母子健康手帳交付時の母子保健コーディネーターによる妊婦との面接は，妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の第一歩として重要と考えている。
令和2年度まで母子健康手帳の交付事務は，母子保健課と市内９か所の地域窓口センターで行っており，母子保健コーディネーターが配置されていない地域
窓口センターでは，母子保健コーディネーターによる面接が実施できていない状況にあっため，手帳の交付を受ける全ての妊婦に対して，母子保健コー
ディネーターによる面接が行える体制を整備する。（令和3年度より子育て世代包括支援センター（市内3か所）に一本化して母子健康手帳の交付を受ける
全ての妊婦に対して，母子保健コーディネーターによる面接が行える体制を整備した。）

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

23

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

子ども・子育て支援の充実

施
策
の
目
的

　妊娠・出産期，乳幼児期，学童期それぞれの段階に応じ
て，関係者の理解を深め，連携を進め，子育て家庭が社会か
ら孤立しないよう相談体制・相談機能の充実を図るなど，地
域社会の温かい見守りの中，連続性・一貫性のある切れ目の
ない総合的な子育て支援を実施し，子どもが安心して健やか
に育つことができるまちづくりをめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 584 636 751

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 191,703 207,066 242,924 157,940

(人) 0.15 0.15 0.20 0.20

 その他 (人) 23.00 24.00 24.00

②
概
算
人
件
費
等

90,896

 正規職員

※R3は目標値に合わせ民営施設担当
の正規職員のみ

 正規職員 (千円) 1,095 1,110 1,460 1,420

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 75,686 73,223 92,356

74,591 72,113

0.00

52,174

0

 人役数 (人) 23.15 24.15 24.20 0.20

1,420

子ども・子育て支援交付金
（国1/3・県1/3）
※民営施設のみ

財
源
内
訳

 国費 (千円) 38,672 44,614 50,189 52,173

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 116,017 133,843 150,568

 県費 (千円) 38,672 44,614 50,189 52,173

156,520

 一般財源 (千円) 38,673 44,615 50,190

50施設 33施設

Ｄ
目標

実績

目標

実績

令和２年度までの公立施設を
含めた目標値の設定から令和
３年度以降は民営施設のみに
変更

実績 51施設 57施設 59施設

目標
評
価
指
標

Ａ 看護師配置施設数
目標 43施設 46施設

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 看護師配置施設数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

維持・増加を目指すもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

児童の福祉の増進を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

保育中に体調不良となった児童の緊急的な対応を図るための事業を行う民営保育所等に対し，看護師の人件費等必要経費を補助

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 民営保育所等の認可施設
事業開始年度 平成29年度

事業終了年度

高知市特定教育・保育施設等体調不良児対応型病児保育事業費補助金交付要綱

高知市子ども・子育て支援事業計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

子ども・子育て支援法

高知県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 保育幼稚園課 所属長名 山中　理枝

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 体調不良児対応型病児保育事業補助
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

⑤高知市子ども・子育て支援事業計画に基づく，地域子
ども・子育て支援事業として実施されており，実施手法
等については現状が適しているものと考える。

⑥保育の実施に必要な看護師等の人件費補助であり，コ
スト削減になじまない。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

19.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

看護師等雇用費補助金からの事業転換により実績は増加している。引き続き，保育所等における保健対応を支援し
ていく。

 B 改善を検討し，事業継続

⑦入所児童の処遇に関する事業であり，施設全体で公平
性が保たれている。

⑧地域子ども・子育て支援事業であるため，国・県・市
で財源を負担している（負担割合は子ども・子育て支援
事業費補助金交付要綱による）。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

③看護師の雇用が進み，事業実施施設は増加している。

④看護師等の人件費補助であるため，雇用ができれば事
業実施につながる。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

①総合計画の子育て支援の充実，高知市子ども・子育て
支援事業計画に該当する。

②看護師等の配置により，子どもを預ける保護者は安心
かつ安全な保育が実施できる体制を望んでおり，実施施
設は緩やかに増加している。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

当該事業は保育中に体調不良となった児童への対応のため，看護師を配置する事業であり，園内での感染症等緊急的な対応にいち早く対応することが可能
となり，事業効果は高い。また，日頃の保健衛生面の情報を保護者に提供しており，家庭での健全な子どもの育成にもつながる。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

23

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

坂田　弘之

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 養育支援訪問事業
所管部局 こども未来部 部局長名 山﨑　英隆

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

児童福祉法，養育支援訪問事業実施要項，子ども・子育て支援交付金交付要綱

高知県地域子ども子育て支援事業費交付要綱

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 子ども家庭支援センター 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

養育困難な家庭に専門的な援助，家事援助をすることで，養育環境を整え，児童虐待を未然に防ぐことを目指す

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・安定した児童の養育のため，支援を要する家庭を訪問し，支援を実施
・育児に関する専門的援助として，産後の母子ケア，育児指導，栄養指導，養育者の心身の不調に対する相談援助，親子関係再構築
援助等を実施
・養育環境を整えるための家事・育児援助として，産後の一時的な育児・家事等の援助，登園・登校又は送迎等の緊急の援助や通院
介助等を実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 18歳未満の児童とその家族で，本事業による支援が必要と認めたもの
事業開始年度 平成15年度

事業終了年度

高知市養育支援訪問事業実施要項

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
委託先（社会福祉法人みその児童福祉会）との連絡会の
開催を行う。

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

児童の適切な養育や育児の専門的援助の実施状況を委託先から報告を受け，委託先と
援助方針等について協議・検討を行い，今後の支援の実施へ活用していく

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

本事業の実施にあたっては，
引き続き委託先である（社
福）みその児童福祉会【児童
家庭支援センター高知みそ
の】と定期的に連絡会を開催
し，養育に不安を抱える家庭
に対して適切な支援を行って
いく

実績 毎月開催 毎月開催 毎月開催

目標
評
価
指
標

Ａ
委託先（社会福祉法人みその
児童福祉会）との連絡会の開
催を行う。

目標 毎月開催 毎月開催

Ｂ

Ｃ

実績

毎月開催 毎月開催

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 8,486 8,488 8,491

 県費 (千円) 1,318 1,274 1,214 1,136

8,491

 一般財源 (千円) 5,850 5,940 6,063

財
源
内
訳

 国費 (千円) 1,318 1,274 1,214 1,136

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

6,219

8,091

 人役数 (人) 5.00 5.00 5.00 5.00

8,091

本事業は，児童家庭支援セン
ター高知みそのへの委託契約
しており，委託料の内訳にか
かる人件費を記載

 正規職員 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 8,067 8,086 8,065

8,067 8,086

5.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 16,553 16,574 16,556 16,582

(人)

 その他 (人) 5.00 5.00 5.00

②
概
算
人
件
費
等

8,065

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 50 51 51

子ども・子育て支援の充実

施
策
の
目
的

　妊娠・出産期，乳幼児期，学童期それぞれの段階に応じ
て，関係者の理解を深め，連携を進め，子育て家庭が社会か
ら孤立しないよう相談体制・相談機能の充実を図るなど，地
域社会の温かい見守りの中，連続性・一貫性のある切れ目の
ない総合的な子育て支援を実施し，子どもが安心して健やか
に育つことができるまちづくりをめざします。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　関係機関から情報収集をする中で，不適切な養育家庭等（妊婦も含む）のうち，支援してくことについて同意を得た家庭に対して「児童家庭支援セン
ター高知みその」が，育児の中での悩み事への対応，受診同行，また、育児手技の助言等により，不適切な養育環境の児童を安心して発育していけるよう
支援していくものであり，色々な家庭がある中で，数字上の成果では測れない事業である。
　委託事業先の「児童家庭支援センター高知みその」の，職員も限られている。
　養育支援訪問事業を利用したい家庭が急増した場合に，きめ細かな対応ができにくい部分があるため，委託先の実施体制等について検討が必要。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

児童福祉法に規定されている事業の一つであり，実施主
体は市町村。高知市が適切であると認めた事業者へ委
託。妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭や
不適切な養育状況にある家庭，虐待のおそれやそのリス
クがある家庭等に対して，相談支援を行っており，市民
ニーズもある。また，児童福祉においては欠くことがで
きない事業である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

専門資格を有する者が、育児・家事の援助や具体的な養
育に関する指導助言を行うことによって，それぞれの家
庭の抱える養育上の問題を解決したり軽減を図ってい
る。養育が不適切な家庭の児童の安全が確保されてい
る。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

各家庭の抱える養育上の問題を解決したり軽減を図っており，養育が不適切な家庭の児童の安全を確保していくの
に，欠くことができない事業である。事業利用の市民ニーズが急増した場合に，対応可能な人材を確保することは
課題である。

 B 改善を検討し，事業継続

本事業による支援の必要性の有無について，母子保健課
をはじめ，関係機関から広く情報を取得し，利用の可否
を決定している。不適切な養育が危惧される家庭は経済
的に困窮しているケースも多く，受益者負担を求めるこ
とで利用を拒否されることは事業の主旨に沿わない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

事業の性質上，保育士等の有資格者が従事することが適
切であり，それらの人材確保及び育成能力のある団体に
委託することで，本市のコスト削減につながっており，
現状が望ましい。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

01

01

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

施
策
の
目
的

　誰もが生態系を理解し，それらを育む緑と水とのつなが
りが生まれるように，保全・再生・維持管理に継続して取
り組むことで，豊かな自然を守り育てます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 9 9 11

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 2,901 2,941 3,410 3,630

(人) 0.30 0.30 0.30 0.30

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

・担当＝0.3人役

 正規職員 (千円) 2,190 2,220 2,190 2,190

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 2,190 2,220 2,190

1,440

 人役数 (人) 0.30 0.30 0.30 0.30

2,190

・助成金及び補助金

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 711 721 1,220

 県費 (千円)

1,440

 一般財源 (千円) 711 721 1,220

年51本維持 年50本維持

Ｄ
目標

実績

目標

実績

　「保存樹木指定数」の令和
３年度目標値は，管理作業中
の誤認による保存樹木の伐採
に伴い１本減となっている。

実績 年51本維持 年51本維持 年51本維持

目標 年25か所維持
評
価
指
標

Ａ 保存樹木指定数
目標 年51本維持 年51本維持

Ｂ 保存樹林指定数
年25か所維持

Ｃ

年25か所維持 年25か所維持

実績 年25か所維持 年25か所維持 年25か所維持

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 保存樹木指定数

Ｂ 保存樹林指定数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

条例に基づき指定した現存する保存樹木の維持管理等により，良好な環境の確保と自
然の保護を図るもの。
条例に基づき指定した現存する保存樹林の維持管理等により，良好な環境の確保と自
然の保護を図るもの。

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

-

意図
どのような状態
にしていくのか

美観風致又は良好な環境の確保，保存樹木・保存樹林及び特別自然保護地区の保護

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・保存樹木・保存樹林等の所有者に対する助成金の交付
・市内に残された数少ない森や地域のシンボルとなっている樹林・樹木の保存を通じた環境啓発

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 条例に基づき指定した保存樹木・保存樹林等
事業開始年度 昭和50年度

事業終了年度

・高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例
・高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例施行規則
・高知市特別保護地区等助成金交付要綱
・高知市保存樹木等維持管理費補助金交付要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 新エネルギー・環境政策課 所属長名 福冨　大賀

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 保存樹木・保存樹林等の保護
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　保存樹木等の所有者に対して助成金を交付するととも
に，比較的規模が大きく，緊急性のある樹木等の維持管
理に対して，樹木医の診断や意見を踏まえて補助金交付
を決定してきており，効率的に実施できていると考え
る。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業は，都市生活における美観風致や良好な環境の確保を目指す上で効果があり，継続することが望ましい
が，今後，指定経過年数から生じる樹木の衰退・枯死及び周辺住環境の変化や所有者の高齢化等により継続的な維
持管理が困難になる場合，緑政審議会へ在り方を諮ることも必要となってくる。

 B 改善を検討し，事業継続

　補助事業は，土地所有者の保存樹木・保存樹林の整備
に係る負担軽減を目的としており，受益者負担は必要か
つ適正なもので，対象経費も保存樹木・保存樹林を整備
するために最低限必要な経費であると考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　保存樹木の状況把握のため，定期的に現状調査を実施
しており，保存樹木等の指定数は，おおむね維持されて
いる。

　本事業により，個人で管理するには高額な費用を要す
る保存樹木等維持管理が図られている。なお，補助金予
算は，年間２本程度の規模であり，維持管理の必要性が
高いものから順に実施している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は，高知市みどりの環境の保全と創出に関する
条例に基づく保存樹木等に対する助成であるとともに，
高知市総合計画の施策「１豊かな自然を育む緑と水辺の
保全」の事業として位置付けられている。

　事業（指定）を開始してから40年以上が経過してお
り，周辺住環境の変化や所有者の高齢化に伴い，樹木管
理の必要性は増してきている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

・保存樹木の管理は，本市予算による本事業のほか，「緑の募金」を原資とする（公社）高知県森と緑の会の支部実施補助事業の２種類の事業を活用し実
施している。
・保存樹木は，指定から40年以上の年数が経過しており，成長した高木は個人で管理するには高額な費用を要することや，土地の広さに比べ大きすぎる樹
木による周辺住居への落葉に対する苦情対応といった課題が生じている。このため，令和２年度より，維持管理に係る剪定等への補助金を創設している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

03

07

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

7.3

ＳＤＧｓローカル指標

低炭素社会の推進

施
策
の
目
的

　地球温暖化につながる温室効果ガス排出量を削減するた
め，化石燃料に依存しない，持続可能な新エネルギーの導入
を促進するとともに，省エネルギーを推進することで，環境
にやさしい低炭素社会をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 38 23 23

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 12,525 7,352 7,430 4,880

(人) 0.50 0.25 0.25 0.25

 その他 (人) 0.50 0.25 0.25

②
概
算
人
件
費
等

605

 正規職員

正職員１名と会計年度職員１
名で業務に当たっている

 正規職員 (千円) 3,650 1,850 1,825 1,775

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 4,700 2,375 2,430

1,050 525

0.25

2,500

605

 人役数 (人) 1.00 0.50 0.50 0.50

2,380

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 7,825 4,977 5,000

 県費 (千円)

2,500

 一般財源 (千円) 7,825 4,977 5,000

20件 ７件

Ｄ
目標

実績

目標

実績

令和元年度及び２年度は，実
績件数をもって予算額（500
万円）に達したため，目標件
数に届かなかった。これを踏
まえ，令和３年度は，35万円
/件として目標を設定してい
る

実績 25件 16件 14件

目標
評
価
指
標

Ａ
高知市省エネルギー機器導入
事業費補助金の補助件数

目標 20件 20件

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 高知市省エネルギー機器導入事業費補助金の補助件数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

事業所等の機器入れ替えによる省エネルギー化の状況を計るもの

ＳＤＧｓゴール 7

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

事務所や店舗等から排出される温室効果ガスの削減を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

事業所の既設機器を省エネ効果の高い機器（LED，高効率空調，高効率冷蔵庫等)に入れ替える費用の一部を補助

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者や個人事業主
事業開始年度 平成27年度

事業終了年度

第２次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画（区域施策編），高知市新エネルギービジョン改定版

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 環境負荷を低減し，新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

施策

所管部署 新エネルギー・環境政策課 所属長名 福冨　大賀

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 省エネルギー機器導入事業補助
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

　

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　本事業によるエネルギー削減量を計るため，省エネル
ギー機器導入から１年後に，導入効果報告書の提出を義
務付けている。また，補助対象者には，本市が開催する
省エネルギー講習会への参加を義務付けることで，ハー
ド面の補助とソフト面の啓発を合わせて実施しており，
現状の手法が望ましいものと考える。

　国にも省エネルギー設備導入に係る補助事業がある
が，導入効果の大きい大規模事業者向けとなっており，
中小規模事業者や個人事業主にはハードルが高い。本事
業は，補助事業者を中小企業者と個人事業主に限定して
おり，役割分担を図っている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　2050年カーボンニュートラルの実現を目指す取組が求められる中，中小企業者や個人事業主が多い本市において
は，本事業による事業所の省エネルギー機器入替え支援は，本市の温室効果ガス排出割合の最も多くを占める「業
務その他部門」の温室効果ガスの削減の効果的な取組の一つと考える。引き続き，事業者の意識の啓発も図りなが
ら，事業を継続していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　市内に事業所を所有する中小企業者と個人事業主を対
象事業者としており，事業実施に当たっては，広報紙
「あかるいまち」や本市ホームページ等で周知を行うと
ともに，高知商工会議所の会員事業所に補助事業案内の
チラシを配布している。

　これまでに補助率や補助上限額のほか，補助対象経費
が200千円以上の事業に限定するなどの見直しを行ってき
ており，補助対象経費は妥当と考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　令和元年度及び令和２年度は目標値に達していない
が，予算額を超える希望者がいる状況であり，令和３年
度より350千円/件として，目標値を設定している。

　省エネルギー機器導入による効果を明確に計ることが
できるよう，令和元年度からは補助対象を既設機器の入
替えに限定するなど，順次事業内容の見直しを行ってき
ている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は，第２次高知市地球温暖化対策地域推進実行
計画（区域施策編）の「市域の省エネルギー化の推進」
と，高知市新エネルギービジョン改定版の「事業所にお
ける省エネルギー化の推進」に位置付けられている。

　令和２年度及び令和３年度は，予算額を上回る申請を
受けたため，補助対象者を抽選で決定した状況であり，
事業者のニーズは高くなっていると考えられる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　事業完了の１年経過後，導入効果報告書（省エネレポート）の提出を義務付けており，補助対象機器の導入効果を計っている。
　　【温室効果ガス削減効果】
　　　　・平成30年度　54.61tCO2（25事業者）
　　　　・令和元年度　53.46tCO2（16事業者）

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

01

03

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

3.9

ＳＤＧｓローカル指標

地球にやさしい環境汚染の防止

施
策
の
目
的

　豊かな自然を守り，安全で良好な生活環境を保全するため
に，行政と市民・事業者が協働して，大気汚染や水質汚濁等
の環境汚染の抑制に取り組み，被害を未然に防ぎます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 1 1 1

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 263 296 329 292

(人) 0.04 0.04 0.05 0.04

 その他 (人) 0.00 0.00 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

立入１回につき正職員２人で
対応している（２時間×２人
/回×回数）
　H30　17回　R3は３ｹ年の
　R１　17回　平均　18回
　R２　21回
1年を240日，１日7.75時間

 正規職員 (千円) 263 296 329 292

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 263 296 329

0 0

0.00

0

0

 人役数 (人) 0.04 0.04 0.05 0.04

292

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 0 0 0

 県費 (千円)

0

 一般財源 (千円) 0 0 0

1件 1件

Ｄ
目標

実績

目標

実績

・H30年度以降アスベスト吹
き付け等がある大規模建築物
の解体は発生していない。
・それぞれの立入回数は以下
のとおり
　H30　17回
　R１　17回
　R２　21回

実績 0件 0件 0件

目標 100％評
価
指
標

Ａ
特定粉じん排出等作業実施届
出のうち大規模施設等の環境
測定調査の実施件数

目標 1件 1件

Ｂ
特定粉じん排出等作業実施届
出に係る排出作業工事への立
入検査実施率

100％

Ｃ

100％ 100%

実績 100％ 100％ 100％

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
特定粉じん排出等作業実施届出のうち大規模施設等の環
境測定調査の実施件数

Ｂ
特定粉じん排出等作業実施届出に係る排出作業工事への
立入検査実施率

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

特定粉じん作業等実施届出のうち，大規模施設の解体工事について作業確認や環境測
定を実施する。
アスベストの排出作業等実施届出書が提出された作業現場について，囲いをする等の
隔離養生され適正に作業されているか確認するため，立入検査を実施する。

ＳＤＧｓゴール 3

ＳＤＧｓターゲット

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

解体工事に伴うアスベストの周辺地域へ飛散がない状態にする。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

大気汚染防止法に基づく解体工事の立入検査を実施し，周辺地域へのアスベストの飛散がないように囲いをする等の隔離，養生状況
や集じん機の排気装置が正常に作動していることを確認する。また，大規模な建築物の解体工事については，アスベストの測定を委
託により行う。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 事前通知されたアスベストの吹き付け等がある建築物の解体作業
事業開始年度 平成18年度

事業終了年度

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

大気汚染防止法

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 環境保全課 所属長名 宮本 福一

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 アスベスト発生対策事業
所管部局 環境部 部局長名 今西 剛也
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　
・大規模工事を含め，職員が作業現場への立入検査をす
ることにより，周辺地域への影響が未然に防止されてい
ることから,一定の効率性が確保されている。また，大規
模解体工事の測定については委託により実施している。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　特定粉じん排出等作業実施届出書が提出された作業現場には必ず立入り，確認・指導等を実施することによりア
スベストの飛散防止が図られ，作業現場及び周辺地域の安全が確保されている。令和２年の大気汚染防止法の一部
改正により,アスベストの飛散防止対策が強化されたため，建物所有者や事業者等に周知を図り，適切なアスベスト
対策を円滑に進めていく。

 B 改善を検討し，事業継続

・特定粉じん排出等作業実施届出書が提出された作業現
場には必ず立入検査が行われてるため，地域の偏りがな
く公平性が保たれている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

・特定粉じん作業等実施届出書の提出のあった作業現場
すべてに立入検査を実施している
・立入を行い，事前の飛散防止対策等の確認しすること
により，周辺地域の安全が確保できていることから,事業
は有効である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

・作業現場へ立入検査することで工事前の隔離養生等の
飛散防止対策を確認し，周辺地域への影響を未然に防ぐ
ことが施策の目的に結びついている。
・市民のニーズに関しては現在のところ横這いである。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

 アスベスト排出等作業現場に立入検査をすることにより，工事を実施する者のアスベストに対する重要性の再認識や隔離養生の確認によってアスベストの
漏洩や飛散防止を未然に防いでいる。また，令和４年から施行される解体工事における事前調査の電子報告等の義務化に伴い，事業者への事前周知を行う
等，施行後に円滑に業務が遂行されるための事前対策が必要となる。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

03

06

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

－

ＳＤＧｓローカル指標 ー

廃棄物の適正処理による環境負荷の低減

施
策
の
目
的

　市民や事業者，行政がそれぞれの役割や責任を十分に果た
し，廃棄物を適正に処理することで，環境への負荷を低減し
ます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 49 50 51

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 16,154 16,387 16,630 17,473

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人) 4.00 4.00 4.00

②
概
算
人
件
費
等

9,169

 正規職員

高知県警派遣職員１名
会計年度任用職員４名（警察
官ＯＢ）

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 15,957 16,220 16,469

8,657 8,820

4.00

955

9,418

 人役数 (人) 5.00 5.00 5.00 5.00

16,518

パトロール員用携帯料金及び
防犯カメラ維持費
※Ｒ３年度には，防犯カメラ
２台の改修を予定しており予
算を確保済

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 197 167 161

 県費 (千円)

955

0 0

 一般財源 (千円) 197 167 161

４人 ４人

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 ４人 ４人 ４人

目標 240日以上
評
価
指
標

Ａ
不法投棄パトロール体制の維
持（パトロール員雇用人数）

目標 ４人 ４人

Ｂ パトロール日数
240日以上

Ｃ

240日以上 240日以上

実績 244日 241日 245日

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
不法投棄パトロール体制の維持（パトロール員雇用人
数）

Ｂ パトロール日数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

不法投棄・不法焼却防止のための市全域パトロール及び通報・苦情への対応について
の体制維持
不法投棄・不法焼却防止のための市全域パトロール及び通報・苦情への対応について
の体制維持

ＳＤＧｓゴール 12

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

不法投棄された行為への対応及び未然防止を行うとともに，指導により廃棄物の適正処理を推進する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・不法投棄等防止パトロール員による不法投棄への対応及び防犯カメラの設置による抑止力の確保
・市民からの通報・苦情への対応
・不法投棄防止看板提供やチラシの配布などの啓発活動

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 排出事業者，産業廃棄物処理業者等
事業開始年度 平成15年度

事業終了年度

高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

第３次高知市一般廃棄物処理基本計画，高知市産業廃棄物処理指導要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

政策 環境負荷を低減し，新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

施策

所管部署 廃棄物対策課 所属長名 永野　隆

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 不法投棄等の防止対策の推進
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

・不法投棄の防止のためには，現場での対応に加え，ア
ナウンス効果を見込めるパトロールが必要である。ま
た，防犯カメラの設置や看板の配布など，効率的，効果
的に事業を実施しており，他事業との統合は困難であ
る。
・人員については，現職警察官に加え，警察官ＯＢ等を
不法投棄防止パトロール員として雇用する等，コスト削
減に努めている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

 本事業は，悪質な不法投棄，不法焼却への対応及び未然防止のために重要な事業である。廃棄物の適切な処理によ
る安心・安全な生活環境を市民の方々に提供する必要がある観点から，今後も事業継続が必要である。

 B 改善を検討し，事業継続

　不法投棄防止パトロールや不法焼却を防止することに
より，市域全域の生活環境の保全や，公衆衛生の向上を
図ることが目的であり，事業実施の公平性は保たれてい
る。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

・不法投棄の発見件数は，パトロールの効果や市民意識
の向上とともに減少傾向にあり，おおむね成果をあげて
いる。
・不法投棄等に対応する現職警察官，警察官ＯＢからな
る体制は機動力において効果的で，不法投棄の行為者に
つながる事案は，県警への対応依頼も行っており，事業
内容は妥当である。
・一方，防犯カメラの効果は絶大であり，行為者につな
がる場合は，県警への情報提供によって犯罪防止につな
げることは，有効性が高い。
・今後も現在の事業体制を継続し，更なる成果の向上を
目指していく。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

・市域をパトロールすることにより，不法投棄の抑止及
び早期発見につながっている。また，市民からの不法投
棄及び不法焼却に対する苦情相談に対応することによ
り，廃棄物の適正処理の指導が図られるとともに環境負
荷の軽減となり，総合計画の達成にも繋がるものであ
る。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　不法投棄防止のためのパトロール以外に，不法焼却（野焼き）等に対する通報及び事実確認への対応も適宜実施している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

03

06

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

12.4

ＳＤＧｓローカル指標

廃棄物の適正処理による環境負荷の低減

施
策
の
目
的

　市民や事業者，行政がそれぞれの役割や責任を十分に果た
し，廃棄物を適正に処理することで，環境への負荷を低減し
ます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 142 157 131

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 46,565 50,968 42,405 45,142

(人) 0.02 0.02 0.02 0.02

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 146 148 146 142

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 146 148 146

11,300

 人役数 (人) 0.02 0.02 0.02 0.02

142

R元年度：決算額のうち，H30年
度からの明許繰越金は1,737千
円（うち市債1,200千円・その
他537千円）
R２年度:42,259千円はふるさと
納税を充当

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 537 42,259

 市債 (千円) 33,100 37,900 33,700

 翌年度への繰越額 (千円) 1,770投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 46,419 50,820 42,259

 県費 (千円)

45,000

0 0

 一般財源 (千円) 13,319 12,383 0

７台 ７台

Ｄ
目標

実績

目標

実績

H30年度:目標台数は８台であっ
たが，平成２年度初期登録の車
両が整備不能により買換えと
なったため，追加で軽貨物(デッ
キバン）１台を購入した。

実績 ９台 ９台 ７台

目標
評
価
指
標

Ａ 塵芥収集車の計画的な買換え
目標 ８台 ９台

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 塵芥収集車の計画的な買換え

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

収集車は年間平均20,000㎞以上走行するため，年数の経過とともに，修理の費用及び時間が増加する。車両故障による
稼働不能にならないこと，計画的な更新による財政負担の平準化を図るため，更新年数（初期登録後８年間）に達した
車両数を指標とする。

ＳＤＧｓゴール 12

ＳＤＧｓターゲット

-

意図
どのような状態
にしていくのか

　一定年数（初期登録後８年）経過したごみ収集車を計画的に更新することにより，「高知市一般廃棄物処理実施計画」に基づく廃
棄物処理を確実に実施することで，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

家庭系ごみの安全かつ効果的なごみ収集業務の遂行のため，塵芥収集車及び車載用無線機（移動局）を入札により計画的な更新を実
施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に すべての高知市民
事業開始年度 -

事業終了年度

高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

高知市一般廃棄物処理実施計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

政策 環境負荷を低減し，新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

施策

所管部署 環境業務課 所属長名 坂吉　秋人

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 ごみ収集車購入事業
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　ごみ収集車の経年劣化及び老朽化による稼動不能を防
止するため，購入年度，走行距離及び使用頻度を勘案し
作成した購入計画（８年更新）により実施しており，車
両の故障状況からも，事業の実施手法はおおむね効率的
であると考える。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業は，家庭からのごみの収集について，最も適切なサイクルで計画的に車両を更新するものであり，市民生
活に不可欠な塵芥収集事業の推進に寄与するものである。今後も事業を継続していくことが望ましい。

 B 改善を検討し，事業継続

　物件等競争入札参加有資格者名簿のうち，塵芥収集車
に登録のある全ての業者を指名する入札により調達する
ことで，公平性は確保されている。
　また，事業内容に合致する事業債等（清掃運搬施設整
備事業債）を可能な限り充当することで，一般財源負担
割合の低減化に努めている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　道路運送車両法等関係法令(※）に基づく規制値等の改
正に対応した仕様書を作成し，計画的に更新すべき車両
数を購入しており，目標を達成している。

　　※道路運送車両法・大気汚染防止法に
　　　基づく自動車排出ガス規制

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　本事業は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及
び「高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」
等に基づき策定した，「高知市一般廃棄物処理実施計
画」の実施に必要なごみ収集車を購入するものであり，
市民生活に欠くことができない事業で，市民ニーズも高
い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

03

05

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

戸梶　敏伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 ゼロエミッション事業
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

政策 環境負荷を低減し，新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

施策

所管部署 清掃工場 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

清掃工場のごみ処理過程で発生する埋立廃棄物量をゼロにすることにより，最終処分場の延命化を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・焼却灰に含まれる金属（鉄）の回収・リサイクル
・焼却灰・焼却飛灰のセメント資源化（粘土代替原料）

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 清掃工場のごみ処理過程で発生する焼却灰等副産物
事業開始年度 平成18年度

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 清掃工場のごみ処理過程で発生する埋立廃棄物量

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

清掃工場で発生する焼却灰，焼却飛灰の埋立量

ＳＤＧｓゴール 12

ＳＤＧｓターゲット

令和2年度　セメント資源化量
・焼却灰　7,872ｔ
・飛灰　　2,996ｔ

実績 年０トン維持 年０トン維持 年０トン維持

目標
評
価
指
標

Ａ
清掃工場のごみ処理過程で発
生する埋立廃棄物量

目標 年０トン維持 年０トン維持

Ｂ

Ｃ

実績

年０トン維持 年０トン維持

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 381,492 399,183 397,883

 県費 (千円)

400,000

 一般財源 (千円) 0 0 0

・清掃工場運転管理事業費の焼却
灰・焼却飛灰資源化処理委託料の額
としている。
・その他は諸収入（余剰電力売払収
入）である。

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 381,492 399,183 397,883 400,000

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

0

 人役数 (人) 0.50 0.50 0.50 0.50

3,550

設備管理係の契約，調整，灰積込み
作業等に係る人役　0.5人役

 正規職員 (千円) 3,650 3,700 3,650 3,550

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 3,650 3,700 3,650

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 385,142 402,883 401,533 403,550

(人) 0.50 0.50 0.50 0.50

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 1,174 1,238 1,242

循環型社会の形成の推進

施
策
の
目
的

　行政と市民・事業者が一体となり，ごみがもたらす環境へ
の影響について知識を深めることで，大量生産，大量消費の
生活スタイルや事業活動を見直すとともに，ごみの発生抑制
と資源の有効利用を促進します。

法定受託事務

12.4　12.5

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　焼却灰，飛灰をセメントの材料として利活用することで，廃棄物量の削減だけでなく，資源活用による循環型社会の形成にも資するものである。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　本事業は，高知市第３次一般廃棄物処理基本計画で掲
げる，「最終処分量の最小化」を図るための事業であ
る。
　市民生活における，生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図るうえで必要となる安定したごみ処理を継続する
ために，最終処分場は不可欠な施設であるが新たな立地
の確保は困難な状況であることから現施設の延命は需要
が高いと判断できる。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　清掃工場からの最終処分場への持ち込み量はゼロと最
終処分場の延命に大きな寄与をしている。
　焼却灰，焼却飛灰をそれぞれセメント資源化処理によ
り効率的にゼロエミッション（埋立処分量ゼロ）を達成
している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

清掃工場のごみ処理過程で発生する埋立処分量をゼロにすることにより，最終処分場の延命化を図るとともに，資
源の活用による循環型社会の形成，CO2排出量の削減による脱炭素社会への移行に向けた必要不可欠な事業である
と考えている。今後も，一般廃棄物の適正処理に基づくゼロエミッションの継続に努める。

 B 改善を検討し，事業継続

　ごみ処理は生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的
とし市民全体が対象となることから，極めて公平性は高
い。また，清掃工場への持ち込みは，事業者，市民
（30kg以上）とも，持ち込みごみの重量に応じて手数料
を徴収しており，公平性は保たれている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　社会経済情勢に左右されることなく安定したごみ処理
を行うには行政にて処理を完結することが望ましいが，
事業の効率性，環境負荷等から比較検討を行い，灰溶融
処理から，現在の民間施設でのセメント資源化に移行し
ており，適切な事業実施手法となっている。
　今後も灰の安定的な搬出のため，設備機器の改良改善
の推進を図るとともに，各種資源化施設等の調査研究を
推進する。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

03

06

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

戸梶　敏伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 清掃工場整備事業
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

政策 環境負荷を低減し，新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

施策

所管部署 清掃工場 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

性能・機能の回復又は向上を図り，安定した施設の稼働を確保する

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・法定点検整備等を通じて，整備機器の余寿命等を含めた現状の的確な把握
・整備コストの経年変化を抑え，平準化を図った設備機器劣化状態に応じた長期整備計画の作成
・長期整備計画に基づいた整備の確実な実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 経年劣化等により性能・機能が低下傾向にある設備・機器
事業開始年度 平成14年度

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
適切な整備工事等を行うことによる安定した焼却の維
持

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

受入れた一般廃棄物を全量焼却処理する

ＳＤＧｓゴール 12

ＳＤＧｓターゲット

全量焼却とは，受入れた一般廃棄物
を全量焼却処理することであり，総
搬入量（トラックスケールでの計量
分）と焼却処理量（クレーンでの焼
却炉投入量）により確認。
ただし，ごみピット内での水分の蒸
発や年度末ピット残量の違い等によ
り差異が生じる。

実績 全量焼却 全量焼却 全量焼却

目標
評
価
指
標

Ａ
適切な整備工事等を行うこと
による安定した焼却の維持

目標 全量焼却 全量焼却

Ｂ

Ｃ

実績

全量焼却 全量焼却

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 405,394 340,670 379,662

 県費 (千円)

505,970

 一般財源 (千円) 81,027 13,719 118,742

その他は，廃棄物処理施設整備基金
繰入金，諸収入である。

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 125,167 138,651 52,420 50,000

 市債 (千円) 199,200 188,300 208,500 231,400

 翌年度への繰越額 (千円)

224,570

 人役数 (人) 3.00 3.00 3.00 3.00

21,300

保全管理係　機械，電気担当5名
5名×0.6＝3人役とする。

 正規職員 (千円) 21,900 22,200 21,900 21,300

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 21,900 22,200 21,900

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 427,294 362,870 401,562 527,270

(人) 3.00 3.00 3.00 3.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 1,302 1,115 1,242

廃棄物の適正処理による環境負荷の低減

施
策
の
目
的

　市民や事業者，行政がそれぞれの役割や責任を十分に果た
し，廃棄物を適正に処理することで，環境への負荷を低減し
ます。

法定受託事務

12.4

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　日常の適正な運転管理と，毎年の長期整備計画に基づいた定期点検整備を確実に実施することにより，安定した焼却炉の稼動を確保し，適正な廃棄物
処理を実施している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　廃棄物を適正に処理していくうえには，ごみ処理施設
の適正な維持管理は必要不可欠であり，安全で安定した
生活環境の保全，公衆衛生の向上を図るうえで廃棄物の
適正処理は欠くことができない。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長
マニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）
の傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　整備計画に基づいた点検整備工事等を実施すること
で，可燃ごみの全量焼却を安定・継続して達成し，同処
理に伴う種々の公害防止規制についても，法定基準より
厳しく設定した自主基準値を遵守した運営を行えており
順調に推移している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能
性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　本事業は，市町村の責務である一般廃棄物の処理を行っていくうえで，必要不可欠と考えている。今後も，整備
計画に基づいた点検整備工事等を適切に実施し，焼却炉の安定稼動に努める。

 B 改善を検討し，事業継続

　ごみ処理の適切な実施は，生活環境の保全及び公衆衛
生の向上を目的とし市民全体が対象となることから，極
めて公平性は高い。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りが
なく公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A
事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当
か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　多種多様な専門技術で構成される設備・機器の集合体
であることから，それぞれの整備内容に応じた専門技術
を有する民間企業に発注・適正な事業の実施を図ってい
る。機器の整備計画については，平行して実施している
長寿命化事業との連携を図るよう努める。
　経費削減については，ノウハウ等により特定企業しか
対応できなない部分を除き複数企業による価格競争性を
高めるよう努めている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

03

05

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

12.4 12.5

ＳＤＧｓローカル指標 12.5.1

循環型社会の形成の推進

施
策
の
目
的

　行政と市民・事業者が一体となり，ごみがもたらす環境への
影響について知識を深めることで，大量生産，大量消費の生活
スタイルや事業活動を見直すとともに，ごみの発生抑制と資源
の有効利用を促進します。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 31 39 42

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 10,248 12,626 13,679 13,374

(人) 0.20 0.20 0.20 0.20

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 1,460 1,480 1,460 1,420

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 1,460 1,480 1,460

8,047

 人役数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.20

1,420

特定財源
・嶺北広域行政事務組合し尿
等処分事務委託料収入のうち
の堆肥化推進事業分
・ふるさと納税(R1,R2年度)嶺
北広域行政事務組合のし尿受
入は令和元年度より開始

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 8,788 11,146 12,219 3,907

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 8,788 11,146 12,219

 県費 (千円)

11,954

 一般財源 (千円) 0 0 0

690t 800t以上

Ｄ
目標

実績

目標

実績

堆肥化施設に搬入される堆肥
化原料（全体で約1万ﾄﾝ）のう
ち約５％が堆肥化される。な
お,事業者が製造する肥料の出
荷量は高知市以外の分も含
む。

実績 689 864 929t

目標 出荷状況の確認
評
価
指
標

Ａ
し尿処理汚泥（一般廃棄物）
の堆肥化処理量

目標 690t 690t

Ｂ
事業者が製造する肥料の出荷
状況

出荷状況の確認

Ｃ

出荷状況の確認 出荷状況の確認

実績 1,011tの出荷を確認 692tの出荷を確認 686tの出荷を確認

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ し尿処理汚泥（一般廃棄物）の堆肥化処理量

Ｂ 事業者が製造する肥料の出荷状況

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

し尿処理汚泥を全量焼却処分するのではなく,資源循環型社会の構築のため堆肥として有
効利用する。

事業者の経営状況を把握するため,事業報告書を提出させ出荷量を確認する。

ＳＤＧｓゴール 12

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

資源循環型社会の構築のために,し尿処理に伴い生じる汚泥を堆肥として有効活用する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

東部環境センターから発生するし尿処理汚泥の肥料資源化（超高温菌による有機廃棄物の肥料化処理）を民間事業者へ処理を委託す
る。併せて,資源化された肥料の保管・出荷状況を確認し,安定した処理及び資源循環を図る。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に し尿処理汚泥（一般廃棄物）
事業開始年度 平成17年度

事業終了年度

(市計画)一般廃棄物処理基本計画，一般廃棄物処理実施計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 環境負荷を低減し，新エネルギーを活用した地球にやさしいまち

施策

所管部署 東部環境センター 所属長名 山本　記生

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 堆肥化推進事業
所管部局 環境部 部局長名 今西　剛也
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

3.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

し尿汚泥の堆肥化による循環型社会の構築は，高知市が堆
肥化施設を新たに建設し，販売網を構築する方法か，民間
施設への委託方式がある。し尿処理施設に新たな堆肥化施
設を建設することは，経済的にも不利であり，民間事業者
への委託が有利である。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

本市では,循環型社会の構築のために汚泥の堆肥化を進めている。今後も民間事業者の協力を得ながら事業を継続す
る必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

東部環境センターは市内で唯一のし尿処理場であり，し尿
と浄化槽汚泥を全量適正処理している。そのうえで，放流
水は農業用水として供給，脱水汚泥を全量焼却するのでは
なく，可能な範囲で堆肥化を実施しているものである。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

堆肥化搬出量(し尿汚泥)の目標値690ｔ/年に対し，実績929
ｔ/年と目標を達成できた。肥料の出荷状況は令和２年度春
からの経済活動の縮小に伴う,農家の野菜出荷状況等の影響
を受けながらも686t(対前年度比-6t)の出荷量であった。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

し尿汚泥の再生利用の推進を図り，循環型社会の形成の推
進に寄与している。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

し尿処理汚泥(東部環境センターのし尿処理残さ）は，遠心脱水機により脱水処理後，場外搬出し，清掃工場での焼却分と堆肥化委託分に分かれる。し尿処理
汚泥は毎年減少しているが，総合計画にも掲げている「ごみ減量と再資源化の推進」の観点からも，可能な限りの堆肥化を実施したい。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

04

10

35

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

宮田　小町

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 技能功労者表彰事業
所管部局 商工観光部 部局長名 楠本　太

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 産業政策課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

技能職者の社会的，経済的地位及び技能水準の向上を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

技能労働者の社会的・経済的地位及び技能水準の向上に向けた技能職者表彰の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 本市の市民である技能職者
事業開始年度 昭和49年度

事業終了年度

高知市技能功労者表彰規則，高知市技能功労者表彰選考要領

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 高知市技能功労者表彰者数

Ｂ 官庁営繕優秀技能士表彰者数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

高知市技能功労者表彰者数

官庁営繕工事現場常駐制度高知市長感謝状贈呈者数

ＳＤＧｓゴール 8

ＳＤＧｓターゲット

実績 21人 15人 17人

目標 2人
評
価
指
標

Ａ 高知市技能功労者表彰者数
目標 20人 20人

Ｂ 官庁営繕優秀技能士表彰者数
2人

Ｃ

2人 2人

実績 5人 4人 3人

20人 20人

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 341 277 299

 県費 (千円)

345

 一般財源 (千円) 341 277 299

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

345

 人役数 (人) 0.83 0.83 0.83 0.83

5,893

正職員1名で業務に従事。

 正規職員 (千円) 6,059 6,142 6,059 5,893

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 6,059 6,142 6,059

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 6,400 6,419 6,358 6,238

(人) 0.83 0.83 0.83 0.83

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 20 20 20

地場企業の強みを活かした産業の振興

施
策
の
目
的

　地域産業を振興するため，企業の操業環境を整えながら，
さまざまな企業活動の支援に取り組むことで，地場企業の強
みを活かしたものづくりの振興とともに，新しい市場の開拓
に向けて，地産外商による販路拡大をめざします。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　技能職者の高い技能や社会的な貢献を公のものとして，市長表彰を行うことにより，技能職者の意欲の向上や，更なる技能水準の向上に大きく寄与して
いる。
　また，市民や企業に対して「あかるいまち」や「高知市労働ニュース」で本事業及び被表彰者を広く周知している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　技能功労者表彰事業は総合計画の施策「いきいきと働
ける環境づくり」に位置づけられている。

　毎年度，各業界団体や個人（事業所を含む）等から，
要件に該当する技能職者について目標値20名程度の推薦
がある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　年度によって被表彰者数にばらつきはあるものの，成
果指標は概ね達成している。

　「高知市技能功労者表彰」は規則に定める要件を満た
す技能職者を応募対象とし，高知市技能功労者表彰審査
会において応募資格の認定，審査を行い，被表彰者を決
定している。

　官庁営繕優秀技能士表彰については，高知市公共建築
課に推薦を依頼し，被表彰者を決定している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　技能職者の高い技能や社会的な貢献を公のものとして，市長表彰を行うことにより，技能職者の意欲の向上や，
更なる技能水準の向上に大きく寄与しているので，事業継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　毎年，各業界団体に推薦依頼を送付するとともに，市
のホームページや「あかるいまち」・「高知市労働
ニュース」への掲載などを通じて個人での推薦も受け付
けている。

　市が表彰を行う事業であり，被表彰者及び推薦者の負
担は適当でないと考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　事業実施手法は妥当であるが，将来新しい技能職が認
定されるなど，状況が変われば推薦の募集時期，応募要
件等の見直し，業界団体の掘り起こし等に取り組む必要
があると考える。

　予算の内容は，会場費と記念品料，パンフレット印刷
費など最小限の経費となっており，表彰の特性を鑑みれ
ば現状を維持したい。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

04

11

39

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

8.5　8.8

ＳＤＧｓローカル指標

いきいきと働ける環境づくり

施
策
の
目
的

　幅広い世代がいきいきと働ける社会を実現するため，未就
職者の早期就職の支援や高齢者の就業機会の確保に取り組む
とともに，勤労者福祉の充実などの労働環境の改善をめざし
ます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 74 71 71

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 24,118 22,960 22,920 22,340

(人) 0.40 0.40 0.40 0.40

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

担当：正職員1人（兼務）

監事：産業政策課長
年１回総会，年４回程度の理
事会に出席

 正規職員 (千円) 2,920 2,960 2,920 2,840

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 2,920 2,960 2,920

19,500

 人役数 (人) 0.40 0.40 0.40 0.40

2,840

　高知市シルバー人材セン
ター運営費にかかる補助金
（予算・決算額）

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 21,198 20,000 20,000

 県費 (千円)

19,500

 一般財源 (千円) 21,198 20,000 20,000

1,000人 1,000人

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 1,075人 1,056人 1,035人

目標
評
価
指
標

Ａ 各年度末における会員数
目標 1,000人 1,000人

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 各年度末における会員数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

運営補助をしている高知市シルバー人材センターの会員数
（毎月，入会・退会があり，一定数の会員数を保持していく）

ＳＤＧｓゴール 8

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進，活力のある地域づくりをめざす。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

高年齢者に対して就業機会を提供する公益社団法人高知市シルバー人材センターへの補助

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市に居住する原則として60歳以上の高年齢者
事業開始年度 昭和58年度

事業終了年度

高知市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

高年齢者等の雇用の安定に関する法律

政策 にぎわいが創出され，いきいきと働けるまち

施策

所管部署 産業政策課 所属長名 宮田　小町

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 高年齢者就業機会確保事業
所管部局 商工観光部 部局長名 楠本　太
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　事業実施方法としては現状が最適である。

　類似事業はない。

　補助金額については，事業計画，会員数及び就業率な
どに基づき決定している。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　高齢化社会を迎える中で，高年齢者の就労促進は高年齢者の福祉のみならず，社会全体の労働力を確保するうえ
でも重要である。個々では就労しにくい高年齢者に仕事を手配する高知市シルバー人材センターの活動は必要であ
るので，今後も事業継続をする。

 B 改善を検討し，事業継続

　補助金交付先は高知市シルバー人材センターであり，
その会員は市内全域の高年齢者であることから，公平性
が高い。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　就業先開拓と新規会員の獲得に努めるほか，テレビＣ
Ｍ，高知市広報誌による広報，会員の声がけ等により，
入会説明会への参加を促し，会員を確保している。

　高齢や健康を理由とする退会が多いなかで，継続して
成果指標を達成していることは評価でき，事業内容も妥
当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　高年齢者就業機会確保事業は，総合計画の施策「地場
企業の強みを活かした産業の振興」に位置付けられてい
る。

　高齢者自らが就労することにより，健康の増進や生き
がいの醸成，地域に密着した社会活動につながるなど，
市民ニーズは大きい。

　高齢者の割合は年々増加傾向にあるが，会員数は横ば
い傾向である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　補助金交付先の高知市シルバー人材センターは，高年齢者の生きがいづくりや社会参加促進のために就業機会の増大と福祉の増進を図ることが目的の団
体である。地方自治法施行令の一部改正（平成23年12月26日施行）により，３号随意契約できる相手方の対象範囲が拡大されたことに伴い，シルバー人材
センターの公共契約業務が減少傾向にあるなかで，コーディネーターを中心に就業先開拓と新規会員の獲得に精力的に取り組んでいる。

　補助金額は国庫補助金の増減やセンターの運営状況を踏まえ，事業計画，会員数及び就業率に基づき決定している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

04

11

39

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

8.5

ＳＤＧｓローカル指標

いきいきと働ける環境づくり

施
策
の
目
的

　幅広い世代がいきいきと働ける社会を実現するため，未就
職者の早期就職の支援や高齢者の就業機会の確保に取り組む
とともに，勤労者福祉の充実などの労働環境の改善をめざし
ます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 1 1 1

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 369 379 374 364

(人) 0.05 0.05 0.05 0.05

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

正職員1人（兼務）で企画・
作成・印刷を行っている。

 正規職員 (千円) 365 370 365 355

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 365 370 365

9

 人役数 (人) 0.05 0.05 0.05 0.05

355

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4 9 9

 県費 (千円)

9

 一般財源 (千円) 4 9 9

4回 4回

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 4回 4回 4回

目標
評
価
指
標

Ａ 年間発行回数
目標 4回 4回

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 年間発行回数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

事業開始当初からの発行回数を継続する。

ＳＤＧｓゴール 8

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

労働関係施策等の法令や働き方の提案など，必要な情報を勤労者及び事業主に周知していく。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・労働関係の各種制度や法改正の周知
・高知市の事業者及び勤労者にかかる事業の周知
・高知市関係機関の各種セミナーや講座の周知

高知県産業振興センター発行情報誌「情報プラットフォーム」に折込み発送。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に
高知県産業振興センターに登録のある県内の事業所　約1,000事業所
高知市内各組合及び関係機関　約230団体

事業開始年度 平成18年度

事業終了年度

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 にぎわいが創出され，いきいきと働けるまち

施策

所管部署 産業政策課 所属長名 宮田　小町

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 労働ニュースの発行
所管部局 商工観光部 部局長名 楠本　太
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　事業実施の手法は現状が最適である。

　掲載内容はもとより，低コストで確実に情報発信・伝
達することができている。

　他課や関係機関から，定期的に掲載の依頼があり，効
率性を高めるための連携ができている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　労働関係施策等の法令や働き方の提案など，必要な情報を勤労者及び事業主に周知する有効な手段であるため，
今後も事業継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　高知県産業振興センター登録事業所（1000社）及び市
内各組合（200か所）等が受益者となり，おおむね公平性
は十分に保たれている。

　受益者に負担を要する事業ではない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　成果指標となる発行回数を達成している。

　掲載内容は国や県の掲載情報と重ならないように，高
知市の事業を中心に構成することを心掛けている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

 総合計画の施策「いきいきと働ける環境づくり」に位置
付けられている。

　事業の性質上，市の計画等の目標達成にどう結びつく
のか，事業に対して市民ニーズがあるのかどうかは評価
が難しい。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

〇高知市が事業所や市内各組合及び関係機関に直接情報伝達することができる唯一の手段である。

〇高知県産業振興センターの登録事業所は開示対象になっておらず，実際にどの事業所に配付しているかは把握できていない。

〇労働関係施策の周知が効果的に行えるよう，配布先について検討をしていく必要がある。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

04

10

35

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

髙橋　敬之

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 れんけいこうち伝統産業推進事業
所管部局 商工観光部 部局長名 楠本　太

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 商工振興課 所属長名

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

長期的に安定した経営を行うことができる状態を実現する

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・県内外に向けた伝統工芸品のＰＲ活動や販路拡大等の取組
・ブランド力や知名度向上に対する支援
・後継者育成に対する支援

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 県内伝統産業事業者
事業開始年度 平成30年度

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 伝統産業推進事業費補助金の交付件数

Ｂ 土佐の手づくり工芸品ホームページの閲覧数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年３件を目指すもの

年間閲覧数36,000ビューを目指すもの

ＳＤＧｓゴール 8

ＳＤＧｓターゲット

実績 １件 １件 １件

目標 36,000ビュー
評
価
指
標

Ａ
伝統産業推進事業費補助金の
交付件数

目標 ３件 ３件

Ｂ
土佐の手づくり工芸品ホーム
ページの閲覧数

36,000ビュー

Ｃ

36,000ビュー 63,000ビュー

実績 993ビュー 36,928ビュー 87,324ビュー

３件 ３件

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 3,924 1,250 7,822

 県費 (千円)

3,664

 一般財源 (千円) 3,924 1,250 7,822

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

3,664

 人役数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.20

1,420

 正規職員 (千円) 1,460 1,480 1,460 1,420

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 1,460 1,480 1,460

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 5,384 2,730 9,282 5,084

(人) 0.20 0.20 0.20 0.20

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 16 8 29

地場企業の強みを活かした産業の振興

施
策
の
目
的

　地域産業を振興するため，企業の操業環境を整えながら，
さまざまな企業活動の支援に取り組むことで，地場企業の強
みを活かしたものづくりの振興とともに，新しい市場の開拓
に向けて，地産外商による販路拡大をめざします。

法定受託事務

8.1，8.9

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

㈱小学館の雑誌「サライ」とタイアップして，伝統工芸品の通販企画を実施し，受注数が合計225点，受注額が合計7,233千円であった。また，土佐の手作
り工芸品パンフレットを34市町村の主要観光施設等に合計911部配布した。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　「れんけいこうち伝統産業推進事業」は，総合計画の
施策「地場企業の強みを活かした産業の振興」に位置付
けられている。

　当事業の実施による地域産業の振興は，市民から常に
要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　伝統産業推進事業費補助金の交付件数の実績は，目標
を達成できなかったものの，土佐の手作り工芸品ホーム
ページの閲覧数は，実績が目標を大幅に上回った。

　当事業の取組状況については，毎年度，れんけいこう
ち市町村担当者会議及びれんけいこうち広域都市圏ビ
ジョン推進懇談会に報告し，御意見を踏まえて内容の見
直し等を行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続 　土佐の手作り工芸品ホームページは，閲覧数が年々増加し，令和２年度は目標を大きく上回る87,324ビューを記
録しており，伝統工芸品のＰＲとして有効であるといえる。また，伝統産業推進事業費補助金の交付件数が１件に
とどまったことからは，伝統産業事業者が自ら企画して伝統工芸品の販路拡大を図ることの困難さがうかがえる。
よって，伝統産業の振興には，行政による伝統工芸品のＰＲや販路拡大等の取組が重要であるといえ，今後も継続
して事業を実施していくことが必要と考える。

 B 改善を検討し，事業継続

　本事業は，その対象者を，土佐の手作り工芸品パンフ
レット・ホームページ及び㈱小学館の雑誌「サライ」と
のタイアップによる伝統工芸品の通販企画にあっては県
内の伝統産業事業者，伝統産業推進事業費補助金にあっ
ては市内の伝統産業事業者及び当該事業者の団体として
おり，公平性が保たれている。

　伝統産業推進事業費補助金は，補助の対象となる経費
を，伝統工芸品を国内外の市場に向けて広く紹介するた
めに実施するカタログ，チラシ，ＣＭ，ＤＭ等の作成，
各種の宣伝媒体を活用した広告・宣伝，展示会等への出
展等に要する経費としており，対象経費は妥当である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会
　伝統工芸品のＰＲ活動や販路拡大等の取組は非常に有益であるので，伝統工芸品を購入し，庁内に展示するなどで周知を図っていただ
きたい。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　伝統工芸品の販路拡大を図る取組において㈱小学館の
雑誌「サライ」とのタイアップにより通販企画を実施す
るなど，民間ノウハウの有効活用によるコスト削減にも
取り組んでおり，実施手法等については現状が望ましい
ものと考える。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

12

40

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

髙橋　敬之

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 中心市街地活性化基本計画推進事業
所管部局 商工観光部 部局長名 楠本　太

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

中心市街地の活性化に関する法律

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 商工振興課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

高知市中心市街地活性化基本計画に定める３つの活性化の目標である「すべての世代が永く住み続けられるまち」の実現，「多くの
人が回遊するまち」の実現，「また訪れたいと思うまち」の実現の達成を目指す。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

中心市街地における都市機能の増進及び経済の活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため高知市中心市街地活性化基本計画（以
下「中活計画」という。）を作成し，活性化に寄与する各種事業を推進するとともに，中活計画の登載事業である学生活動交流館事
業等の取組を行った。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市民
事業開始年度 平成19年度

事業終了年度

高知市中心市街地活性化基本計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 学生活動交流館の利用率

Ｂ バリアフリーマップの配布数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

過去３年の利用率実績平均値の継続を目指す

現行の年間2,000部の配布を目指す

ＳＤＧｓゴール 11

ＳＤＧｓターゲット

実績 59.4% 44.8% 30%

目標 2,000部
評
価
指
標

Ａ 学生活動交流館の利用率
目標 50% 50%

Ｂ バリアフリーマップの配布数
2,000部

Ｃ

2,000部 2,000部

実績 3,200部 800部 2,000部

50% 50%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4,176 3,695 3,640

 県費 (千円)

3,451

305

 一般財源 (千円) 4,176 3,695 3,640

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

3,451

 人役数 (人) 1.00 1.00 1.00 1.00

7,100

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 7,400 7,300

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 11,476 11,095 10,940 10,551

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 35 34 34

地域特性を活かした，バランスの取れた都市の形成

施
策
の
目
的

　人口減少や高齢化の進行に対応した，都市機能が集約さ
れ，市街地の外延的な拡大が抑制されたコンパクトシティの
形成とともに，都市部の中心市街地の活性化をはじめ，田園
地域，中山間地域それぞれの地域特性を活かしたバランスの
取れたまちづくりをめざします。

法定受託事務

11.3

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

中活計画の実効性を高める取組として，毎年定期フォローアップを実施，各種事業の進捗状況を踏まえた目標達成の見通しや対策の検討を行っている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

定期フォローアップの実施や個別事業の評価指標を達成
することにより，中活計画で定める活性化の目標達成に
つながる。市民ニーズについては，令和２年度市民意識
調査において，本市を離れたいと思う層から施策の強化
を希望する声が多かったことから定住対策として重要な
事業である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

評価指標A「学生活動交流館の利用率」
新型コロナウイルス感染症の拡大により令和２年4月1日
～26日閉館したことや定期イベント中止の影響により目
標値に届かなかった。

評価指標B「バリアフリーマップ配布数」
平成29年度に作成した「高知市お城下バリアフリーまっ
ぷ」について，掲載店舗・施設の追加削除及び一部デザ
インを含めたデータを更新を行い増刷，目標数を中心商
店街の施設に配布した。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

中活計画の定める活性化の目標達成に向け，計画期間中，毎年定期フォローアップを行うことにより各事業の実効
性を高め，本市中心市街地の活性化を推進していく。合わせて第二期となる現行の中活計画の計画期間が令和４年
３月までとなることから今後，第三期中活計画の策定についても検討を進めていく。

 B 改善を検討し，事業継続

当事業は主に，中活計画に登載する60事業の取組の進捗
管理に関するものであり，受益者及び受益者負担の偏り
は生じていない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

中活計画については，中心市街地の活性化に関する法律
に基づく国の認定を受けたうえで，法令に基づく定期
フォローアップによる進捗管理を実施ており妥当であ
る。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

01

01

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

6.b，15.2，15.4

ＳＤＧｓローカル指標

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

施
策
の
目
的

　誰もが生態系を理解し，それらを育む緑と水とのつながり
が生まれるように，保全・再生・維持管理に継続して取り組
むことで，豊かな自然を守り育てます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 3 3 3

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 1,138 1,113 1,097 1,233

(人) 0.05 0.05 0.05 0.05

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

【業務量内訳（参考）】
・防潮林管理事業　　　　0.025
・松くい虫防除事業　　　0.025
・松く虫防除事業費補助金0.025
・保安林環境保全事業　　0.025
・防潮林整備事業　　　　0.025
・淡水業増殖事業　　　　0.025
・鳥獣被害緊急対策事業　0.85
　※担当２人で従事

 正規職員 (千円) 365 370 365 355

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 365 370 365

878

 人役数 (人) 0.05 0.05 0.05 0.05

355

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 773 743 732

 県費 (千円)

878

 一般財源 (千円) 773 743 732

年０件 年０件

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 年０件 年０件 年０件

目標
評
価
指
標

Ａ 新規不法占有発生件数
目標 年０件 年０件

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 新規不法占有発生件数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

防潮保安林の用途を維持するため，不法占有の発生を防止しようとするもの

ＳＤＧｓゴール 6，15

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

　長浜地域の市有防潮保安林用地への不法占有や不法投棄がなく，下草や支障木の管理が適切に実施され，防潮保安林の機能が十分
に発揮されている状態。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・市有保安林におけるごみ不法投棄，無許可立木伐採，墓地造成等の違反行為の早期発見及び未然防止を目的とした保全監視業務
・防潮保安林の草刈
・市有林内の倒木，投棄されたごみ等の処理

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民等
事業開始年度 昭和55年度

事業終了年度

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

森林法，地方財政法

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 農林水産課 所属長名 島﨑　春次

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 防潮林管理事業
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　草刈りや枝打ちは業務委託しており，事業実施手法に
ついては，現状の手法が最適と判断している。

　類似事業は他になく，必要経費は精査の上予算計上し
ているためコスト削減等については困難である。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　防潮保安林の機能を十分に発揮することにより，市民の生命・財産を守る事業であることから，事業の継続が必
要である。
　また，近年は風致保安林としてのニーズも生じていることから，今後も適切に事業を実施していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　当該防潮保安林付近に居住する市民等が受益者であ
り，特定の団体・個人等に限られるものではなく，公平
性は極めて高い。

　必要経費は当該防潮保安林の管理を行う費用であり，
市民の生命・財産を守る事業であることから，受益者負
担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　評価指標は達成しており，事業の達成状況は順調であ
る。

　事業内容は，防潮保安林を適切に管理するものであ
り，事業成果を発揮するために妥当な内容であると考え
る。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　当事業は，長浜地域の黒潮ライン沿いの防潮保安林の
機能の十分な発揮を目的とするものであり，保安林の適
切な保全は，松林と海岸線の調和を図ることにもつなが
ることから，総合計画の基本目標である「豊かな自然環
境が将来にわたって保たれ，誰もが自然に親しみ，人と
自然が共生するまち」の実現に資するものである。

　当該防潮保安林は，潮害防止機能のほか，近年は龍馬
マラソンの定着や大型客船の寄港により，風致木的な
ニーズも生じており，景観上の観点からも適切な管理が
求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　県内有数の観光地である桂浜に隣接し，太平洋を一望できる黒潮ライン沿いの松林は，防潮保安林としての役割を果たすとともに観光資源でもあり，高
知市の魅力度向上の観点からも引き続き保全を行う必要性が高い。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

01

01

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

島﨑　春次

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 保安林環境保全事業
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 農林水産課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

　浦戸地区の民有防潮保安林の機能回復・機能強化・環境保全及び被害防止を図り，防潮保安林の機能が十分に発揮されている状態
を目指す。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・保安林機能の維持を図るため，浦戸の民有保安林における植栽，下草刈，被害木処理，予防処置に対する補助

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 浦戸西南浦松組合及び東南浦松並組合
事業開始年度 平成13年度

事業終了年度

高知市保安林環境整備事業費補助金交付要綱

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 松くい虫被害本数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

被害本数を毎年度25本以下にとどめ，防潮保安林の機能回復及び強化を図る

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

実績 10本 0本 1本

目標
評
価
指
標

Ａ 松くい虫被害本数
目標 25本以下 25本以下

Ｂ

Ｃ

実績

25本以下 25本以下

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 263 132 135

 県費 (千円)

390

 一般財源 (千円) 263 132 135

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

390

 人役数 (人) 0.05 0.05 0.05 0.05

355
【業務量内訳（参考）】
・防潮林管理事業　　　　0.025
・松くい虫防除事業　　　0.025
・松く虫防除事業費補助金0.025
・保安林環境保全事業　　0.025
・防潮林整備事業　　　　0.025
・淡水業増殖事業　　　　0.025
・鳥獣被害緊急対策事業　0.85
　※担当２人で従事

 正規職員 (千円) 365 370 365 355

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 365 370 365

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 628 502 500 745

(人) 0.05 0.05 0.05 0.05

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 2 2 2

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

施
策
の
目
的

　誰もが生態系を理解し，それらを育む緑と水とのつながり
が生まれるように，保全・再生・維持管理に継続して取り組
むことで，豊かな自然を守り育てます。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　県内有数の観光地である桂浜に隣接し，太平洋を一望できる黒潮ライン沿いの松林は，防潮保安林としての役割を果たすとともに観光資源でもあり，高
知市の魅力度向上の観点からも引き続き保全を行う必要性が高い。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　当事業は，桂浜に隣接する浦戸地区の防潮保安林の機
能の十分な発揮を目的とするものであり，保安林の適切
な保全は，松林と海岸線の調和を図ることにもつながる
ことから，総合計画の基本目標である「豊かな自然環境
が将来にわたって保たれ，誰もが自然に親しみ，人と自
然が共生するまち」の実現に資するものである。

　当該防潮保安林は，潮害防止機能のほか，近年は龍馬
マラソンの定着や大型客船の寄港により，風致木的な
ニーズも生じており，景観上の観点からも適切な管理が
求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　評価指標は達成しており，事業の達成状況は順調であ
る。

　事業内容は，景観美化に対する補助（植栽，下草刈
り）と，松くい虫の被害拡大防止に対する補助（伐倒，
薬剤注入）で構成されており，事業成果を発揮するため
に妥当な内容であると考える。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　地元組織が所有する防潮保安林の環境整備事業に対して補助金を交付し，保安林の機能回復や環境保全を図るも
のであり，防潮保安林の機能が十分に発揮されることにより，市民自身の生命・財産を守る事業であることから，
事業の継続が必要である。
　また，近年は風致保安林としてのニーズも生じていることから，今後も適切に事業を実施していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　補助対象者は浦戸地区に防潮保安林を所有する地元組
織であり，直接の受益者は限られるものの，当該防潮保
安林付近に居住する市民等の生命・財産を守る事業でも
あることから，公平性は極めて高い。

　当補助金の補助対象経費は，防潮保安林の機能の十分
な発揮を図るための事業に限られ，事業費の４分の１を
受益者が負担するものとなっており，事業内容は妥当で
ある。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　地元住民の自主的な取組に対する補助であり，現状の
手法が最適である。

　
　類似事業は他になく，必要経費は精査の上予算計上し
ているためコスト削減等についても困難である。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

04

10

33

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

2.3，2.4

ＳＤＧｓローカル指標

大地の恵みを活かした農業の振興

施
策
の
目
的

　地域資源を最大限に活かし，各地域で営まれている農業活
動を良好なものとするため，農業基盤の整備等や担い手の確
保に努めるなど，競争力のある産地づくりをめざします。
　また，地域特性を活かした農業の展開，環境と共生した農
業振興による，自然・人・まちの共生社会を支える持続可能
な農業をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 1 1 1

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 424 370 423 424

(人) 0.05 0.05 0.05 0.05

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

他業務兼務　　　0.05人役

 正規職員 (千円) 365 370 365 355

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 365 370 365

69

 人役数 (人) 0.05 0.05 0.05 0.05

355

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 59 0 58

 県費 (千円)

69

0 0

 一般財源 (千円) 59 0 58

1組織 1組織

Ｄ
目標

実績

実績 1組織 1組織 1組織

目標 20a
評
価
指
標

Ａ 取組組織数
目標 1組織 1組織

Ｂ 学校給食用食材作付面積
20a

Ｃ

20a 20a

実績 20.6a 0a 19.8a

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 取組組織数

Ｂ 学校給食用食材作付面積

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年１組織の取組を目指す

学校用給食食材（馬鈴薯）の年20aの作付を目指す

ＳＤＧｓゴール 2

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

高知市産農林水産物を学校給食用食材として使用することにより，地産地消の推進及び生産者組織の育成を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

高知市産農林水産物の学校給食用食材への活用促進による地産地消及び地場産品生産の拡大

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 農家・集落営農組織・農業生産法人
事業開始年度 平成25年度

事業終了年度

第13次高知市農業基本計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 農林水産課 所属長名 島﨑　春次

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 学校給食用食材生産支援事業
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　高知市産農産物の学校給食食材の利用拡大は，学校だ
けでなく生産者にとってもメリットがあるものの，現状
では生産者が直接納入できないため，納入窓口となって
いるＪＡの負担が大きくなっており，事業拡大ができな
い原因となっている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

15.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

　高知市産農産物の地産地消の推進や生産者組織の育成を進める上で必要な事業であるが，取組組織等の拡大のた
めには，生産者の負担軽減や，作付品目等について学校給食会と検討を行う必要がある。

○  B 改善を検討し，事業継続

　学校給食用農産物を生産する農業団体のうち，栽培方
法に合意する生産者団体の全てを対象としており，補助
金交付要綱に基づき要件を満たせば，どの団体において
も補助を受けることが可能であり，公平性は保たれてい
る。
　補助金は補助対象経費の３分の１であり，残りは受益
者負担となっており，適正な負担割合である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

C

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　高温被害等により不安定な収穫状況であった大豆から
馬鈴薯のみの作付けに転換したことにより，作付面積目
標はほぼ達成した。

　今後も事業の推進を行い，成果の向上を目指す。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　新鮮で安全な高知市産農産物を学校給食用食材として
使用することにより，地産地消に結びつけることができ
た。
　
　農業委員会の意見書においても高知市産農産物の学校
給食への納入拡大が求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　給食用食材の出荷については指定納入業者のみとなっており，ＪＡが生産者から買い取る方法で納入している。納入に係る運送費をＪＡが負担している
などの課題があり，事業拡大が進まない原因となっている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

01

01

01

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

川上　智子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 市有林造林事業
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

森林・林業基本法，森林法，地方財政法，過疎地域自立促進特別措置法

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 鏡地域振興課 所属長名

―

意図
どのような状態
にしていくのか

水源涵養等の多面的機能を高度に発揮できる森林を育成していく

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

市有林における間伐等森林施業や作業道の開設・改修等の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市が所有する森林
事業開始年度 昭和41年

事業終了年度

高知市財産条例，高知市公有財産規則

高知市森林整備計画，森林経営計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 市有林で実施する年間の搬出間伐の材積

Ｂ 市有林で実施する年間の間伐面積

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

搬出間伐の材積を目指すもの

間伐面積を目指すもの

ＳＤＧｓゴール 9，13，15

ＳＤＧｓターゲット

実績 1,018ｍ3 1,792ｍ3 1,786ｍ3

目標 30ha
評
価
指
標

Ａ
市有林で実施する年間の搬出
間伐の材積

目標 560ｍ3 590ｍ3

Ｂ
市有林で実施する年間の間伐
面積

25ha

Ｃ

25ha 19.5ha

実績 35.12ha 35.2ha 37.96ha

620ｍ3 780ｍ3

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 6,100 8,843 7,850

 県費 (千円)

8,000

 一般財源 (千円) 0 1 150

その他の財源は基金

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 6,100 8,842 2,200 2,500

 市債 (千円) 5,500 5,500

 翌年度への繰越額 (千円)

0

 人役数 (人) 0.01 0.01 0.01 0.01

71

担当１人で業務に当たってい
る。

 正規職員 (千円) 73 74 73 71

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 73 74 73

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 6,173 8,917 7,923 8,071

(人) 0.01 0.01 0.01 0.01

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 19 27 24

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

施
策
の
目
的

　誰もが生態系を理解し，それらを育む緑と水とのつながり
が生まれるように，保全・再生・維持管理に継続して取り組
むことで，豊かな自然を守り育てます。

法定受託事務

9.2，9.4，13.1，15.2

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　スギ・ヒノキの人工林の管理・育成においては，間伐
による立木の密度管理が必要不可欠である。市有林の人
工林の大半が木材として利用可能な林齢(スギ35年・ヒノ
キ45年以上)に達していることから，作業道の開設・改修
を行い，間伐材の搬出等を行っている。

　カーボンニュートラルに向けた温室効果ガスの吸収源
として，森林のもつ多面的機能に対する国民的理解が広
く浸透し，公の責任で森林整備を進めるべきとの市民
ニーズが高まっているものと考える。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　搬出間伐材積及び間伐面積ともに目標を達成してい
る。

　森林のもつ多面的機能を高度に発揮できるよう，今後
も間伐を主体とする森林整備を継続することが必要であ
る。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　国・県の補助制度を活用した市有林の管理は,最良の方法と認められる。今後も本事業を継続し，森林のもつ多面
的機能が高度に発揮されるように市有林整備を行う必要があるため，引き続き森林経営計画等に沿った一体的・効
率的な施業を継続していく。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業で扱う市有林は市民の財産であることから，受
益者負担の偏りは生じていない。

　森林のもつ多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全
な発展という基本理念の実現は国と地方自治体共通の責
務であることから，市有林管理において補助金を活用し,
市が一部費用負担を行うことは妥当である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　本事業の前提が，国・県の造林補助制度を活用するた
めに森林法に基づく森林経営計画を策定した森林での施
業となっている。
　
　鏡川流域では，市有林以外に面的まとまりを持つ大規
模な森林所有者が少ないことから，高知市森林組合が小
規模な森林所有者の森林と市有林を併せて経営計画を策
定することで，有利な補助制度を活用し一体的・効率的
な施業が実現している。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

01

01

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

川上　智子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 森林総合整備事業補助
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

森林・林業基本法，森林法

高知県造林事業費補助金交付要綱，高知県造林事業取扱要領，高知県造林事業査定要領

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 鏡地域振興課 所属長名

-

意図
どのような状態
にしていくのか

間伐等を実施することで,健全な森林の造成と森林が有する多面的機能の増進を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

間伐及び作業道の開設等に要する経費を補助

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知県造林事業費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定を受けたもの
事業開始年度 平成16年度

事業終了年度

高知市森林総合整備事業費補助金交付要綱

高知市森林整備計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 補助対象間伐施業面積

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

補助対象間伐施業面積50haを目指すもの

ＳＤＧｓゴール ９，13，15

ＳＤＧｓターゲット

実績 88.29ha 68.62ha 37.96ha

目標
評
価
指
標

Ａ 補助対象間伐施業面積
目標 50ha 50ha

Ｂ

Ｃ

実績

50ha 50ha

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 2,608 2,146 680

 県費 (千円)

4,000

 一般財源 (千円) 1 506 0

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 2,607 1,640 680 3,400

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

600

 人役数 (人) 0.04 0.04 0.04 0.04

284

担当　　0.04×１人

 正規職員 (千円) 292 296 292 284

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 292 296 292

0 0

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 2,900 2,442 972 4,284

(人) 0.04 0.04 0.04 0.04

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 9 8 3

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

施
策
の
目
的

　誰もが生態系を理解し，それらを育む緑と水とのつながり
が生まれるように，保全・再生・維持管理に継続して取り組
むことで，豊かな自然を守り育てます。

法定受託事務

9.2，9.4，13.1，15.2

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

間伐等を実施することで，森林が健全に保たれ国土保全機能が高まることとなり，土砂災害や土砂の流出等の災害を防止することにつながっている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　スギ・ヒノキの材価の低迷により，森林に対する森林
所有者の意識が低下し，間伐などの適正な森林施業が実
施されない森林が多く見受けられる。このような状況か
ら，森林施策として間伐等の森林整備を積極的に進めて
いくことは重要である。
　
　カーボンニュートラルに向けた温室効果ガスの吸収源
として，森林のもつ多面的機能に対する国民的理解が広
く浸透し，森林整備の必要性が高まっていると考える。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　補助対象間伐面積は令和元年度まで目標を達成してい
たが，令和２年度は林業就業者の離職などの影響もあり
間伐面積が減少した。

　新たな担い手を確保するとともに，事業を拡充するな
ど，森林整備がより促進できるよう継続した取組を行っ
ていくことで，更なる事業成果の向上を図っていく。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　森林整備は,市民が豊かで安心した生活を送るために必要なものであり，今後も森林のもつ多面的機能が高度に発
揮できるよう森林整備を行っていく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　森林整備による森林のもつ多面的機能の発揮は，市民
生活に不可欠であり，広く市民に享受するものである。

　本事業は，森林所有者の費用負担が必要であることか
ら，今後，補助金をかさ上げし事業の推進を行うこと
で，森林環境譲与税を活用した補助対象事業の拡充及び
推進を継続して行っていく。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　県の造林補助制度を活用していることが，補助対象事
業の条件となっている。

　間伐等を実施する際，補助対象者にとっては，県・市
の補助制度を同時に活用することとなり，一体的・効率
的な補助金の活用を行うことで，森林整備の推進につな
がっている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

01

01

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

9.2，9.4，13.1，15.2

ＳＤＧｓローカル指標

豊かな自然を育む緑と水辺の保全

施
策
の
目
的

　誰もが生態系を理解し，それらを育む緑と水とのつながり
が生まれるように，保全・再生・維持管理に継続して取り組
むことで，豊かな自然を守り育てます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 15 12 13

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 4,956 4,008 4,144 4,142

(人) 0.02 0.02 0.03 0.02

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

担当１人で業務に当たってい
る。
令和２年度は協定更新があっ
たため，人役増。

 正規職員 (千円) 146 148 219 142

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 146 148 219

0

 人役数 (人) 0.02 0.02 0.03 0.02

142

その他の財源は基金
（協賛金を積み立てたもの）

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 4,810 3,860 3,925 4,000

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4,810 3,860 3,925

 県費 (千円)

4,000

 一般財源 (千円) 0 0 0

6社（団体） 6社（団体）

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 6社（団体） 6社（団体） 6社（団体）

目標
評
価
指
標

Ａ 協定企業（団体）数
目標 6社（団体） 6社（団体）

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 協定企業（団体）数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

協定企業（団体）数６社を目指すもの

ＳＤＧｓゴール 9，13，15

ＳＤＧｓターゲット

―

意図
どのような状態
にしていくのか

水源涵養等の多面的機能を高度に発揮できる森林を育成していく

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

環境先進企業と協働で，市有林（協定森林）の除間伐・作業道整備等を実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市が所有する森林
事業開始年度 平成19年

事業終了年度

高知市財産条例，高知市公有財産規則

高知市森林整備計画，森林経営計画，環境先進企業との協働の森づくり事業
パートナーズ協定書

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

森林・林業基本法，森林法

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 鏡地域振興課 所属長名 川上　智子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 協働の森づくり事業
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　協定企業（団体）からの協賛金を活用して森林整備を
実施する手法をとっているため，高知市として投入する
コストはほとんど発生していない。また，企業等への実
績報告や財源整理を行う必要があることから、他事業と
の統合は困難である。施業地の一体的整備のために市有
林造林事業との連携も行っている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　協定企業（団体）からの協賛金を活用して行う森林整備事業で，一般財源負担も少なく済むことに加え，中山間
地域の住民と協定企業との交流活動も実施していることから，地域の活性化にも寄与することができるため，今後
も継続していく。
※　交流活動についてはＲ元，２年度はコロナウイルス感染症の影響で中止。

 B 改善を検討し，事業継続

　本事業は一般財源をほとんど投入することなく，協賛
金で市有林管理を行っているため，受益者の偏りはな
く，受益者負担は適正であると考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　令和２年度までに６社（団体）と協定を結んでおり，
そのうち協定期間が令和２年度末となっていた５社（団
体）と協定を更新し，令和３年度以降も６社（団体）と
協定を結ぶことで成果指数を達成できた。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　スギ・ヒノキの人工林の管理・育成においては，間伐
による立木の密度管理が必要不可欠である。市有林の人
工林の大半が木材として利用可能な林齢(スギ35年・ヒノ
キ45年以上)に達していることから，作業道の開設・改修
を行い，間伐材の搬出・利用を推進している。

　カーボンニュートラルに向けた温室効果ガスの吸収源
として，森林の多面的機能に対する国民的理解が広く浸
透し，公の責任で森林整備を進めるべきとの市民ニーズ
が高まっているものと考える。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

市域における森林施業を企業の協賛金で実施している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

06

14

52

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

11.a 

ＳＤＧｓローカル指標

新しい人の流れを生み出す移住・定住の促進

施
策
の
目
的

　森・里・海が都市部と共存する高知市全域に，幅広い世代
の方がそれぞれの希望に応じた移住を実現するとともに，行
政と地域が一体となって定住しやすい環境づくりを進め，移
住者を含むすべての市民にとって「住んでみたい・住み続け
たいまち」をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 6 6 6

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 1,832 1,802 1,891 2,526

(人) 0.03 0.03 0.03 0.03

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

正規職員２名が業務に当たっ
ている。

 正規職員 (千円) 219 222 219 213

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 219 222 219

2,063

 人役数 (人) 0.03 0.03 0.03 0.03

213

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 1,613 1,235 157 250

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 1,613 1,580 1,672

 県費 (千円)

2,313

 一般財源 (千円) 0 345 1,515

40％ 40％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 14.6％ 10.0％ 43.6％

目標 30組
評
価
指
標

Ａ
居室宿泊可能日数に対する稼
働率

目標 40％ 40％

Ｂ 年間宿泊利用組数
30組

Ｃ

30組 30組

実績 14組 11組 17組

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 居室宿泊可能日数に対する稼働率

Ｂ 年間宿泊利用組数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

稼働率40％を目指すもの

年間30組を目指すもの

ＳＤＧｓゴール 11

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

本市中山間地域への移住・定住を促進し，中山間地域の振興を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

かがみ暮らし体験滞在施設の維持管理

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市への移住希望者
事業開始年度 平成27年度

事業終了年度

高知市中山間地域暮らし体験滞在施設条例，同施行規則

高知市過疎地域自立促進計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

過疎地域自立促進特別措置法

政策 多様な交流や，新たな人の流れが生まれ，自立したまち

施策

所管部署 鏡地域振興課 所属長名 川上　智子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 自立の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 かがみ暮らし体験滞在施設管理
所管部局 農林水産課 部局長名 島津　卓
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

開設当初から地元団体に運営を委託してきた。利用者を
受け入れる際の負担や利用目的の把握が困難であること
など課題も見えてきたことから，施設の管理・運営につ
いて令和２年度に見直しを行い，現在はおおむね効率的
に運営できている。

高知県職員住宅を利用した長期滞在型の体験滞在施設が
あるが，利用者のニーズに合わせて移住定住促進室と連
携を図っている。事業コストについても地元団体に管理
委託することでおおむね効率的に管理できている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

中山間地域への移住・定住促進と地域の活性化を図るため，施設の適切な管理を行い，関係機関と連携しながら継
続していく。

 B 改善を検討し，事業継続

市外から移住を希望する方であれば，誰でもが気軽に中
山間地域での暮らしを体験できる施設である。また，本
市への移住・定住を希望する者と中山間地域との交流を
深めることにより，地域の活性化を図ることができる。

宿泊料（施設使用料）については，施設の設備を含め，
他市町村の類似施設と比較してもおおむね適正である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

主に県外の利用者であることから土日や祝日連休，夏休
み期間に利用が多い。件数の実績値のみでみれば目標値
には届いていないが，稼働率については目標値に達して
おり，おおむね順調である。

宿泊室の使用期間は２泊から最長28泊までであり，短期
のお試し住宅として，事業内容は妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

かがみ暮らし体験滞在施設は，高知市への移住を希望す
る方が，事前に地域の生活を知り，地域との交流を深め
るためのお試し滞在施設であり，本市の移住・定住の促
進に大いに寄与する事業である。

施設の利用件数は横ばい傾向ではあるものの，移住希望
の問合せは多く，ニーズはある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　件数の実績値のみでみれば目標値には届いていないが，稼働率については長期滞在利用等により目標値に達しておりおおむね順調である。ただし，新型
コロナ感染症の影響により，利用者数・稼働率等が下がってしまうことが懸念される。
　移住・定住の取組の参考とするため，施設利用者に対してアンケート調査（高知市を訪れた回数，滞在中のスケジュール，移住に希望する理由等）を実
施し，地域活性推進課（移住・定住促進室）と連携しながら，移住・定住希望者のニーズに合った施策を推進している。
　また，そのアンケートでは，施設利用者の大半が施設に満足しているとの回答であった。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

04

10

33

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

山岡　奈穂子

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 夢産地とさやま開発公社公益目的事業補助
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 土佐山地域振興課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

一般財団法人夢産地とさやま開発公社は，旧土佐山村時代，村の基幹産業とされた農業に関し，行政や農協の役割を補う組織として平成４年に設立され，中山間地域の急傾斜・狭小
な農地で少量・多品目の農産物を生産する高齢・小規模農家を支援してきた。こうした中で公社により実施されてきた各事業は，中山間地域の農業を支える上で非常に重要なもので
あり，公益的な面を併せ持つことから，事業実施主体である公社に対し補助金を交付し，農業の振興や農家所得の向上を図り，中山間地域の振興につなげるもの。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・中山間地域の農業の活性化や農家所得の向上を図り，中山間地域の振興を図るため，一般財団法人夢産地とさやま開発公社が行
う，中山間地域の農業を支える公益目的事業を対象として補助金を交付

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 一般財団法人夢産地とさやま開発公社
事業開始年度 平成４年度

事業終了年度

一般財団法人夢産地とさやま開発公社公益目的事業費補助金交付要綱

土佐山百年構想（まるごと有機プロジェクト）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 農家農産物売上

Ｂ 契約栽培品目数

Ｃ 契約栽培農家数

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年43,272千円を維持するもの

10品目を目指すもの

51農家を目指すもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

実績 50,548千円 44,475千円 53,314千円

目標 10品目
評
価
指
標

Ａ 農家農産物売上
目標 42,884千円 43,272千円

Ｂ 契約栽培品目数
10品目

Ｃ

10品目 10品目

実績 ９品目 ９品目 ９品目

43,272千円 43,272千円

Ｄ
目標

実績

契約栽培農家数
目標 45農家 47農家 47農家 51農家

実績 45農家 43農家 43農家

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 20,000 20,000 20,000

 県費 (千円) 0 0 0 0

20,000

0 0 0

 一般財源 (千円) 14,551 14,400 14,400

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 5,449 5,600 5,600 5,600

 市債 (千円) 0 0 0 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0

14,400

 人役数 (人) 0.20 0.20 0.20 0.20

1,420

 正規職員 (千円) 1,460 1,480 1,460 1,420

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 1,460 1,480 1,460

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 21,460 21,480 21,460 21,420

(人) 0.20 0.20 0.20 0.20

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 65 66 66

大地の恵みを活かした農業の振興

施
策
の
目
的

　地域資源を最大限に活かし，各地域で営まれている農業活
動を良好なものとするため，農業基盤の整備等や担い手の確
保に努めるなど，競争力のある産地づくりをめざします。
　また，地域特性を活かした農業の展開，環境と共生した農
業振興による，自然・人・まちの共生社会を支える持続可能
な農業をめざします。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

○ B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

・評価指標に示すもの以外にも，中山間地域の基幹作物である柚子の苗木生産や，有機農業の実践・普及推進を行うなど，中山間地域の農業を支え，農業
の活性化や農家所得の向上を図っており，事業の目的達成に向けた着実な取組が行われている。
・公社が実施する事業のうち，中山間地域の現状における公社の果たす役割等を踏まえ，補助対象とすべき事業を再整理する必要がある。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　当事業は，高齢・小規模農家を支援し，中山間地域の
農業を支える「一般財団法人　夢産地とさやま開発公
社」が実施する公益的な事業に対し補助金を交付し，農
業の振興や農家所得の向上を図り，中山間地域の振興に
つなげるものであり，土佐山百年構想の取組のうち「ま
るごと有機プロジェクト」の事業に位置付けられてい
る。

　高齢・小規模農家向けの庭先集荷や農産物の安定的な
販路の確保，中山間地域の基幹作物である柚子の苗木生
産のほか，農作業の受託等，公社が実施する事業に対す
るニーズは高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　目標をおおむね達成しており，事業の実施は順調であ
る。

　中山間地域の現状において，公社が果たす役割等を踏
まえ，補助対象事業や補助額等を見直す必要がある。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

14.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続
・公社が実施する公益的事業については，土佐山地域の農業を支える上で必要不可欠なものであり，継続して支援
を行う必要がある。
・他方，中山間地域における状況が大きく変化する中，公社の果たす役割も大きくなっていることから，支援を行
うべき事業内容等についての検討が必要である。

○  B 改善を検討し，事業継続

　事業の受益者は土佐山地域の小規模・高齢農家や柚子
の生産者など，広い範囲にわたっており，公平性はおお
むね保たれている。

　高齢・小規模農家向けの庭先集荷や農産物の安定的な
販路の確保，中山間地域の基幹作物である柚子の苗木生
産等，公社が実施する事業に対するニーズは高い反面，
収益性が低い事業でもあり，継続して支援していく必要
がある。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

3.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　行政や農協が手掛けにくい事業を行う公社に対して補
助金を交付し，事業実施に対し支援を行っているもので
あり，当該団体以外に事業を実施できる団体がないこと
から，実施手法は妥当である。

　類似事業は他になく，必要経費に関しては精査の上実
施しており，おおむね効率的であるものの，中山間地域
における課題は年々厳しくなっており，コスト削減は困
難である。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

13

44

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

11.b,13.1,14.1

ＳＤＧｓローカル指標

命を守る対策の推進

施
策
の
目
的

　大規模災害が発生したときに人命の保護が最大限図られる
ように，防災対策と施設整備が行われたまちづくりをめざし
ます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 43 41 43

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 14,008 13,294 13,820 19,590

(人) 0.04 0.04 0.04 0.04

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 292 296 292 284

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 292 296 292

7,726

 人役数 (人) 0.04 0.04 0.04 0.04

284

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 13,716 12,998 13,528

 県費 (千円) 8,217 7,791 8,107 11,580

19,306

 一般財源 (千円) 5,499 5,207 5,421

20基 30基

Ｄ
目標

実績

目標

実績

農林水産課　　　10
（ＪＡ高知市管内）

春野地域振興課　20
（ＪＡ高知県（春野）管内）

目標値：令和２年度までは20
基，令和３年度から30基に変
更。

実績 17基 15基 15基

目標
評
価
指
標

Ａ
流出防止装置付燃料タンク導
入数

目標 20基 20基

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 流出防止装置付燃料タンク導入数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年30基の導入を目指す

ＳＤＧｓゴール 11.13.14

ＳＤＧｓターゲット

―

意図
どのような状態
にしていくのか

南海トラフ地震による二次災害のリスクの軽減を図るため，流出防止装置付タンク若しくは防油堤又はその両方の整備を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

津波に伴う農業用燃油タンクの重油流出による二次被害を防ぐため，園芸用ハウスの加温用燃料タンクの削減や流出防止機能付タン
ク整備等に対する補助

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に
(1)農業協同組合
(2)園芸用ハウスの加温用燃料タンクを所有し，又は所有しようとする者

事業開始年度 平成26年度

事業終了年度

高知市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

第13次高知市農業基本計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等 高知県燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

政策 災害に強く，安全に暮らせるまち

施策

所管部署 春野地域振興課・農林水産課 所属長名 門脇　清明・島﨑　春次

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 農業用タンク津波対策事業補助
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会
　旧高知市内が目標を達成できておらず，タンクが個人所有のため進まないとのことだが，市民の命を守る事業であり，農業者の理解を促すことが必要である。
　南海トラフ地震による浸水地域での火災を防ぐ，命を守るという観点から，早急に残りの未対策タンク数を減らすよう，事業を強力に推進することを求める。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

県と連携して補助金を交付しており，現状が望ましい。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

南海トラフ地震による，園芸用燃油タンクからの燃油流出に伴う二次被害を防止することにより，住民の生命や財
産を守るとともに，農業者にとっても被災リスクの低減につながる取組であり，今後も事業継続が必要である。

 B 改善を検討し，事業継続

対象者の範囲が広いこと及び毎年補助金交付申請者全員
に対し交付が行われていることから，極めて公平性が高
い。

殆どの事例において，補助対象経費は補助対象限度額内
に収まっており，かつ受益者負担割合は６分の１（県負
担６分の３，市負担６分の２）であることから，適切な
負担割合である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

流出防止装置付燃料タンク導入数について，毎年の20基
の目標に対して，令和２年度実績は15基であり，75％の
達成率となっている。

県・市・ＪＡが連携して支援体制を構築しており，現行
の事業内容でおおむね妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

「農業用タンク津波対策事業補助」は，総合計画の施策
「命を守る対策の推進」に位置付けられている。

毎年行っている需要調査においても，例年横ばいとなっ
ている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

高知市内に存在する燃料タンクは約1,700基と推測されるが，令和２年度末までに整備が完了したものは119基にとどまっている。
このため，ＪＡ等の関係機関と連携し，生産部会等において事業の説明を行うなど施設園芸農家の防災意識の向上を図り．事業利用の促進を図る必要があ
る。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

04

10

33

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

森本　正彦

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 機場整備（排水機場施設の更新等）
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 耕地課 所属長名

‐

意図
どのような状態
にしていくのか

　農地の湛水及び周辺地域の湛水被害の軽減を図り，排水機場の適正な維持運転管理を保つため，機場整備による排水機能の維持及
び機械設備の長寿命化を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・農地の湛水及び周辺地域の浸水被害の軽減を図るため，農業用排水機場の改修・更新工事を実施
・農業水路等長寿命化・防災減災事業(補助事業)

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民（各地域営農に携わる農業従事者等）
事業開始年度 昭和52年

事業終了年度

高知市公有財産規則

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
管理する28排水機場の維持管理を行い，長期湛水被害を出さな
い。

Ｂ
管理する28排水機場の故障件数に迅速に対応し,維持管理を行
う。

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

大雨豪雨による長期湛水被害件数

機場の機械設備に故障等が発生した場合，迅速に緊急修理，修繕等の対応を行い排水機能の低下
を防ぐ。

ＳＤＧｓゴール 2

ＳＤＧｓターゲット

実績 0件 0件 0件

目標 適時対応
評
価
指
標

Ａ
管理する28排水機場の維持管
理を行い，長期湛水被害を出
さない。

目標 年0件維持 年0件維持

Ｂ
管理する28排水機場の故障件
数に迅速に対応し,維持管理を
行う。

適時対応

Ｃ

適時対応 適正に実施する

実績 緊急工事1件 緊急工事0件 緊急工事0件

年0件維持 年0件維持

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 169,880 153,193 265,354

 県費 (千円) 1,386 21,466 22,520

240,133

149,906 127,633

 一般財源 (千円) 0 367 5,735

国費，県費は農業水路等・防
災減災事業補助金
その他は，土地改良施設適正
化事業交付金

財
源
内
訳

 国費 (千円) 4,620 71,553 75,066

 その他 (千円) 16,380 44,820 31,500 10,350

 市債 (千円) 153,500 102,000 135,100 126,800

 翌年度への繰越額 (千円)

5,397

 人役数 (人) 3.00 3.00 3.00 3.00

21,300
主に正職員１名で業務に従事
（耕地課0.5名）

機場管理，工事等の受託正職
員（負担金５名分）
《上下水道局施設管理課５
名・機場整備１／２》

 正規職員 (千円) 21,900 22,200 21,900 21,300

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 21,900 22,200 21,900

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 191,780 175,393 287,254 261,433

(人) 3.00 3.00 3.00 3.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 585 539 888

大地の恵みを活かした農業の振興

施
策
の
目
的

　地域資源を最大限に活かし，各地域で営まれている農業活
動を良好なものとするため，農業基盤の整備等や担い手の確
保に努めるなど，競争力のある産地づくりをめざします。
　また，地域特性を活かした農業の展開，環境と共生した農
業振興による，自然・人・まちの共生社会を支える持続可能
な農業をめざします。

法定受託事務

2.4

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　各排水機場施設の適切な可動及び維持運転管理により，各対象エリアの排水対策が実施できた。
　また，元年度に計画していた機場設備の更新工事等については，おおむね予定どおりの実施ができた。

　各排水機場施設の老朽化が進んでいるため,順次更新整備等が必要であるが，近年の全国的な水害復旧等の増加の影響により，製品メーカーや利水施設施
工業者が繁忙であるため，整備に伴う事前協議や工事入札等においての辞退や発注不落等が懸念される。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　各対象地域の排水対策を行う上で重要な排水施設であ
り，施設の可動及び故障等により地域の排水対策に支障
が出ないよう施設の適切な機場整備は重要な事業であ
る。また，近年の集中豪雨等，水害を懸念する市民意識
は高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　施設の適切な運転管理により，営農活動等に大きな支
障が出たり，農業生産物の収穫等が行えないような状況
にはなっていないので，成果としては十分達成してお
り，内容も妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

  農地の湛水防除や周辺地域の湛水対策に重要となる各排水機場の維持運転管理に必要な機場整備であり，各地域
の安定的な営農活動を支えるためには必要な事業である。

 B 改善を検討し，事業継続

　各排水機場施設の維持運転管理のための施設整備であ
り，各対象エリアの地域営農等に携わる市民等に対して
の公平性は保たれている。また，必要経費は排水機場の
維持管理を行う費用であり，市民の生命・財産を守る事
業であることから，受益者負担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　各機場の定期的な設備点検や保全計画を基に工事等受
託課である上下水道局施設管理課と設備整備に関する優
先順位等の協議を重ね機場整備を行っている。

　昭和50年代に建設整備された機場施設がほとんどであ
るため，施設の老朽化が進み修繕等に係る費用等が高騰
している。
　このため，整備優先度の高い機場において，補助事業
の導入が可能な機場施設については，国の補助事業を導
入している。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

04

10

33

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

森本　正彦

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 機場維持管理（排水機場）
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 耕地課 所属長名

‐

意図
どのような状態
にしていくのか

農地の湛水及び周辺地域の湛水被害の軽減を図るため，排水機場の適正な維持運転管理を保つ。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・農地の湛水及び周辺地域の浸水被害の軽減を図るための農業用排水機場の運転管理

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民（各地域営農に携わる農業従事者等）
事業開始年度 昭和48年

事業終了年度

高知市公有財産規則

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
管理する28排水機場の維持管理を行い，長期湛水被害を出さな
い。

Ｂ
管理する28排水機場の維持管理を行い，機場排水運転にかかる
可動不良を起こさない。

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

大雨豪雨による長期湛水被害件数

大雨豪雨時等の機場可動不良件数

ＳＤＧｓゴール 2

ＳＤＧｓターゲット

実績 0件 0件 0件

目標 年0件維持
評
価
指
標

Ａ
管理する28排水機場の維持管理を
行い，長期湛水被害を出さない。

目標 年0件維持 年0件維持

Ｂ
管理する28排水機場の維持管理を
行い，機場排水運転にかかる可動
不良を起こさない。

年0件維持

Ｃ

年0件維持

実績 0件 0件 0件

年0件維持 年0件維持

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 145,322 141,998 145,964

 県費 (千円)

148,528

 一般財源 (千円) 145,029 141,689 145,672

その他は，機場内住居管理人
からの電気代等負担収入

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円) 293 309 292 307

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

148,221

 人役数 (人) 3.30 3.30 3.30 3.30

23,430
正職員２名，分担して業務に
従事（耕地課0.8名）

機場管理，工事等の受託正職
員（負担金５名分）
《上下水道局施設管理課５
名・機場整備１／２》

 正規職員 (千円) 24,090 24,420 24,090 23,430

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 24,090 24,420 24,090

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 169,412 166,418 170,054 171,958

(人) 3.30 3.30 3.30 3.30

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 516 511 526

大地の恵みを活かした農業の振興

施
策
の
目
的

　地域資源を最大限に活かし，各地域で営まれている農業活
動を良好なものとするため，農業基盤の整備等や担い手の確
保に努めるなど，競争力のある産地づくりをめざします。
　また，地域特性を活かした農業の展開，環境と共生した農
業振興による，自然・人・まちの共生社会を支える持続可能
な農業をめざします。

法定受託事務

2.4

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　各排水機場の適切な可動及び維持運転管理により，各対象エリアの排水対策が実施できた。
　また，現状において施設の運転操作等の管理を地域住民に管理委託することにより迅速で円滑な対応が可能となっている。
　近年，国内等，想定を大幅に超える短時間降雨量が記録されるなど，湛水想定基準を超える豪雨の発生が懸念される。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　各対象地域の排水対策を行う上で重要な施設であり，
施設の可動及び故障等により地域の排水対策に支障が出
ないよう適切な施設の運営維持管理が重要である。ま
た，近年の集中豪雨等，水害を懸念する市民意識は高
い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　施設の適切な運転管理により，営農活動等に大きな支
障が出たり，農業生産物の収穫等が行えないような状況
にはなっていないので，成果としては十分達成してお
り，内容も妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

19.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　農地の湛水防除や周辺地域の湛水対策に重要となる各排水機場の維持運転管理であり,各地域の安定的な営農活動
を支えるためには必要な事業である。

 B 改善を検討し，事業継続

　各地域の排水施設についての維持運転管理であり，各
対象エリアの地域営農に携わる市民等に対しての公平性
は保たれている。また，必要経費は排水機場の維持管理
を行う費用であり，市民の生命・財産を守る事業である
ことから，受益者負担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　地元自治会又は地域団体から推薦された地域の実情に
精通した地元住民に運転管理委託を行うことで各施設へ
の迅速で円滑な運転管理が可能となっている。また，必
要経費に関しては精査の上計上しており，民間企業に委
託した場合は経費の増額が推測され，現在の地元委託が
おおむね効率的である。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

04

10

33

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

2.4

ＳＤＧｓローカル指標

大地の恵みを活かした農業の振興

施
策
の
目
的

　地域資源を最大限に活かし，各地域で営まれている農業活
動を良好なものとするため，農業基盤の整備等や担い手の確
保に努めるなど，競争力のある産地づくりをめざします。
　また，地域特性を活かした農業の展開，環境と共生した農
業振興による，自然・人・まちの共生社会を支える持続可能
な農業をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 48 56 55

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 15,767 18,099 17,904 17,650

(人) 1.50 1.50 1.50 1.50

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 10,950 11,100 10,950 10,650

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 10,950 11,100 10,950

7,000

 人役数 (人) 1.50 1.50 1.50 1.50

10,650

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4,817 6,999 6,954

 県費 (千円)

7,000

 一般財源 (千円) 4,817 6,999 6,954

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

完了割合
Ｈ30～Ｒ２ 各100％

実績 100% 100% 100%

目標
評
価
指
標

Ａ 要望に対する処理実施率
目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 要望に対する処理実施率

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

要望に対し予算の範囲で実施するもの

ＳＤＧｓゴール 2

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

農道・水路等の機能保持

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

水路に堆積し流水阻害となる土砂等の浚渫や農道崩土の除去を実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民（各地域営農に携わる農業従事者等）
事業開始年度 平成10年

事業終了年度

高知市公有財産規則

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 耕地課 所属長名 森本　正彦

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 防災土地改良浚渫事業
所管部局 農林水産部 部局長名 島津　卓

132



５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　要望箇所について，現地等の調査を行い，適切な処理
方法により速やかに土砂撤去等を行っている。
　認証災害事業等の採択要件を満たすものは，国庫補助
事業として執行している。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

 被害の拡大を防止するためにも，本事業により農道，水路の機能を速やかに復旧することが重要であり，事業の継
続は必要である。

 B 改善を検討し，事業継続

　農道・水路等は特定の個人ではなく地区全体における
農業生産活動にとって必要不可欠な施設であることか
ら，現地調査を行い，その必要性を確認した上で本事業
を行う事により公平性は保たれていると考える。

　基本的に農道・水路等は行政の管理により維持すべき
施設であることから，受益者負担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年の要望箇所はすべて対応してきており，本事業に
より，農道・水路の適切な維持管理が行われている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　農道・水路の機能障害となっている土砂等の除去を行
うことは地域の営農環境の維持・改善に資するものであ
り，二次災害の防止にもつながるものである。

　毎年要望等が出てきている状況である。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

02

06

17

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

11.7

ＳＤＧｓローカル指標

障がいのある人の社会参加の促進

施
策
の
目
的

　障がいのある人が，地域の中で社会参加しながら自立して
暮らすことができる社会をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 61 28 96

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 20,075 9,250 31,025 33,725

(人) 2.75 1.25 4.25 4.75

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 20,075 9,250 31,025 33,725

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 20,075 9,250 31,025

0

 人役数 (人) 2.75 1.25 4.25 4.75

33,725

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円)

 県費 (千円)

 一般財源 (千円) 0 0 0

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 84.6％ 71.4％ 94.4％

目標
評
価
指
標

Ａ
市設建築物の新設や改修工事
の際，バリアフリー化を図る

目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
市設建築物の新設や改修工事の際，バリアフリー化を図
る

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

バリアフリー関連法令やユニバーサルデザインの考えに沿った整備

ＳＤＧｓゴール 11

ＳＤＧｓターゲット

－

意図
どのような状態
にしていくのか

市設建築物について，バリアフリー化を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

　市設建築物の新設や改修工事などを行う際に「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（略称：バリアフリー新
法）」，「高知県ひとにやさしいまちづくり条例（略称：ひとまち条例）」等のバリアフリー関連法令やユニバーサルデザインの考
えに沿った整備を実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市設建築物
事業開始年度 平成９年度

事業終了年度

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

高知県ひとにやさしいまちづくり条例

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 公共建築課 所属長名 岡村　大

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 市設建築物のバリアフリーの推進
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　市設建築物において，「バリアフリー新法」及び「ひ
とまち条例」に準拠した整備を行うことは，必須であ
り，適正，妥当であると考えている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　市設建築物のバリアフリー化は，誰もが使いやすい施設として必要最低限の機能であり，特に不特定多数の方が
利用する施設については，今後もより充実したバリアフリー化に継続して取り組む。

 B 改善を検討し，事業継続

　①「バリアフリー新法」及び「ひとまち条例」に準拠
した整備であり，公平性は保たれていると考えている。

　②受益者負担を求める事業ではない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　①新築工事においては，「バリアフリー新法」及び
「ひとまち条例」に準拠した整備を行っている。また，
改修工事においても施設ごとの状況を踏まえながら，可
能な限り，「バリアフリー新法」及び「ひとまち条例」
に準拠するよう整備を行っている。

　②「バリアフリー新法」及び「ひとまち条例」に準拠
した整備を行っている。また，施設によっては，事前に
障がい者団体等にヒアリングを行うなど，状況に適した
整備を行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　①本事業は，「障がいのある人の社会参加の促進」の
ため，誰もが使いやすい施設の整備を目的としており，
市総合計画の趣旨に合致している。

　②市設建築 物は，不特定多数の方が利用する施設が大
半であり，高齢化が進む社会情勢の中，より充実したバ
リアフリー化が求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　 不特定多数の方が利用する施設については，「バリアフリー新法」及び「ひとまち条例」に準拠した整備を図っているが，利用者が特定される施設や運
営上整備を要しない施設，既存別棟にて整備済みであるため実施しない施設など，施設ごとに整備の要否や内容も異なるため，評価指標で表すことは困難
である。
　 ただし，整備する際はバリアフリー新法等のみではなく，従前に障がい関係団体からヒアリングを行った内容や要望を反映させるなど，一定水準以上の
市民満足度を得ることのできる建築物としている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

135



１　事業の位置付け

04

10

34

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

岡村　大

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 地産の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 市設建築物における県内産木材の利用促進
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

高知県産材利用推進方針

政策 地域の豊かな資源を活かし，活力ある産業が発展するまち

施策

所管部署 公共建築課 所属長名

－

意図
どのような状態
にしていくのか

市設建築物に高知県産材を積極的に利用する

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

市設建築物の「高知市公共建築物等における木材利用推進方針」に沿った整備の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市設建築物
事業開始年度 平成24年度

事業終了年度

高知市公共建築物等における木材利用推進方針

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
市設建築物の新設や増築工事の際，法令上，木造とする
ことが可能であれば木造とする

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

高知市公共建築物等における木材利用推進方針に沿った整備

ＳＤＧｓゴール 12，15

ＳＤＧｓターゲット

令和２年度は，法令上木造と
することが可能な新築工事が
２件あったが，予算の制約な
どから２件とも木造とするこ
とができなかった。

実績 100％ 33.3％ 0.0％

目標
評
価
指
標

Ａ
市設建築物の新設や増築工事
の際，法令上，木造とするこ
とが可能であれば木造とする

目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円)

 県費 (千円)

 一般財源 (千円) 0 0 0

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

0

 人役数 (人) 1.00 1.50 0.50 1.50

10,650

 正規職員 (千円) 7,300 11,100 3,650 10,650

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 11,100 3,650

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 7,300 11,100 3,650 10,650

(人) 1.00 1.50 0.50 1.50

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 22 34 11

山・川・海の恵みを活かした林業・漁業の振興

施
策
の
目
的

　林業・漁業を振興するため，担い手を確保・育成しなが
ら，生産体制・生産基盤の整備や県産材の需要拡大に取り組
むことで，持続可能な林業・漁業経営をめざします。

法定受託事務

12.2，15.2

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

法令上，木造とすることが可能であっても，予算の制約もあり，市設建築物の営繕時に全てを木造とすることは困難である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　①本事業は，「山・川・海の恵みを活かした林業・漁
業の振興」のため，木材の利用促進を目的としており，
市総合計画（第3次実施計画）の趣旨に合致している。

　②持続的な林業生産活動等のため，公共建築物への木
材利用促進が求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　「高知市公共建築物等における木材利用推進方針」に
準拠した整備を行っており，浸水地域等木造とすること
が困難な地域を除き，概ね達成できている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

 A 事業継続

　県内産木材の利用促進は，高知県内の林業を活性化させるためにも重要であり，高知市としても牽引役を担い，
率先して利用することで木の豊かさ，温かみを伝えていかなくてはならないと考えており，更なる実績率の向上に
向け，今後も継続して取り組む。

○  B 改善を検討し，事業継続

　①「高知市公共建築物等における木材利用推進方針」
に準拠した整備であり，公平性は保たれている。

　②受益者負担を求める事業ではない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　市設建築物において，「高知市公共建築物等における
木材利用推進方針」に準拠した整備や，県内産木材の利
用促進を行うことは，必須であり，予算の制約はあるも
のの，適正，妥当であると考えている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

田原　圭

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 道路台帳整備事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

○

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

道路法第28条，同法第77条，道路法施行規則第４条の２

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路管理課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

各法令に基づいて確定した道路境界の測量図等，永久保存文書を電子化し，安全かつ効率的な保管と活用を行うもの

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・道路法に基づく道路台帳の調製及び国が実施する道路現況調査の報告資料の作成
・市道の財産管理及び機能管理を確実かつ効率的な実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市道
事業開始年度 通年

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 市道認定路線延長（km）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

開発行為等により新たな帰属を受けた市道について，道路台帳の作成を行うもの。

ＳＤＧｓゴール 11

ＳＤＧｓターゲット

実績 2.0km 2.0km 3.2km

目標
評
価
指
標

Ａ 市道認定路線延長（km）
目標 4.0km 4.0km

Ｂ

Ｃ

実績

4.0km 4.0km

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 28,313 28,233 28,346

 県費 (千円)

25,850

 一般財源 (千円) 28,313 28,233 28,346

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

25,850

 人役数 (人) 1.00 1.00 1.00 1.00

7,100

１人で業務に当たっている。

 正規職員 (千円) 7,300 7,400 7,300 7,100

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 7,300 7,400 7,300

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 35,613 35,633 35,646 32,950

(人) 1.00 1.00 1.00 1.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 109 109 110

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

・道路台帳を毎年更新していることから最新の市道状況を市民に提供することが可能である。
・道路台帳を利用する市民は限定的であるので，満足度として数値で表現しにくいものである。
・課題としては，市道認定路線の新設延長については，民間事業者による新たな開発道路や位置指定道路の整備等が主であるため，市が主体的に目標設定
することは不可能であり，過年度の実績に左右されてしまう。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　道路法第28条において，「道路管理者は，その管理す
る道路の台帳を調整し，これを保管しなければならな
い。」と定められている。
　これらは，安全で円滑な交通体系の整備には欠かすこ
とができない。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　本市による新設道路の計画が２路線約0.8km（完成年度
不明）であることに加えて，民間事業者による新たな開
発道路や位置指定道路の進捗状況により左右されるもの
の，令和２年度は目標の80％を達成しており，今後も適
切に進行管理することにより，更なる成果の向上を目指
す。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

  本事業は，道路法第28条及び道路法施行規則第４条の２に基づき道路管理者として，その管理する道路の台帳を
調製し，これを保管しなければならないものである。

 B 改善を検討し，事業継続

　最新の市道状況を各事業者のみならず，すべての市民
に提供することが可能であることから，公平性は高い。
　法定事業であるため受益者負担の視点はなじまない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　本事業は委託業務にて実施しているが，高知市道約
2,000kmについて，道路法第28条の規定に基づく道路台帳
の調製及び同法第77条の規定に基づき国土交通省が実施
する道路現況調査の報告資料や地方交付税の算定資料の
作成を行う必要があることから，本市職員のみでの事業
実施は，困難であり業務委託により事業を実施する手法
は，妥当である。

　道路行政に特化した事業であるため他事業との統合，
連携は困難であるが，更なるコスト削減に向けた取り組
みは継続している。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

川上　昌伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 市単道路改良事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

道路法

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路整備課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

道路が有する空間・交通等の多様な機能を適切に維持し，社会・経済活動や市民の安全な生活を支える。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・道路改良工事（市民が安全で快適に施設利用できるように，抜本的な道路改良等の改修を行う。）

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民及び一般交通の用に供するもの
事業開始年度 S20

事業終了年度

高知市都市計画マスタープラン

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業達成率（年度毎金額ベース）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

道路の劣化が著しい箇所から順次対策を実施。要対策箇所は毎年新たに発生するため
年度毎の金額ベースとしている。

ＳＤＧｓゴール 3，11

ＳＤＧｓターゲット

実績 100% 100% 100%

目標
評
価
指
標

Ａ
事業達成率（年度毎金額ベー
ス）

目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 386,485 378,668 421,932

 県費 (千円) 0 0 0 0

588,556

101,700 158,556 0

 一般財源 (千円) 31,719 37,818 4,332

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 6,966 50 0 15,856

 市債 (千円) 347,800 340,800 417,600 531,400

 翌年度への繰越額 (千円) 0

41,300

768

 人役数 (人) 9.38 8.61 8.71 10.94

74,679

概算人件費等について，算出
根拠を精査した結果，平成30
年度及び令和元年度の値が前
回報告値と異なる。

 正規職員 (千円) 65,189 60,754 60,590 73,911

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 65,848 61,337 61,181

659 583

0.53

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 452,333 440,005 483,113 663,235

(人) 8.93 8.21 8.30 10.41

 その他 (人) 0.45 0.40 0.41

②
概
算
人
件
費
等

591

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 1,379 1,352 1,494

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

3.6，11.2，11.7，11.a

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　現在約２千kmに及ぶ市道は，経年変化に伴い，各種道路施設が老朽化しており，抜本的な施設改良とともに常時良好な状態で保持していくため，維持補
修が今後も継続的に必要である。しかしながら市民ニーズが多く要望数が増える一方で，処理しきれていない案件を翌年度以降に継続して施行している状
況である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　「市単道路改良事業」は，総合計画の施策「安全で円
滑な交通体系の整備」に位置付けられている。

　道路が有する空間・交通等の多様な機能を適切に維持
し，市民の安全な生活を支える本事業の市民ニーズは多
く，当年度内に対応しきれず翌年以降に持ち越される場
合もある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年度予算を適切に執行しており，成果の達成状況は
順調である。

　配分された予算額に応じて，早期に整備効果が発揮で
きる箇所から工事に着手するなど，毎年見直しを行って
いる。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　道路が有する空間・交通等の多様な機能を適切に維持し，社会・経済活動や市民の安全な生活を支えるため，引
き続き予算の確保に努め，事業を継続していく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，受益者負担及び補助金等交付が伴う事業で
はない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　要望内容の重要度及び緊急性等を踏まえて優先的に発
注する工事があり，要望に対する工事をまとめて発注す
ることができないことから，現状の小規模な工事発注方
法が望ましいと考える。

　また，コスト削減においては入札により業者選定を
行っており，適切な工事費となっている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

3.6，11.2，11.7，11.a

ＳＤＧｓローカル指標

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 778 902 850

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 255,158 293,614 274,830 292,937

(人) 5.04 5.48 4.71 4.59

 その他 (人) 0.25 0.27 0.24

②
概
算
人
件
費
等

346

 正規職員

概算人件費等について，算出
根拠を精査した結果，平成30
年度及び令和元年度の値が前
回報告値と異なる。

 正規職員 (千円) 36,792 40,552 34,383 32,589

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 37,158 40,945 34,729

366 393

0.24

25,400

348

 人役数 (人) 5.29 5.75 4.95 4.83

32,937

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 1,844 0 0 0

 市債 (千円) 196,200 227,400 240,100 234,600

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 218,000 252,669 240,101

 県費 (千円) 0 0 0 0

260,000

0 0 0

 一般財源 (千円) 19,956 25,269 1

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100% 100% 100%

目標
評
価
指
標

Ａ
事業達成率（年度毎金額ベー
ス）

目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業達成率（年度毎金額ベース）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

道路の劣化が著しい箇所から順次対策を実施。要対策箇所は毎年新たに発生するため
年度毎の金額ベースとしている。

ＳＤＧｓゴール 11

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

道路が有する空間・交通等の多様な機能を適切に維持し，社会・経済活動や市民の安全な生活を支える。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・路面状態の悪い道路の舗装工事

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民及び一般交通の用に供するもの
事業開始年度 S20

事業終了年度

高知市都市計画マスタープラン

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

道路法

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路整備課 所属長名 川上　昌伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 市単道路舗装事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

  市民要望の箇所が広範囲に渡っているため，取りまと
めることができず，現状の工事発注方法が望ましいと考
える。

　また，コスト削減においては入札により業者選定を
行っており，適切な工事費となっている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　道路が有する空間・交通等の多様な機能を適切に維持し，社会・経済活動や市民の安全な生活を支えるため，引
き続き予算の確保に努め，事業を継続していく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，受益者負担及び補助金等交付が伴う事業で
はない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年度予算を適切に執行しており，成果の達成状況は
順調である。

　配分された予算額に応じて，早期に整備効果が発揮で
きる箇所から工事に着手するなど，毎年見直しを行って
いる。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　「市単道路舗装事業」は，総合計画の施策「安全で円
滑な交通体系の整備」に位置付けられている。

　道路が有する空間・交通等の多様な機能を適切に維持
し，市民の安全な生活を支える本事業の市民ニーズは多
く，当年度内に対応しきれず翌年以降に持ち越される場
合もある。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　現在約２千kmに及ぶ市道は，経年変化に伴い，各種道路施設が老朽化しており，抜本的な施設改良とともに常時良好な状態で保持していくため，維持補
修が今後も継続的に必要である。しかしながら市民ニーズが多く要望数が増える一方で，処理しきれていない案件を翌年度以降に継続して施行している状
況である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

3.6，11.2，11.7，11.a

ＳＤＧｓローカル指標

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 18 7 6

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 5,933 2,163 2,049 2,156

(人) 0.08 0.02 0.02 0.02

 その他 (人) 0.01 0.01 0.01

②
概
算
人
件
費
等

14

 正規職員

概算人件費等について，算出
根拠を精査した結果，平成30
年度及び令和元年度の値が前
回報告値と異なる。

 正規職員 (千円) 584 148 146 142

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 599 163 160

15 15

0.01

200

14

 人役数 (人) 0.09 0.03 0.03 0.03

156

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 4,800 1,800 1,800 1,800

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 5,334 2,000 1,889

 県費 (千円) 0 0 0 0

2,000

0 0 0

 一般財源 (千円) 534 200 89

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100% 100% 100%

目標
評
価
指
標

Ａ
事業達成率（年度毎金額ベー
ス）

目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業達成率（年度毎金額ベース）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

年度ごとに二項道路の後退部分の寄付を受けた箇所から順次対策を実施。要対策箇所
は毎年新たに発生するため年度ごとの金額ベースとしている。

ＳＤＧｓゴール 3，11

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

二項道路の用地寄付に伴う整備を行い,安全な通行確保，防災対策など生活環境の向上を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

幅員４ｍ未満の道路に係る，後退部分土地の道路用地としての寄附受入れ及び道路整備

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 二項道路に面して住宅を新しく建設又は建て直しを行うもの
事業開始年度 S20

事業終了年度

高知市都市計画マスタープラン

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

建築基準法,道路法

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路整備課 所属長名 川上　昌伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 二項道路整備事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　実施手法等については，現状が望ましいものと考え
る。

　また，コスト削減においては入札により業者選定を
行っており，適切な工事費となっている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　整備に必要な予算確保に努め，今後も事業を継続していく。予算規模により，整備を必要とする箇所への着手
が，次年度以降に持ち越していることから，予算を増額要望していく必要がある。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，道路用地として提供を受けた部分の整備を
行うものであり，受益者負担及び補助金等交付が伴う事
業ではない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年度予算を適切に執行しており，成果の達成状況は
順調である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　「二項道路整備事業」は，総合計画の施策「安全で円
滑な交通体系の整備」に位置付けられている。

　当事業の実施による安全な通行の確保や防災面からの
生活環境の向上は，市民から常に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　建築基準法に基づき，建物更新に伴い提供を受けた用地を，市道として整備する事業である。
　整備箇所に対して予算規模が追いついておらず，寄付を受けてから工事着手までに数年待っている状況となっている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

川上　昌伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 狭あい道路整備等促進事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

建築基準法,道路法

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路整備課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

狭あいな道路の幅員を4ｍ以上確保することで,通行機能を確保し，交通安全と防災機能の向上を図る。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・狭あい道路に係る拡幅部分の用地取得及び道路整備

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に
二項道路に面して住宅を新しく建設又は建て直しを行うものに対応する。狭あいな道路に
おいては高知市民及び一般交通の用に供するもの

事業開始年度 通年

事業終了年度

高知市都市計画マスタープラン

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業達成率（年度毎金額ベース）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

順次対策を実施。要対策箇所は毎年新たに発生するため年度ごとの金額ベースとして
いる。

ＳＤＧｓゴール 3，11

ＳＤＧｓターゲット

令和２年度は予算が０査定の
ため，実績上０となる。

実績 100% 100% -

目標
評
価
指
標

Ａ
事業達成率（年度毎金額ベー
ス）

目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 93,861 62,887 0

 県費 (千円) 0 0 0 0

20,000

0 0 0

 一般財源 (千円) 4,911 3,487 0

財
源
内
訳

 国費 (千円) 44,750 30,000 0 9,524

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 44,200 29,400 0 9,400

 翌年度への繰越額 (千円) 0

1,076

29

 人役数 (人) 1.58 0.97 0 0.26

1,733

概算人件費等について，算出
根拠を精査した結果，平成30
年度及び令和元年度の値が前
回報告値と異なる。

 正規職員 (千円) 10,731 6,660 0 1,704

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 10,892 6,762 0

161 102

0.02

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 104,753 69,649 0 21,733

(人) 1.47 0.90 0.00 0.24

 その他 (人) 0.11 0.07 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 319 214 0

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

3.6，11.2，11.7，11.a

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　施工を必要とする所が年々増加しており，要望を受けてから数年待ちという状況となっている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　「狭あい道路整備等促進事業」は，総合計画の施策
「安全で円滑な交通体系の整備」に位置付けられてい
る。

　当事業の実施による，通行機能の確保と防災機能の向
上は，市民から常に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　令和２年度は令和元年度の途中に急遽令和２年度分の
予算が前倒しで配分されたため，令和２年度としては，
予算無しとなっているが，前倒し分は全額執行できてい
るため，評価Ｂとした。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
3.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　整備に必要な予算確保に努め，今後も事業を継続していく。
 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，受益者負担及び補助金等交付が伴う事業で
はない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　実施手法については，現状が望ましいものと考える。

　施工を必要とする所が年々増加しており，予算を増額
要望していく必要がある。

事業実施手法の妥当性

147



１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

3.6，11.2，11.7，11.a

ＳＤＧｓローカル指標

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 19 15 17

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 6,155 4,904 5,564 0

(人) 0.08 0.06 0.06 0.00

 その他 (人) 0.01 0.01 0.01

②
概
算
人
件
費
等

14

 正規職員

概算人件費等について，算出
根拠を精査した結果，平成30
年度及び令和元年度の値が前
回報告値と異なる。

R3年度予算「０」のため，②
概算人件費等は「０」とな
る。

 正規職員 (千円) 584 444 438 0

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 599 459 452

15 15

0.00

0

0

 人役数 (人) 0.09 0.07 0.07 0

0

R3年度予算「０」のため，①
事業費は「０」となる。

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 0 0 0 0

 市債 (千円) 5,000 4,000 5,100 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 5,556 4,445 5,112

 県費 (千円) 0 0 0 0

0

0 0 0

 一般財源 (千円) 556 445 12

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100% 100% 100%

目標
評
価
指
標

Ａ
事業達成率（年度毎金額ベー
ス）

目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業達成率（年度毎金額ベース）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

パトロールや，地域の要望に基づき交通安全施設の整備を行っている。要対策箇所は
毎年新たに発生するため年度ごとの金額ベースとしている。

ＳＤＧｓゴール 3，11

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

通学路に指定されている路線で交通量が多い危険な区間において,歩道・自転車道が設置されておらず，車との混合通行によって事
故の発生や，発生が予測される区間の交通安全の課題の解消に努め，児童等が安全で快適に通行できる空間を整備する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

児童生徒の安全確保のための歩車道境界ブロックや防護柵の設置による歩車道の分離などの歩道整備

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民
事業開始年度 通年

事業終了年度

高知市総合計画,高知市都市計画マスタープラン

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

道路法,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路整備課 所属長名 川上　昌伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 通学路整備事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　実施手法等については，現状が望ましいものと考え
る。

　また，コスト削減においては入札により業者選定を
行っており，適切な工事費となっている。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　通学路を利用する児童等が安全で快適に通行できる空間を確保するため，必要な予算確保に努め，事業を継続し
ていく。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，受益者負担及び補助金等交付が伴う事業で
はない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年度予算を適切に執行しており，成果の達成状況は
順調である。要望に対する予算が不足する場合もあり，
当年度内に対応しきれず，翌年以降に持ち越して対応し
ている状況である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　「通学路整備事業」は，総合計画の施策「安全で円滑
な交通体系の整備」に位置付けられている。

　当事業の実施による，児童等が安全で快適に通行でき
る空間整備は，市民から常に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　当事業は，通学路安全対策事業（交付金）の対象とならない市単独費による通学路整備事業である。
　要望が多く，当年度内に対応しきれず，翌年以降に持ち越して対応している状況である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

05

12

41

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

川上　昌伸

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 道路構造物保全対策事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

道路法，道路構造令,道路施行規則

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 道路整備課 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

道路ストック点検に基づく道路施設の維持及び定期点検を実施することで，利用者及び第三者への被害を防止する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

道路ストック点検による擁壁・照明の補修工事及び照明の取替工事

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 道路利用者
事業開始年度 通年

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 事業達成率（年度毎金額ベース）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

劣化の著しい所から順次対策を実施。要対策箇所は毎年新たに発生するため年度ごと
の金額ベースとしている。

ＳＤＧｓゴール 3，11

ＳＤＧｓターゲット

実績 100% 100% 100%

目標
評
価
指
標

Ａ
事業達成率（年度毎金額ベー
ス）

目標 100% 100%

Ｂ

Ｃ

実績

100% 100%

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 3,222 0 28,667

 県費 (千円) 0 0 0 0

10,000

17,445 0 0

 一般財源 (千円) 322 0 1,867

財
源
内
訳

 国費 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円) 0 0 0

 市債 (千円) 2,900 0 26,800 9,000

 翌年度への繰越額 (千円) 0

1,000

14

 人役数 (人) 0.05 0 0.41 0.13

866

概算人件費等について，算出
根拠を精査した結果，平成30
年度及び令和元年度の値が前
回報告値と異なる。

 正規職員 (千円) 292 0 2,774 852

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 307 0 2,817

15 0

0.01

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 3,529 0 31,484 10,866

(人) 0.04 0.00 0.38 0.12

 その他 (人) 0.01 0.00 0.03

②
概
算
人
件
費
等

43

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 11 0 97

安全で円滑な交通体系の整備

施
策
の
目
的

　利便性の高い快適な交通環境の実現に向けて，広域交通
ネットワークの強化と都市内交通の円滑化に取り組むととも
に，市民の日常生活における移動手段を維持・確保するた
め，公共交通の利用を促進しながら，地域の実情に応じた公
共交通体系の構築をめざします。

法定受託事務

11.2

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　道路構造物保全対策事業は，老朽化に伴う道路照明柱の取り替え工事を実施するものであり，道路照明灯約3,200基のうち，令和元年度の調査結果に基づ
き，老朽化し交換が必要な約230基を危険度の高いものから，約23基/年を10年かけて，令和元年度より施行している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　「道路構造物保全対策事業」は，総合計画の施策「安
全で円滑な交通体系の整備」に位置付けられている。

　当事業の実施による，道路施設の維持は，市民から常
に要請されている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

B
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年度予算を適切に執行しており，成果の達成状況は
順調である。

　道路付属物の劣化が著しい箇所から順次対策を行って
いる。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

17.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　道路照明灯の老朽化に伴う道路利用者に対する被害の防止と快適な道路環境の維持のため，今後も事業を継続し
ていく。

 B 改善を検討し，事業継続

　当事業は，受益者負担及び補助金等交付が伴う事業で
はない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　「高知市道路付属物長寿命化修繕計画」に基づき，損
傷が著しい箇所から対策を実施しており，実施手法等に
ついては現状が望ましいものと考える。

　また，コスト削減においては入札により業者選定を
行っており，適切な工事費となっている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

13

44

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

手島　和彦

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 河川水路浚渫事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

河川法第１条，第２条，第100条

政策 災害に強く，安全に暮らせるまち

施策

所管部署 河川水路課 所属長名

-

意図
どのような状態
にしていくのか

河川等の流水阻害による浸水被害の防止と河川環境の保全を図る

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

河川，水路等の浚渫及び除草
親水公園等の維持管理（除草，樹木管理）

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に
すべての高知市民
高知市地域にかかわる人，団体，法人

事業開始年度 -

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 年度別要望処理件数【件数】

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

要望件数に対する処理件数の割合

ＳＤＧｓゴール 11

ＳＤＧｓターゲット

実績 92％(327件/357件) 96％(352件/367件) 97％(394件/408件)

目標
評
価
指
標

Ａ 年度別要望処理件数【件数】
目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 71,878 77,583 100,400

 県費 (千円)

120,000

 一般財源 (千円) 71,878 77,583 0

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円) 100,400 120,000

 翌年度への繰越額 (千円)

0

 人役数 (人) 2.90 2.90 2.90 2.90

20,590

 正規職員 (千円) 21,170 21,460 21,170 20,590

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 21,170 21,460 21,170

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 93,048 99,043 121,570 140,590

(人) 2.90 2.90 2.90 2.90

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 284 304 376

命を守る対策の推進

施
策
の
目
的

　大規模災害が発生したときに人命の保護が最大限図られ
るように，防災対策と施設整備が行われたまちづくりをめ
ざします。

法定受託事務

11.5

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　市民要望やパトロールをもとに現地調査を行い，必要に応じて浚渫・除草等を実施している。近年頻発しているゲリラ豪雨や全国的な河川氾濫等の災害多発
の影響により要望は多くなっており，同年度に複数回の対応の要望もあるが，全体件数や予算の関係上，通水阻害の状況によって，原則年１回の対応としてい
る。
　降雨予報等の状況により，緊急に対応が必要な場合は，市職員による労務作業により実施する場合もある。
　また，要望に応じて，地区の清掃活動等により発生した浚渫・除草ゴミ等の回収を行っている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　「河川水路浚渫事業」は，総合計画の施策「命を守る
対策の推進」に位置付けられている。

　近年の気象変動による局地的なゲリラ豪雨等により，
各地で浸水が頻繁に発生していることから，水路の通水
機能を高めるとともに，市民の浸水に対する不安解消に
向け，今後も事業の継続が求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又
は，事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　令和２年度の要望処理件数　394件/408件（97％）
　年度末受付や関係機関との調整に時間を要した等の理
由により年度中に処理できないものが３％発生

　通水機能を確保するため，堆積土砂の撤去や草木の除
去は必須であり，妥当である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

19.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
　台風や集中豪雨等の自然災害から，市民の生命・財産を守るために必要な業務である。
　降雨時に河川，水路の円滑な通水機能を確保するためには，日常の点検をはじめ，浚渫や除草の維持管理作業が重
要となる。
　市民からの要望件数も多いことから，引き続き予算確保に努め，事業を継続する。

 B 改善を検討し，事業継続

　地域の要望に対して，浸水被害防除の観点から必要性
を考慮して実施しており，公平性は保たれている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般
財源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　市民の要望に迅速に対応し，要望者との立ち合い，現
地調査により必要性を判断し，効率的に事業を推進して
いる。
　実施にあたっては，予定価格により地域性や工種等を
考慮した業者選定を行い，適正な業務遂行を図ってい
る。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

13

44

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

手島　和彦

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 排水機新設改良事業
所管部局 都市建設部 部局長名 岡﨑　晃

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 災害に強く，安全に暮らせるまち

施策

所管部署 河川水路課 所属長名

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

市民の生命，財産が奪われない安全・安心なまちづくりのため,豪雨時における内水排除を目的として設置している河川所管41排水
機場の施設機能が常に十分発揮できるよう適切に設備の点検整備および更新を実施し，水害に備え常に浸水被害を防除できる状態を
維持していく。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

　内水氾濫防除のため設置されている既設排水機場（41機場）のポンプ等施設機能が十分発揮できるよう適切な点検管理を行い，迅
速な修理・修繕を実施し，排水能力の維持確保を図る。
　また，耐用年数を経過している施設については，老朽化したポンプ等設備の改修及び更新等を計画的に実施し,設備能力の維持確
保及び向上を図り，豪雨時における内水排除に万全の体制を整え，地域の浸水被害を防止する。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市民（市街化区域内）
事業開始年度 ー

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
排水機場設備の動作不良や故障による浸水被害を起こさ
ない

Ｂ
河川排水機場更新目安時期超過設備の整備計画に基づく
改修更新整備率

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

施設の管理瑕疵による浸水被害を起こさないよう施設設備の適切な機能維持管理を実
施する
目標値=整備計画に基づく改修更新予定数
実績値(改修更新実施数/改修更新予定数)

ＳＤＧｓゴール 13

ＳＤＧｓターゲット

Ｂ目標値＝令和2年度までの値は，
2017年に設定した2011高知市総合計
画前期基本計画の第3次実施計画登
載事業評価指標（平成28年度～平成
32（令和2）年度）の数値。令和3年
度は，予算要求時の工事予定件数
（更新年数の超過設備）。

※耐用年数（30年以上）経過した改
修更新対象設備：38台
耐用年数（20～29年）経過設備：47
台
（令和３年４月１日時点）

実績 ０件 ０件 ０件

目標 100%(8/8台)
評
価
指
標

Ａ
排水機場設備の動作不良や故
障による浸水被害を起こさな
い

目標 年０件維持 年０件維持

Ｂ
河川排水機場更新目安時期超
過設備の整備計画に基づく改
修更新整備率

100％（7/7台)

Ｃ

100%(8/8台) 100％（10/10台）

実績 37.5%(3/8台） 128%(9/7台) 187%(15/8台)

年０件維持 年０件維持

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 184,791 358,246 277,385

 県費 (千円)

235,000

75,000

 一般財源 (千円) 0 0 3,085

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円) 184,791 358,246 274,300 235,000

 翌年度への繰越額 (千円)

0

 人役数 (人) 2.00 2.00 2.00 2.00

14,200

 正規職員 (千円) 14,600 14,800 14,600 14,200

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 14,600 14,800 14,600

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 199,391 373,046 291,985 249,200

(人) 2.00 2.00 2.00 2.00

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 608 1,146 903

命を守る対策の推進

施
策
の
目
的

　大規模災害が発生したときに人命の保護が最大限図られる
ように，防災対策と施設整備が行われたまちづくりをめざし
ます。

法定受託事務

13.1

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

  排水機能の弱い地域の内水排除のために設置されている河川所管41排水機場の正常な施設機能を確保することにより,台風や集中豪雨などによる浸水不安
が解消され，安心・安全な市民生活が保たれる。
　41排水機場については，機械・電気設備の老朽化が著しく，耐用年数を超過した未改修・未更新設備が増大し，不具合・故障発生や部品の在庫切れなど
機能管理に支障をきたす状況となってきている。また，老朽化した設備の修理・修繕等に対応できる民間事業者も減少しており，早急に設備の改修及び更
新等の実施を推進し，浸水被害リスクを解消していくことが喫緊の課題となっている。
　適正な施設機能管理をしていくためには，耐用年数超過設備の改修及び更新に要する経費について，継続的な予算確保が必要である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　本事業は，2011高知市総合計画の「災害に強く，安全
に暮らせるまち」のため，命を守る対策の推進施策の雨
水排水対策を目的とした重点的な取組事業となってい
る。また，「災害に強いまちづくり」のために内水排除
施設である排水機場の施設機能を維持確保していくこと
は必要不可欠である。

　都市化の進行に伴い土地利用の変化と，近年の気象変
動による局地的なゲリラ豪雨等により，各地で浸水が頻
繁に発生していることから，市民の浸水不安解消に向
け，今後も，なおいっそう事業の推進が求められてい
る。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　排水施設設備の適切な点検管理を行い，迅速な修理・
修繕を実施しており，降雨時のポンプ稼動状況は正常な
機能を確保できている。
　しかし，各排水機場の設備の老朽化が著しく進行して
おり，対処療法的に修理・修繕を行い延命化を図ってい
るが，年々修繕箇所が増加し応急的な対応では限界にき
ている。
　耐用年数超過設備については，故障が発生する前に，
順次改修・更新等を実施し，リスクを解消していってい
るところではあるが，設備数が多く，1台3～7千万円の費
用が必要となるため，引き続き計画的に改修更新工事を
推進していくために，継続的な予算確保が必要である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

19.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
  近年，気候変動の影響により降雨の状況が局地化，激甚化しているなか，市民の浸水不安を解消し，安全・安心
な生活を守るためにも,必要不可欠な事業である。
　排水設備機器の老朽化が著しく,設備の改修,更新等が急務になっており,今後も必要な予算確保に努め,継続した
取組を進めていく。

 B 改善を検討し，事業継続

　本事業は，地域の浸水被害を防除し，市民の生命，財
産を守るために設置した排水機場の施設設備を点検・整
備・更新するものであり，極めて公平性が高く，受益者
負担の視点には馴染まない。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　内水氾濫防除のため設置されている既設排水機場（41
機場）の設備能力の維持確保及び向上のための整備・更
新費用として必要である。

公共下水道事業との整合性を図りながら，効率的な整備
を検討していく。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

05

12

43

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

中田　智久

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 まちの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 基幹浄水場の適切かつ効率的な運転管理
所管部局 上下水道局 部局長名 山本　三四年

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

水道法，水道法施行規則

政策 便利で快適に暮らせるまち

施策

所管部署 浄水課 所属長名

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

安全でおいしい水道水を安定して供給していく

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・水質検査計画に基づく水質検査の実施
・工事によって既存施設の運転に影響を与えないよう，運転管理を行う。
・設備の点検

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 市民（上水道需要者）
事業開始年度 ー

事業終了年度

高知市水道事業基本計画2017，水安全計画，水質検査計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 水質検査計画に基づく水質検査の実施

Ｂ 工事によって既存施設の運転に影響を与えない

Ｃ 設備点検実施率

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

100％実施を目指す

100％実施を目指す

100％実施を目指す

ＳＤＧｓゴール 6，11

ＳＤＧｓターゲット

実績 100% 100% 100%

目標 100%
評
価
指
標

Ａ
水質検査計画に基づく水質検
査の実施

目標 100% 100%

Ｂ
工事によって既存施設の運転
に影響を与えない

100%

Ｃ

100% 100%

実績 100% 100% 100%

100% 100%

Ｄ
目標

実績

設備点検実施率
目標 100% 100% 100% 100%

実績 100% 100% 100%

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 85,551 77,249 74,922

 県費 (千円)

73,201

 一般財源 (千円) 85,551 77,249 74,922

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

73,201

 人役数 (人) 6.19 6.19 6.19 6.19

43,949

 正規職員 (千円) 45,187 45,806 45,187 43,949

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 45,187 45,806 45,187

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 130,738 123,055 120,109 117,150

(人) 6.19 6.19 6.19 6.19

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 398 378 371

安全で安定した水道水の供給

施
策
の
目
的

　水道施設の南海トラフ地震対策や，漏水事故等を未然に防
ぐ「予防保全型」の維持管理を推進するとともに，人口減少
による水需要の減少に対応した効率的な事業運営に努め，い
つでも安全で安定した水道水の供給をめざします。

法定受託事務

6，1，11，3

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

A　国で定めた水質基準項目のほか，独自の監視項目も検査し，水道水の安全を確保している。
B　水道施設の耐震化工事等の状況に応じて，適切な浄水場の運転管理を実施することにより，安定した水道水の供給を維持している。
C　水道法に基づくガイドラインに沿った点検を実施することにより，故障による断水を防止している。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

「高知市水道事業基本計画2017」における基本施策の
内，水質検査は「水質管理の充実」，設備点検は「予防
保全型の維持管理の推進」，耐震工事は「施設の耐震化
事業」に位置づけられており，災害に備えながら安全な
水道水を安定供給する事は市民生活の維持に不可欠であ
る。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

水質の異常，設備の故障，工事の関する事象等，いずれ
による断水も無く，有効な事業である。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

安全な水道水の安定供給に不可欠な業務であるので，継続する。
 B 改善を検討し，事業継続

受益者負担である水道料金が財源であり，事業成果は，
市内の水道水の供給に寄与していることから，公平性が
確保されている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

設備の点検に関しては，業務体制，効率の良い点検手法
及び情報の管理方法について，検討の余地があるもの
の，適切な水質管理と運転管理を維持する為には，現在
の体制が望ましい。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

01

03

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

3.9，6.2，6.3，6.6，6.b，11.3　14.1　14.2

ＳＤＧｓローカル指標

地球にやさしい環境汚染の防止

施
策
の
目
的

　豊かな自然を守り，安全で良好な生活環境を保全するため
に，行政と市民・事業者が協働して，大気汚染や水質汚濁等
の環境汚染の抑制に取り組み，被害を未然に防ぎます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 66 152 191

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 21,555 49,530 61,875 141,695

(人) 0.35 0.85 0.35 1.35

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 2,555 6,290 2,555 9,585

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 2,555 6,290 2,555

0

 人役数 (人) 0.35 0.85 0.35 1.35

9,585

財
源
内
訳

 国費 (千円) 10,450 23,079 32,626 70,505

 その他 (千円) 50 55 104 50

 市債 (千円) 8,500 20,106 26,590 61,555

 翌年度への繰越額 (千円) 0投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 19,000 43,240 59,320

 県費 (千円)

132,110

72,700 49,000 0

 一般財源 (千円) 0 0 0

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 72.7％ 50.0％ 100％

目標 0件
評
価
指
標

Ａ 工事実施率
目標 100％ 100％

Ｂ 水質悪化件数
0件

Ｃ

0件 0件

実績 0件 0件 0件

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 工事実施率

Ｂ 水質悪化件数

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

長寿命化工事「予定数」に対する「実施数」

長寿命化工事実施設備に起因する放流水質の悪化（放流基準内ではあるが，相応の対
応が必要なトラブル発生件数）

ＳＤＧｓゴール 3，6，11，14

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

設備の機能を損なわないよう，健全な状態を保持する

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

ライフサイクルコストの最小化の観点を踏まえた，水再生センター各種機器の部品取替等による長寿命化対策

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 水再生センター，汚水ポンプ場の機械設備・電気設備
事業開始年度 平成24年度

事業終了年度

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

下水道法，下水道ストックマネジメント支援制度

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 下水道施設管理課 所属長名 伊賀　輝典

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 長寿命化整備事業（汚水）
所管部局 上下水道局 部局長名 山本　三四年
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

維持管理及び工事設計・施工管理は，直営で行ってきた
ことで知識及び技術の蓄積と継承がなされてきた。
今後予想される災害の復旧においても，職員の経験が不
可欠なことから，現状の事業継続が望ましい。
整備対象設備の選択と，整備内容の精査によって効率的
に事業を実施している。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

支援制度に従って策定された計画に基づく長寿命化対策が実施されており，処理水質の悪化も無く，流入下水を適
正に処理する機能が維持されている。人の健康や生態系に深刻な影響を及ぼす水質汚濁などの環境汚染を防止する
ために，計画に基づく整備を引き続き行い，必要な機能を維持していく。

 B 改善を検討し，事業継続

本事業は，「雨水公費・汚水私費」の原則に基づき実施
しており，公平性とともに負担割合も適正である。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

本事業で整備した設備は，延命化されると共に必要な機
能を維持しており，排水基準を満たす放流水質を確保で
きている。
事業を継続する。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

本事業は，流入下水を適正処理し，法令等の排出基準を
満たす放流水質を確保して公共用水域の水質保全にも寄
与するとともに，総合計画に定められた人の健康や生態
系に深刻な影響を及ぼす水質汚濁などの環境汚染を防止
するものであり，環境と安全に関するものとして需要も
高い。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　評価指標Ａにおける令和元年度までの実績は，「前期基本計画第３次実施計画」において評価指標として設定した目標に対する実績を示しており，目標
と実績で差異が見受けられる。これは，平成29年度末に「公共下水道ストックマネジメント計画」を策定し，その計画に沿って整備計画を見直したためで
ある。
　長寿命化整備事業においては，整備対象機器の精査及び計画の見直しを適宜行うことにより，ライフサイクルコストの最小化を目指しつつ設備を健全な
状態で保持することができている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

02

06

16

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

髙橋　直人

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 安心の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 学級設備整備事業
所管部局 教育委員会 部局長名 山本　正篤

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

学校教育法

政策 住み慣れた地域で，自分らしく暮らせるまち

施策

所管部署 学校環境整備課 所属長名

-

意図
どのような状態
にしていくのか

障がいに応じた教育を実施する上で必要とする設備を整備する。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

心身に障がいのある児童生徒に対して，その障がいに適応した教育を実施する上で必要となる教材を整備

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市立小中学校の心身に障がいを持つ児童生徒
事業開始年度 昭和56年度

事業終了年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ
情弱・情緒・知的学級等，エアコン設置が必要な学級に
対するエアコンの設置割合

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

エアコン整備率100％を達成させる。

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ
情弱・情緒・知的学級等，エ
アコン設置が必要な学級に対
するエアコンの設置割合

目標 100％ 100％

Ｂ

Ｃ

実績

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 435 214 509

 県費 (千円)

602

 一般財源 (千円) 435 214 509

エアコン購入額を根拠として
いる。

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

602

 人役数 (人) 0.01 0.01 0.01 0.01

71

正職員１名で業務に当たって
いる。

 正規職員 (千円) 73 74 73 71

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 73 74 73

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 508 288 582 673

(人) 0.01 0.01 0.01 0.01

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 2 1 2

障がいのある人への支援

施
策
の
目
的

　障がいのある人やその家族が，必要なときに必要な支援を
受けながら，その人らしく地域の中で暮らすことができる社
会をめざします。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　心身に障がいのある児童生徒が利用する教室（特別支
援教室）にエアコンを整備することにより，学習に集中
しやすい環境を整備するものであり，「2011高知市総合
計画」に搭載されている「施策16 障がいのある人への支
援」に沿うものである。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　毎年，目標値である100％を達成している。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

20.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　全ての学校の特別支援教室にエアコンを整備することにより，地域差なく心身に障がいのある児童生徒が学習し
やすい環境を整備できている。今後も引き続き，学習環境を整えていく必要があると考え，Ａとした。

 B 改善を検討し，事業継続

　調達に当たっては競争見積を実施しているため，偏り
がなく公平性が保たれている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　調達に当たっては競争見積を実施しているため，コス
ト削減を行うことができている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

01

01

02

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

三吉　正純

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 共生の環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 工石山青少年の家事業
所管部局 教育委員会 部局長名 山本　正篤

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

社会教育法第３条並びに第５条第１項第４号及び第14号

─

政策 豊かな自然に親しみ，自然と共生するまち

施策

所管部署 青少年・事務管理課 所属長名

─

意図
どのような状態
にしていくのか

主催事業を通じて工石山の自然に親しみ，体験活動の啓発を行う。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・各種体験活動の実施
・各種団体・機関と連携した自主事業や共催事業等の実施
・特色を活かしたプログラムの開発と充実への取組
・施設設備の適切な維持管理による利用者の生活・研修環境整備

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 主に青少年
事業開始年度 昭和50年度

事業終了年度

高知市工石山青少年の家条例，同施行規則

第２次高知市環境基本計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 年間主催事業回数

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

主催事業の回数を指標とすることで，施設としての主体的な取組状況を把握する。

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

令和２年度から指定管理者制
度導入

平成30年度，令和元年度は直
営時の実績
令和２・３年度は指定管理者
制度導入後の目標・実績

実績 12 12 10

目標
評
価
指
標

Ａ 年間主催事業回数
目標 － －

Ｂ

Ｃ

実績

13 8

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 990 641 379

 県費 (千円) 0 0 0 0

925

0 0 0

 一般財源 (千円) 842 552 342

主催事業実施に係る事業費

財
源
内
訳

 国費 (千円) 54 31 21 63

 その他 (千円) 94 58 16 73

 市債 (千円) 0 0 0 0

 翌年度への繰越額 (千円) 0

789

0

 人役数 (人) 1.50 1.50 1.50 1.50

10,650

主催事業実施に係る人件費

 正規職員 (千円) 10,950 11,100 10,950 10,650

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 10,950 11,100 10,950

0 0

0.00

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 11,940 11,741 11,329 11,575

(人) 1.50 1.50 1.50 1.50

 その他 (人) 0.00 0.00 0.00

②
概
算
人
件
費
等

0

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 36 36 35

豊かな自然とのふれあい

施
策
の
目
的

　あらゆる世代が自然とのふれあいを通じて自然と環境の大
切さを学ぶことで，自然と環境を守るための意識の醸成につ
なげます。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　事業実施の際に，工石山青少年の家の職員が参加者とコミュニケーションを図る中で，参加者のニーズ，事業への満足度や改善点を常に探っており，そ
のことが新たなプログラムの開発につながっている。
　主催事業に参加した青少年やその家族・関係者を通じて，工石山青少年の家の施設利用（宿泊等）の増加に，いかにつなげていくかが課題である。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

4.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

本事業は，中山間地域の豊かな自然を生かした体験活
動を通じて，青少年の健全育成を図ろうとするものであ
る。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

B
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

B

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

3.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて，予定していた事業の一部について中止を余儀なく
されたが，コロナ禍でも参加しやすい新たなプログラム
を実施するなど，工夫して実施できている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
4.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

B
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

16.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続
工石山は標高1,176ｍの山頂を有し，美しい山林，四季折々の草花，多様な生物が生息するなど，高知市の有する豊かな自然の一つである。

このような貴重な自然資源を，高知市民をはじめ多くの方々に親しんでもらうため，登山等の自然体験，集団生活に慣れ親しむ宿泊体験等が
重要であり，工石山青少年の家の事業が大きな役割を果たしているものと考える。
　特に，コロナ禍にあっては，屋外で行う自然体験活動は，参加しやすい事業として重要性・必要性が増している。
　今後も，こんにゃく作りなどの野外体験活動を実施するとともに，広報活動を充実していくなど，社会状況に応じた取組を継続していく。

 B 改善を検討し，事業継続

事業の実施に当たっては，広く周知を図っており，参
加者に偏りは見られない。また，事業の参加者が負担す
る参加料は，事業で使用する材料費等の実費相当とする
ことが適当であり，適正な金額設定となっている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

日帰りで気軽に登山できる工石山をはじめとする豊か
な自然を十分に生かした特色のある事業内容になってお
り，また，低予算で実施できている。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

03

08

25

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

近森　夏彦

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 中核市研修（市立学校教職員研修）
所管部局 教育委員会 部局長名 山本　正篤

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
教育公務員特例法

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 教育研究所 所属長名

意図
どのような状態
にしていくのか

本市の学校教育の現状や課題を踏まえた教職員研修を実施し，教職員のさらなる資質・指導力の向上が図られる。

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・教職員の資質・能力の向上を図るとともに，組織力を生かした学校づくりを実現するために，「教職員のキャリアに応じた人づく
り」「組織として機能する学校づくり」「校内研修の活性化」の三つを重点事項として，法定研修，年次研修，職務等研修，専門・
教育課題研修の四つに分類して実施
・高知市立学校ＩＣＴ活用推進協議会と連携して，ＩＣＴ活用指導力向上のための研修の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知市立学校教職員
事業開始年度 平成14年度

事業終了年度

高知市教育研究所条例
高知市教育研究所条例施行規則
第２期高知市教育振興基本計画
教職員に関する協定書（高知県との協定）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 「研修の記録」及び「研修アンケート」（４件法）

Ｂ 教員のＩＣＴ活用指導力のチェックリスト（４件法）

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

各研修終了後，受講者から研修に対する評価をしてもらうもの

高知市立小・中・義務教育・特別支援学校の各教科等の授業を定期的に担当している
教員を対象に実施するもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

実績 3.6 3.7 3.8

目標 平均値3.0以上
評
価
指
標

Ａ
「研修の記録」及び「研修ア
ンケート」（４件法）

目標 各項目の平均値3.5以上 各項目の平均値3.5以上

Ｂ
教員のＩＣＴ活用指導力の
チェックリスト（４件法）

平均値3.0以上

Ｃ

平均値3.0以上 平均値3.0以上

実績 3.1 3.1 3.1

各項目の平均値3.6以上 各項目の平均値3.6以上

Ｄ
目標

実績

目標

実績

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 4,660 5,185 4,888

 県費 (千円)

5,804

 一般財源 (千円) 4,660 5,185 4,888

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

5,804

 人役数 (人)

0

 正規職員 (千円) 0 0 0 0

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 0 0 0

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 4,660 5,185 4,888 5,804

(人)

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 14 16 15

生きる力を育む学校教育の充実

施
策
の
目
的

　児童生徒一人ひとりの特性を活かした適切な教育を進める
とともに，教職員の資質・能力の向上を図ることなどを通じ
て，子どもたちの生きる力の育成をめざし，確かな学力と豊
かな心，健やかな体を養う教育活動の充実に取り組みます。

法定受託事務

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　本市に学ぶ全ての子どもたちの「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を育むために，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や，組織力を生かした学
校づくりを実現するために研修を実施した。
　また，教職員の大量退職・大量採用に伴って，急増している若年教員（初任者，２年経験者，３年経験者）の資質・能力の向上を図るために，年次研修を充実させるとと
もに，ОＪＴ機能を生かして組織的・計画的・継続的に若年教員を育成し，実践的知識や指導技術が継承できるよう，中堅教員や管理職の研修を工夫している。
　さらには，ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて整備された学校ＩＣＴ環境を利活用した授業づくりの研修や，プログラミング教育を含む情報活用能力の伸長に資する資
質・指導力の向上を図る研修を実施して，校内の情報教育のリーダー的役割を果たすことができる教職員を育成し，各学校における教職員の情報活用能力に係る指導力の向
上を図っている。
　そして，研修の内容・成果等は「研修便り」としてまとめ，発信することで，学校や教職員個々の意識・啓発を行うとともに，研修内容の共有を図っている。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　社会の在り方が劇的に変わるSociety5.0の時代が到来
しつつある中，質の高い人材育成の中核を担う学校教育
の充実を図るため，教職員の資質，指導力及び学校力の
向上は最重要課題である。総合計画の施策「生きる力を
育む学校教育の充実」に位置付けられており，市民から
のニーズに沿ったものであると考える。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

4.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　各研修において，受講者に対し，「研修の記録」の中
で，「職務遂行に必要な知識・情報の習得」及び「今後
の教育実践への活用」の２つの項目（４件法）について
質問している。令和２年度の受講者評価の平均値は，い
ずれの項目も3.8であり，達成状況は順調であるといえ
る。

　研修の円滑かつ効果的な実施に向けて，毎年度，「高
知市立学校教職員研修企画調整委員会」及び「高知市立
学校教職員研修協議会」（各２回）等を実施し，研修内
容の見直し等を行っている。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

B

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

19.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

　年間を通して，各研修を行っており，受講者の評価も良好である。今後も教職員の資質・能力の向上を図るとと
もに，組織力を生かした学校づくりを実現するため，研修の質的向上及び充実を図りたい。

 B 改善を検討し，事業継続

　中核市研修は，高知市立学校全ての幼稚園・小学校・
中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の教職
員を対象としており，公平性は保たれている。

　対象経費の支出についても，適正に執行され，妥当性
が担保されていると考える。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

A

5.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　大学教授及び指導主事等の講師による講義・演習，実
践交流による研修・グループ別研究協議，管理職及び指
導主事等の参加のもと実施する研究授業及び事後研究会
等，多種多様な手法を用いて研修を実施している。
　今後は，本市におけるＩＣＴ環境整備に伴い，必要に
応じて，オンライン研修及びオンデマンド研修等の実施
回数の検討を行う。

　教職員の働き方改革を推進するための見直し（統合・
整理等）を踏まえながら研修を実施する。

事業実施手法の妥当性
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１　事業の位置付け

03

08

25

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

ＳＤＧｓローカル指標

生きる力を育む学校教育の充実

施
策
の
目
的

　児童生徒一人ひとりの特性を活かした適切な教育を進める
とともに，教職員の資質・能力の向上を図ることなどを通じ
て，子どもたちの生きる力の育成をめざし，確かな学力と豊
かな心，健やかな体を養う教育活動の充実に取り組みます。

法定受託事務

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 4 3 2

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 1,159 1,089 616 1,746

(人) 0.02 0.02 0.02 0.02

 その他 (人)

②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 正規職員 (千円) 146 148 146 142

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 146 148 146

1,604

 人役数 (人) 0.02 0.02 0.02 0.02

142

令和２年度
報償費　    381
消耗品費　   18
保険料       71

令和３年度
報償費　  1,512
消耗品費　   18
保険料　     74

財
源
内
訳

 国費 (千円)

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 決算額 (千円) 1,013 941 470

 県費 (千円)

1,604

 一般財源 (千円) 1,013 941 470

100％ 100％

Ｄ
目標

実績

目標

実績

実績 100％ 100％ 100％

目標
評
価
指
標

Ａ 学校復帰率100％
目標 100％ 100％

Ｂ 進学・就職率100％

Ｃ

実績

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 学校復帰率100％

Ｂ 進学・就職率100％

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

100％を目指すもの

100％を目指すもの

ＳＤＧｓゴール

ＳＤＧｓターゲット

意図
どのような状態
にしていくのか

学校復帰と進路保障

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

児童生徒及び進路未定の中学校卒業生を中心に，自分自身を見つめ直し，将来への展望を持たせるとともに，学校復帰や高校進学に
向けた学習支援を実施する。

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 遊び・非行型の問題行動を起こしている児童生徒等
事業開始年度 平成18年度

事業終了年度

少年補導センター設置条例・施行規則，少年補導センター児童生徒等自立支援教室運営実施要綱

高知市教育振興基本計画

法律・政令・省令

県条例・規則・要綱等

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 少年補導センター 所属長名 西澤　勇司

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 児童生徒等自立支援教室
所管部局 教育委員会 部局長名 山本　正篤
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

B事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

3.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　遊び・非行型の課題を抱えた児童生徒等が通所できる
教室は，本市に他はなく，本事業がもつ効果が期待でき
るため。

事業実施手法の妥当性

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

18.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続

遊び・非行型等課題を抱える児童生徒への学習支援や居場所づくりを担う機関としての学校現場からのニーズは依
然として高いため，事業を継続していく。また，学校復帰や就職につなげていくためにも，学校や関係機関とも連
携を図り，児童生徒等の支援の場となるよう努めていきたい。

 B 改善を検討し，事業継続

　学校等に対象児童生徒がいないか広く啓発・募集し，
希望者や対象者が学校を通じて通所する仕組みになって
おり，受益者負担の視点はなじまない事業のため。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　通所生総数には年度ごとに増減はあるが，通所してき
た児童生徒等は全員，学校への復帰及び進学はできてい
るため。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

　学校現場からのニーズが高いため，常に学校や福祉の
現場からは需要があるもの。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明
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１　事業の位置付け

03

08

28

２　事業の根拠・性格

３　事業の目的・内容等

４　事業の実績等

池上　哲夫

2011 高 知 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 施 策 体 系 で の 位 置 付 け

大綱 育みの環

県条例・規則・要綱等

ー

意図
どのような状態
にしていくのか

生徒及び教職員がＩＣＴ機器を活用し効率的でかつ学習効果の高い教育を行う

事業
概要

どのような事業
活動を行うのか

・生徒一人１台のタブレットＰＣを整備
・教育ソフトウェアの整備及び大型提示装置等のＩＣＴ機器整備
・タブレットＰＣ用の教育ソフトウェアの継続的な研究及び教職員向けＩＣＴ研修の実施

市条例・規則・要綱等

その他（計画，覚書等）

対象 誰(何)を対象に 高知商業高等学校の生徒及び教職員

令和３年度　事務事業評価調書（令和２年度実績分）

個別事業名 ＩＣＴ教育推進事業
所管部局 教育委員会 部局長名 山本　正篤

法律・政令・省令

政策 子どもの安心・成長・自立を支えるまち

施策

所管部署 高知商業高等学校 所属長名

事業開始年度 ー

事業終了年度

高知市教育大綱，第２期高知市教育振興基本計画

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（計画） 備考欄

評
価
指
標

事 業 成 果 を 評 価 す る 指 標

Ａ 生徒一人１台のタブレットＰＣ整備

Ｂ

Ｃ

Ｄ

指 標 設 定 の 考 え 方

100％を目指すもの

ＳＤＧｓゴール 4

ＳＤＧｓターゲット

令和２年度までは，保護者負
担により整備
令和３年度は国費を活用し生
徒全員に整備

実績 36.5%(319台/875人) 40%(344台/862人) 60.6%(518台/855人)

目標
評
価
指
標

Ａ
生徒一人１台のタブレットＰ
Ｃ整備

目標 36.5%(319台/875人) 40%(344台/862人)

Ｂ

Ｃ

実績

60.6%(518台/855人) 100%（860台/860人）

Ｄ
目標

実績

目標

実績

49,955

 一般財源 (千円) 0 0 0 0

 決算額 (千円)

 県費 (千円)
　文科省補助金
　　　　　　6,255千円

　地方創生臨時交付金
　　　　　 43,700千円

財
源
内
訳

 国費 (千円) 49,955

 その他 (千円)

 市債 (千円)

 翌年度への繰越額 (千円)

正職員１名

 正規職員 (千円) 146 148 146 142

 その他 (千円)

 人件費等 (千円) 146 148 146
②
概
算
人
件
費
等

 正規職員

 人役数 (人) 0.02 0.02 0.02 0.02

142

148 146 50,097

(人) 0.02 0.02 0.02 0.02

 その他 (人)

総コスト/年度末人口

 年度末住民基本台帳人数 (人) 328,077 325,545 323,400

 市民１人当たりコスト (円) 0 0 0

投
入
コ
ス
ト

➀
事
業
費

 総コスト＝　①　＋　② (千円) 146

高等学校教育の充実

施
策
の
目
的

　教職員の資質能力の向上と学校施設等の教育環境の充実を
図るとともに，信頼と信用を得ることができる経済人・国際
人として地域の産業文化に寄与できる能力を体得した，創造
性豊かな未来の高知を支える人材の育成をめざします。

法定受託事務

4.4，4.7

ＳＤＧｓローカル指標
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５　評価指標で表せない事業成果・市民満足度・その他課題点等

６　所属長評価

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

A (5)

B (3)

C (1)

D (0)

○ A 事業継続 （総合点が16点以上で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

B 改善を検討し，事業継続 （総合点が12点以上16点未満で，各項目の平均点数がいずれも２点を超える場合）

C 事業縮小・再構築の検討 （総合点が４点以上12点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで２点以下がある場合）

D 事業廃止・凍結の検討 （総合点が４点未満 又は 各項目の平均点数のいずれかで１点以下がある場合）

７　部局長評価

８ 外部意見等

　評価指標では生徒全員にタブレット端末を整備することについて評価したものであるが，高知商業高等学校は，高知を支える人材の育成という目的にお
いて，タブレット端末を含めたＩＣＴ機器を活用して，より一層ＩＣＴ教育を充実させることが求められている。
　令和２年度までは保護者負担でタブレット端末を整備することで，県内においては先進的なＩＣＴ教育を推進してきたが，令和２年度ＧＩＧＡスクール
構想の推進によって，義務教育でも児童生徒全員へのタブレット端末の整備が完了し，学校の教育環境が急激に変化している。
　その中で，義務教育や他の高等学校との連携，大学等進学先や社会のデジタル技術による変革を見据えて，時代の変化に対応したＩＣＴ教育を推進して
いくことが必要となる。
　そのためには，教員の知識や技能の向上が不可欠であり，教員の研修，ＩＣＴを活用した授業・教材の研究等を継続的に行わなければならない。

評 価 項 目 評 価 基 準 １次
平均
点数 評 価 内 容 の 説 明

事
業
実
施
の
必
要
性

①

〔施策体系等での位置付け〕 結びつく

A

5.0

横ばいである

少ない,減少している

ほとんどない

　国によるＧＩＧＡスクール構想の推進においても，Ｉ
ＣＴ機器の整備は現在の学校教育において基盤となるも
のである。

　タブレット端末の活用は，社会の基本的なスキルとし
て求められており，保護者負担の軽減を図りながら，高
等学校においても生徒全員にタブレット端末を整備する
ことが求められている。

事業の実施が市の総合計画・実施計画・市長マ
ニュフェスト等の目標達成に結びつくか,又は，
事業の根拠等に結びつくか

一部結びつく

あまり結びつかない

結びつかない

②

〔市民ニーズの傾向〕 非常に多い,急増している

A
事業の実施に対する市民のニーズ（需要量）の
傾向はどうか

④

〔事業内容〕 妥当である

A
事業成果の向上のための内容の妥当性

事
業
内
容
の
有
効
性

③

〔成果の達成状況〕 十分に達成している

A

おおむね妥当である

検討の余地がある

見直しが必要である

5.0

おおむね効率的にできている

検討の余地がある

十分可能である

　ＧＩＧＡスクール構想と新型コロナウイルス感染症の
影響で，タブレット端末の納期が見通せない状況で，令
和３年４月に入札，市長専決，６月議会承認を経て，タ
ブレット端末870台を７月納品を完了させることができ
た。

事業の成果指標の達成状況は順調か

おおむね達成している

あまり順調ではない

十分な成果を望めない
5.0

現状が望ましい。

検討の余地がある

検討すべきである。

⑥

〔事業統合・連携・コスト削減〕 現状が望ましい・できない

A
類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性

事
業
実
施
の
効
率
性

⑤

〔事業実施手法〕 現状が最適である。

A

高知市行政改革
推進本部

　意見なし。

 C 事業縮小・再構築の検討

 D 事業廃止・凍結の検討

高知市行政改革
推進委員会

　意見なし。

総
合
点

19.0

総
合
評
価

総 合 評 価 評 価 理 由 ・ 今 後 の 方 向 性 等

○  A 事業継続 　生徒用タブレット端末の整備は，今回はＧＩＧＡスクール構想と新型コロナウイルス感染症対策の国費を活用す
ることで，市費負担を抑えて実現できた。文科省は，高等学校の生徒用タブレット端末については，義務教育と異
なりＢＹОＤが基本方針なので，対応できるように準備を進めておく。
　また，タブレット端末を活用した授業については，研修等を通じて教員のレベル向上を図り，先進的な取組を継
続してほしい。

 B 改善を検討し，事業継続

　令和２年度は，保護者負担でタブレット端末を整備し
ていたため，全校生徒855人のうち518台が整備されてい
た。
　令和３年度は，国費を活用してタブレット端末を学校
備品として整備し，生徒全員に対して無償で貸与するこ
ととしている。

事業の受益者が特定の個人(団体)等に偏りがな
く公平性が保たれているか

高知市議会 　意見なし。

おおむね保たれている

偏っている

公平性を欠いている

⑧

〔受益者負担の適正化〕 適正な負担割合である

A事業実施の財源として，受益者負担割合(一般財
源負担割合)は妥当か。
補助金等交付事業の場合，対象経費は妥当か。

事
業
実
施
の
公
平
性

⑦

〔受益者の偏り〕 極めて公平性が高い

B

4.0

おおむね適正な負担割合である

検討の余地がある

検討すべきである

　仕様書作成については文科省の標準仕様に準じて作成
し，調達については高知市契約規則等，法令等に従い調
達を実施した。

　高等学校は高知商業高等学校１校のため，単独で事業
を実施した。また，義務教育とは調達仕様が異なるため
一括調達としていない。

事業実施手法の妥当性
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